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（午前 ９時００分 再開） 

 

○木下順一委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから予算決算常任委員会を再開します。 

  戸上健委員より、本日から１６日までの予算決算常任委員会を欠席する旨の連絡がありましたので、ご承知

おきください。 

  議会サポーターの方も今日は傍聴のほうへお越しをいただいております。委員会を代表して、厚く御礼を申

し上げます。 

  その上で、傍聴人の方に申し上げます。 

  当委員会において、議事について可否を表明または騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静粛にお願

いいたします。なお、委員長の命令に従わないときは、退室を命じることがありますので、念ため申し上げて

おきます。また、当委員会室の入退室につきましては、特段の事情がない限り、休憩時間中に行っていただき

ますよう、ご協力のほどお願いをいたします。 

  それでは、議事に入ります。 

  ９月５日の本会議において、当委員会は地方自治法第９８条第１項の規定による検閲並びに検査権を委任さ

れました。 

  当委員会に付託されました案件は、議案第２６号、令和７年度鳥羽市一般会計補正予算（第４号）、議案第

２７号、令和７年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第１号）、議案第３５号、令和６年度鳥羽市水道

事業会計未処分利益剰余金の処分について、認定第１号、令和６年度鳥羽市一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定について、認定第２号、令和６年度鳥羽市水道事業会計決算認定について、認定第３号、令和６年度

鳥羽市下水道事業会計決算認定についての６件であります。 

  審査に入る前に、私から一言申し上げます。 

  まず、審査の順番及び日程を申し上げます。 

  認定第１号から認定第３号の審査を行い、その後、議案第３５号の審査を行います。 

  決算に係る審査の日数は、本日より４日間を予定し、事務局より配付しています決算審査日程により順次進

めていきます。仮に審査日程が順調に推移し、１日当たりの予定が早く終わっても、所管課を繰り上げての審

査は行いません。逆に、質疑が盛んに行われ、審査日程が遅れた場合には、当然ながら繰下げを行います。た

だし、委員間討論、振り返りは毎日必ず行います。夕方５時を過ぎても行いますので、委員の皆様はご承知お

きをください。 

  そして、議案第２６号、令和７年度鳥羽市一般会計補正予算（第４号）、議案第２７号、令和７年度鳥羽市

定期航路事業特別会計補正予算（第１号）の２件の審査は、９月１６日の１日を予定しています。 

  決算審査には議会選出監査委員も出席をいただきます。そこで、議会選出監査委員であります瀬﨑伸一委員

に申し上げます。 

  決算審査に当たり、委員として質疑を行っていただくことに制限はございませんが、監査委員の職務で知り

得た事実に基づく質疑は職責上の問題となりますので、発言の際は質疑の内容について十分にご注意ください。 
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  審査の開始に当たり、委員の皆様にお願いします。 

  審査での発言は、令和６年度の決算内容に対する質疑にとどめていただき、関連する質疑がある場合は、そ

の都度ご発言いただき、質疑が重複しないようご留意ください。 

  また、当委員会の審査は次年度予算の編成に供するためでもありますので、細かい数字だけの質疑は控えて

いただき、事業の評価を中心に課題と対応策を含めた審議をしてください。 

  なお、各課の総括の中で触れられている事業につきましては、総括ではなく当該の事業で質疑を行っていた

だき、ページが前後することのないようご協力をお願いいたします。 

  振り返りでは、主要事業の評価を中心に行い、委員間討議及び合意を得て、次年度以降の予算編成について

の市長への提言書としたいと思います。 

  また、昨年同様、執行部より中事業で不用額が１００万円以上の一覧が資料として提出されております。ド

ライブに格納されておりますのでそちらでご確認の上、質疑がございましたら、該当する担当課での説明の際

にお願いをいたします。 

  執行部の皆様にお願いをいたします。 

  決算内容の説明については、９月３日付議会事務局長名で通知したとおり、鳥羽市歳入歳出決算成果説明書

を中心に説明を行ってください。また、その際には、９月５日付で議会事務局よりインフォメーションで通知

した内容についてもご留意をください。 

  長々と申し上げましたが、これより審査に入ります。 

  まず初めに、令和６年度決算の概要について執行部の説明を求めます。 

  副市長。 

○大野副市長 皆さん、おはようございます。副市長の大野でございます。よろしくお願いいたします。 

  予算決算常任委員会に当たりまして、私から決算の概要についてご説明申し上げます。 

  これからご審査をいただく議案につきましては、認定第１号、令和６年度鳥羽市一般会計及び各特別会計歳

入歳出決算認定について、認定第２号、令和６年度鳥羽市水道事業会計決算認定について及び認定第３号、令

和６年度鳥羽市下水道事業会計決算認定についてであります。 

  認定第１号、令和６年度鳥羽市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について、一般会計では、歳入か

ら歳出を差し引いた形式収支で５億８,８１８万２,０００円、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収

支で５億８,５８２万２,０００円の黒字となっており、特別会計の決算につきましても、全ての会計で黒字と

なっております。 

  後ほど会計管理者から実質収支に関する調書についての説明と企画財政課長から一般会計の概要について説

明をさせていただきます。また、歳入歳出の詳細につきましては、各所管課長から説明をさせていただきます

ので、よろしくお願い申し上げます。 

  認定第２号、令和６年度鳥羽市水道会計決算認定及び認定第３号、令和６年度鳥羽市下水道事業会計決算認

定につきましては、４日目に水道課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

○木下順一委員長 会計管理者。 

○武中会計管理者 おはようございます。会計課の武中です。よろしくお願いいたします。 
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  それでは、私のほうから、令和６年度一般会計及び特別会計の決算の実質収支について説明をさせていただ

きます。 

  決算に関する説明書の２５１ページ、２５２ページの実質収支に関する調書をご覧ください。 

○木下順一委員長 どうぞ。 

○武中会計管理者 それでは、一般会計では、歳入合計１３９億６６４万１,０００円、歳出合計１３３億

１,８４５万９,０００円、歳入歳出差引額は５億８,８１８万２,０００円で、このうち翌年度へ繰り越すべき

財源２３６万円を差し引いた実質収支額は５億８,５８２万２,０００円となりました。 

  次に、国民健康保険事業特別会計におきましては、歳入合計２６億１,７３５万３,０００円、歳出合計

２５億６,４９３万２,０００円、歳入歳出差引額は５,２４２万１,０００円となりました。実質収支額も同額

となります。 

  介護保険事業特別会計は、歳入合計２９億１７４万４,０００円、歳出合計２７億６,９９８万６,０００円、

歳入歳出差引額は１億３,１７５万８,０００円となりました。実質収支額も同額となります。 

  次に、定期航路事業特別会計は、歳入合計１０億７,６４４万５,０００円、歳出合計１０億７,６４４万

４,０００円、歳入歳出差引額、円単位では８４４円となりました。実質収支についても同額となります。 

  最後に、後期高齢者医療特別会計は、歳入合計６億３,２０５万５,０００円、歳出合計は６億２,５９４万

３,０００円で、歳入歳出差引額は６１１万１,０００円となりました。同じく実質収支額も同額となります。 

  これら一般会計と調書記載の特別会計を合わせました歳入合計は２１１億３,４２４万１,０００円、歳出合

計は２０３億５,５７６万６,０００円、歳入歳出差引額は７億７,８４７万５,０００円で、このうち翌年度へ

繰り越すべき財源２３６万円を差し引いた実質収支額は７億７,６１１万５,０００円となりました。 

  以上、実質収支の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 企画財政課、岡本です。よろしくお願いします。 

  令和６年度一般会計、特別会計におけます決算の概要につきましてご説明させていただきます。 

  まず、お手元に令和６年度決算成果説明書の正誤表、Ａ４の横１枚を配付させていただきました。成果説明

書の製本後、各課から訂正の申出があったものを取りまとめさせていただきました。お手数をかけますが、訂

正していただきますようよろしくお願いいたします。 

  また、今回、企画財政課から２種類の資料を提出させていただいております。資料１につきましては、各課

において中事業単位で１００万円以上の不用額があったものを一覧にまとめております。各課の説明のときな

どに必要に応じてご活用ください。資料２につきましては、令和６年度に借り入れた市債の交付税算入率一覧

となっておりますので、ご覧おきください。 

  それでは、歳入歳出決算成果説明書の１ページをお願いいたします。 

  今回の決算の特徴及び概要でございます。 

  主なものを述べさせていただきますと、まず一つ目、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用いた

しましたプレミアム付商品券事業、あと学校給食費無償化事業などのほか、定額減税調整給付金給付事業など

により、物価高騰に直面する世帯への経済的負担軽減を図らせていただきました。 
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  二つ目は、ふるさと納税寄附金につきましては、プロモーションの展開、現地決済型ふるさと納税の加盟店

の拡大などによりまして寄附額、件数とも過去最大となりました。 

  中段にお示しさせていただきました会計別決算状況の表をご覧ください。 

  令和６年度の決算は、一般会計で実質収支、これＥ列ですけれども、そこで５億８,５８２万２,０００円の

黒字となりましたけれども、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支、これＧ列ですけれども、それが１億

１,６６３万６,０００円の黒字となりました。 

  また、特別会計では実質収支において、国民健康保険事業で５,２４２万１,０００円、介護保険事業で１億

３,１７５万８,０００円、定期航路事業で１,０００円、後期高齢者医療で６１１万２,０００円の黒字となっ

ておりまして、４事業の合計で１億９,０２９万２,０００円の黒字となりました。 

  続きまして、２ページから３ページをお願いいたします。 

  第六次鳥羽市総合計画に基づく事業でございます。 

  第六次鳥羽市総合計画におけます前期基本計画の４年目に当たります令和６年度は、「誰もがキラめく鳥羽 

海の恵みがつなぐ鳥羽」の実現に向け、目指すまちの姿を達成するため、五つの政策の柱に基づき施策の展開

を図りました。 

  また、地域共生社会パッケージといたしまして、人口が大きく減少する２０４０年を見据えまして、市民が

生き生きと活躍できるまちづくりと社会資源の最適化を進めるための事業を重点施策として実施をいたしまし

た。 

  続きまして、４ページをお願いいたします。 

  一般会計決算の状況でございます。 

  まず、一つ目の決算規模ですけれども、令和６年度の一般会計におけます決算額は、歳入が１３９億

６６４万２,０００円で、前年度と比べますと２億４,７２６万６,０００円の増加となりました。また、歳出

につきましても１３３億１,８４６万円で、前年度と比べますと１億２,９６６万５,０００円の増加となって

おります。 

  前年度決算額との差が生じた主なものでございますけれども、歳入につきましては国庫支出金や繰越金など

が減少となりまして、地方特例交付金や寄附金などが増加をしております。また、歳出では普通建設事業費、

災害復旧費などが減少となりましたが、人件費や扶助費、物件費、補助費等が増加をしております。 

  中段の一般会計決算収支状況の表をご覧ください。 

  区分Ｃ欄の歳入歳出差引額、これ形式収支でございますけれども、そこでは５億８,８１８万２,０００円、

Ｅ欄の実質収支では５億８,５８２万２,０００円の黒字額を計上させていただいております。Ｊ欄の実質単年

度収支につきましても３億２,９１７万３,０００円の黒字となりました。 

  ５ページには、２の決算収支として、その推移を棒グラフでお示しさせていただきましたので、ご覧おきく

ださい。 

  ６ページをお願いいたします。 

  ３の歳入でございます。 

  歳入の決算規模では、中段の表の歳入決算状況、一番下の行の歳入合計で１３９億６６４万２,０００円、
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前年度と比較をしまして２億４,７２６万６,０００円の増加となりました。主な要因といたしましては、災害

復旧事業がなかったことなどで、国庫支出金で９,９５３万３,０００円の減少となったほか、繰越金、市債な

ども減少となりました。ただ、ふるさと納税寄附金を含んだ寄附金が３億９６５万９,０００円の増額となっ

たほか、定額減税減収補填特例交付金を含みます地方特例交付金で６,２２６万２,０００円、繰入金で１億

５,５５９万円が増加したことが大きな要因となっております。 

  続きまして、７ページをお願いいたします。 

  下段の表ですね。財源区分別歳入決算状況をご覧ください。 

  ここでは自主財源と依存財源に分けてお示しさせていただきました。 

  上段の自主財源でございますけれども、好調なふるさと納税寄附金を含みます寄附金や繰入金が増えたこと

で、前年度より２億７,６１６万８,０００円増の６０億７,２４９万６,０００円となりました。中段からの依

存財源では、定額減税減収補填特例交付金を含めました地方特例交付金のほか地方交付税、また株式等譲渡所

得割交付金も増加をしましたけれども、公共土木施設災害復旧事業費負担金の皆減等によりまして、国庫支出

金や市債が減少となったことから、前年度と比べまして２,８９０万２,０００円減の７８億３,４１４万

６,０００円となりました。 

  続きまして、８ページをお願いいたします。 

  上段には先ほどご説明をさせていただきました自主財源の推移といたしましてグラフでお示しさせていただ

きました。令和６年度の自主財源比率が前年度と比べまして１.１ポイント増加の４３.６％となったことを記

載しております。 

  続きまして、下段の企業版ふるさと納税寄附金を活用した事業の一覧となります。 

  令和６年度では、新たに実施した事業といたしまして、鳥羽駅周辺エリア再生計画の策定を進めます鳥羽駅

周辺エリア再生事業、それと、地域団体自らが企画提案・実施する地域活性化事業への支援を目的といたしま

した地域づくり推進事業と、オンライン診療に必要な機器の維持管理を行うへき地診療所運営事業などに活用

させていただいております。 

  続きまして、９ページをお願いいたします。 

  一般財源等の状況でございます。 

  一般財源は、前年度に比べまして２,４４１万９,０００円減の８１億９,５１４万６,０００円となりました。

定額減税減収補填特例交付金の皆増などで各種交付金等は増加となりましたけれども、市税や繰越金のほか、

臨時財政対策債が減少したことなどが要因となっております。 

  １１ページをお願いいたします。 

  １０ページの市税の状況につきましては、この後また税務課長のほうから説明をさせていただきます。 

  １１ページの目的税の充当状況でございます。②の都市計画税につきましては、歳入決算額、（Ａ）になっ

ていますけれども、これは１億９６６万８,０００円で、税充当事業内容につきましては、表の一番右側に、

うち都市計画税充当額を書かせていただいております。都市計画事業（Ｂ）と地方債償還額（Ｃ）を合わせた

９,７０１万２,０００円を充当させていただきました。その下の（５）の地方譲与税の状況、（６）各種交付

金の状況は記載のとおりとなっておりますので、またご覧ください。 
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  １２ページの中段の（７）地方交付税についてでございます。 

  下段の表のまず１段目、普通交付税は前年度と比べまして４４４万２,０００円の増、特別交付税で

１,５３４万２,０００円の増となりました。合計で１,９７８万４,０００円増の４１億４,８２８万円を収入

しております。 

  普通交付税が増加した主な要因といたしましては、基準財政需要額の算定で給与改定費、臨時経済対策費な

どが増加したこと、また、基準財政収入額の算定につきましても市民税、これ法人税割です、あと固定資産税

（償却資産）、地方特例交付金などが増加となりました。基準財政需要額の増額が基準財政収入額の増額を上

回ったため、普通交付税が増加となっております。 

  また、特別交付税が増加した主な要因といたしましては、離島航路に要する経費、それとへき地医療に要す

る経費が増加したものとなっております。 

  続きまして、１３ページです。 

  （８）の分担金及び負担金は、前年度より４４３万８,０００円減の２,０７４万３,０００円となっており

ます。 

  下の（９）使用料及び手数料では、前年度に比べ８８８万円減の２億５,１１２万４,０００円となりました。

この主な要因は、衛生費使用料でへき地診療所使用料が減少したことによるものとなっております。 

  （１０）の国庫支出金につきましては、前年度と比べまして９,９５３万３,０００円減の１６億９７４万

１,０００円となりました。ここの主な要因につきましては物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、それ

と障害児施設措置費負担金、生活保護費負担金、新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費負担金が増加し

たものの、災害復旧事業がなかったこと、社会資本整備総合交付金などが減少したことによるものとなってお

ります。 

  １４ページをお願いいたします。 

  （１１）の県支出金につきましては、前年度と比べまして１８３万６,０００円減の７億１,５３９万

１,０００円となりました。衆議院議員選挙等委託金の皆増、それと後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金

などが増となりましたが、三重県議会議員選挙委託金や低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事業費

補助金が皆減となったことが大きな要因となっております。 

  下の（１２）ですね、財産収入でございますけれども、前年度と比べまして１,２８０万７,０００円増の

６,２３６万６,０００円となりました。この主な要因につきましては、不動産売払収入が増となったことによ

るものとなっております。 

  下の寄附金につきましては、前年度に比べ３億９６５万９,０００円増の１１億６,７９０万５,０００円と

なりました。ふるさと納税寄附金や企業版ふるさと納税寄附金が増加したことによるものとなっております。 

  （１４）の繰入金では、前年度と比べまして１億５,５５９万円増の１２億２１１万２,０００円となりまし

た。公共施設等管理適正化基金繰入金や観光振興基金繰入金は減少となりましたけれども、減債基金繰入金等

の皆増、それとふるさと創生基金繰入金、介護保険事業特別会計繰入金が増となったことが要因となっており

ます。 

  １４ページの下段から１５ページにかけての表につきましては、ふるさと創生基金繰入金のふるさと納税分
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充当事業の主なものをお示しさせていただいた一覧表となっておりますので、よろしくお願いします。 

  １５ページの下段の（１７）ですね、市債の状況についてお願いします。 

  ここにつきましては、前年度と比べまして４,１９０万円減の６億３,８６０万円となりました。、河川整備

事業債や消防施設整備事業債などが増となりましたけれども、臨時財政対策債や前年度の事業終了に伴う保育

所施設整備事業債などが減少したことが主な要因となっております。 

  １６ページから１７ページの表につきましは、市債の借入状況でございます。後ほどご覧いただければと思

います。 

  また、次、１８ページの中段なんですけれども、地方債の年度末現在高を記載させていただきました。合計

で９９億３,９８４万４,０００円となっております。 

  続きまして、１９ページをお願いいたします。 

  歳出についてご説明をさせていただきます。 

  まず、目的別の歳出決算状況の表をご覧ください。 

  目的別歳出合計額は１３３億１,８４６万円となりまして、前年度と比較いたしますと１億２,９６６万

５,０００円の増加となりました。ここでも主なものを申し上げますと、災害復旧費をはじめ新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業の集団接種事業の終了などで衛生費などでは減少はしましたけれども、ふるさと納税寄

附金の基金への積立てなどで総務費が増加をしました。そのほか、鳥羽東中学校大規模改修事業や博物館の消

防ポンプ等整備事業等の普通建設事業を実施したことで、教育費が増加したことが要因となっております。 

  各目的別の増減要因につきましては、２０ページから２２ページにかけて記載をさせていただいております

ので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、２３ページをお願いいたします。 

  ここでは性質別の歳出決算状況の表をご覧ください。 

  性質別の歳出合計額は、先ほどの目的別歳出合計額と同額の１３３億１,８４６万円となっております。 

  まず、上段の義務的経費では、前年度と比べまして２億１,８０３万円増の５７億７,８０５万７,０００円

となりました。そのうち人件費では、人事院勧告に基づく給与改定等によりまして基本給や期末勤勉手当が増

加をしました。また、退職手当も増加となっております。次の扶助費では、定額減税調整給付金給付事業の皆

増、それと児童手当の抜本的拡充に伴い、児童手当等が増加したことが大きな要因となっております。 

  次に、投資的経費でございます。前年度と比べまして３億２４０万９,０００円減の１０億４,０００万

５,０００円となりました。これは、普通建設事業の減少のほか、災害復旧事業が皆減となったことが影響し

ております。 

  その他の経費につきましては、前年度と比べまして２億１,４０４万４,０００円増の６５億３９万

８,０００円となりました。繰出金は減少となりましたけれども、物件費や補助費等、あと積立金が増加した

ことが要因となっております。 

  ここにつきましても、２４ページから２６ページにかけて、科目ごとの要因をお示しさせていただいており

ますので、またよろしくお願いいたします。 

  続きまして、２７ページをお願いいたします。 
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  財政指標の状況となっております。 

  まず、１番の財政力指数ですけれども、地方公共団体の財政力を示す数値で、交付税の算定に用います基準

財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３か年の平均値で表させていただきました。 

  令和６年度は３か年平均で０.４０６で、前年度と比較をいたしますと０.００５の増加、単年度の財政力指

数は０.４０９となりまして、前年度と比較しますと０.００３の増加となっております。分母となります基準

財政需要額では、普通交付税の再算定によります給与改定費、臨時経済対策費、臨時財政対策債償還基金費が

増加したことで数値も増加をしました。分子となります基準財政収入額におきましても、市民税や固定資産税、

地方特例交付金が増加をしました。このことから、分子の増加幅が分母の増加幅を上回ったことから単年度財

政力指数が増加し、３か年平均によります算出される財政力指数につきましても連動して増加となりました。 

  続きまして、２８ページをお願いいたします。 

  ２の経常収支比率でございます。 

  令和６年度の経常収支比率は８７.８％で、前年度と比較をしますと０.３ポイント増加をしております。こ

この要因でございます。分子となります経常経費充当一般財源等で繰出金や補助費等が減少となりましたけれ

ども、人件費や扶助費が増加したことで、前年度より８,０１１万６,０００円の増加となりました。また、分

母となります経常一般財源等につきましては、臨時財政対策債が減少となりましたけれども、各種交付金のう

ち定額減税減収補填特例交付金が皆増となったことなどから、前年度より５,９８２万３,０００円増加の

７０億７,９７９万１,０００円となっております。ここにつきましては、分子の増加幅が分母の増加幅を上回

ったことで、経常収支比率が上昇したというふうな結果になっております。 

  続きまして、２９ページですね。 

  ３の健全化判断比率でございます。 

  健全化判断比率は、地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の早期健全化や再生の必要

性を判断するための四つの財政指標の総称となっております。標準財政規模に対します決算の赤字額の比率で

もって判断するもので、括弧書きは鳥羽市におけます健全化判断基準の数値で、これを上回る場合は赤字解消

に向けた早期健全化計画の策定義務を負うこととなっております。 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、いずれも黒字となっておりまして算定されていないとい

うことから、健全な財政運営を保っているのかなというように感じております。 

  実質公債費比率と将来負担比率の状況につきましては、３０ページにグラフ等で推移、状況もお示しさせて

いただきました。上の実質公債費比率につきましては、前年度比０.１ポイントの増加の７.８％で、早期健全

化基準２５％を下回っておりますので、単年度の比率は７.９％、ここでも前年度と比べて０.１ポイントの減

少となっております。下の将来負担比率につきましては、将来負担額から充当可能財源等を控除した値がマイ

ナスとなったことから、前年度に引き続き算定はされておりません。早期健全化基準３５０も下回ることから、

健全な状況にあると考えております。 

  最後になりますけれども、３１ページから３８ページにわたりまして、令和２年度からの歳入歳出決算状況

と市税の決算、人件費の内訳別決算の状況なども載せさせていただいておりますので、またご覧いただければ

と思います。 
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  以上で決算の概要の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○木下順一委員長 決算の概要等についての説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  決算の概要の部分について、ご質疑はございませんか。 

  南川委員。 

○南川則之委員 私からは、今日は戸上委員がちょっとお休みということで、戸上さんの分も頑張って質問させ

ていただきたいなと思います。 

  内容は７項目について質問させていただきますので、順番によろしくお願いいたします。 

  まず、成果説明書の１０ページ、市税の状況というところで、この状況の中で、税務課長からまた説明はあ

るか分からんですけれども、先ほど財政課長のほうからの説明の中で、別紙の税務課の個人市民税というとこ

ろの二つの表をもらっていますので、その辺でちょっと質問をさせていただきます。 

  市税の状況とうことで、この中を見ると、営業所得というところで令和６年度の決算額が２２億

９,０７２万円ということで、対前年度比が４億１,９４５万円増加しとるということで、この１人当たりの所

得額は３３万５,０００円という増加であったというようなふうになっております。 

  その要因が下の欄に記入はされておるんですけれども、主な要因は漁業収入が増加したことによるというこ

とで記載をされております。漁業者のどういう業種が底上げされたと分析しているのか、どういう状況からと

いうことを説明お願いします。 

○木下順一委員長 税務課長。 

○北村税務課長 税務課の北村です。よろしくお願いします。 

  提出しました資料１と２につきましては、この後の歳入のところでご説明させていただいた後のほうが。ま

だ説明がされていませんので。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 分かりました。そしたら、１０ページのところはそのところで質問させていただきます。 

  続いて、１２ページに都市計画税についてということで記載をしていただいております。収入決算額は１億

９６６万８,０００円で、充当額は先ほど課長から説明があったように９,７０１万２,０００円ということで、

これについては県が認可した都市計画事業というところに充当できるということですけれども、今年度で償還

残というのはどういう事業でどれだけ残っているかというところを教えてください。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 ちょっと確認させていただいてよろしいですか、償還残でいいですね。 

（「はい」の声あり） 

○岡本企画財政課長 まず、事業二つありまして、大きくいくと。池上公園の元利償還残が令和７年度で終わる

んですけれども、令和７年度単年で２２４万８,０００円あるんです。あと中央公園の元利償還額で、令和

７年から令和２７年までの償還額といたしまして１１億１,４９２万２,０００円となります。合計で１１億

１,７１７万円の残となります。償還残ですね、未償還残額です。 

○木下順一委員長 南川委員。 



－12－ 

○南川則之委員 ちょっと担当課で私も確認させてもらって、数字が、今、課長が言ってくれた数字とちょっと

違うんですけれども、詳細に分かる人がおったら教えてください。それで正しいですか。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 すみません、南川委員にお渡しさせていただいた資料がちょっと違っている可能性がある

んです。ごめんなさいね、申し訳ない。ちょっとまた提出します。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 先ほど課長は１１億円残があるということですかね、ぐらいの。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員 ということで、充当しとるのが今言ったように地方債の償還額ということに充てとるというこ

とで、それはほとんどということで、それと、３６０ページに都市計画税の本年度末の現在高が５億

６,０４０万３,０００円ということで、残っとるということで、これはそのとおりですか。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 間違いございません。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ということで、先ほど私が言ったように県が認可した都市計画事業に充当していくということ

ですもんで、できれば事業をいろいろ考えながら充当してほしいなというところと、本年度末残高もかなりの

数字がありますので、それを含めて今後の事業に生かしてほしいなということを確認したかったということで

す。 

  委員長、よろしいですか。 

○木下順一委員長 はい、どうぞ。 

○南川則之委員 続けて。 

○木下順一委員長 はい、どうぞ。 

  南川委員。 

○南川則之委員 次に、１２ページをお願いします。 

  １２ページの地方交付税の状況というところをお願いします。 

  当初予算では臨対債が４,０００万円という数字を計上していたんですけれども、今度この決算書を見ると

１,８５０万円ということで、そうなった理由はどういうことかということを教えてください。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 南川委員おっしゃるとおり、当初予算では４,０００万円計上されておりますけれども、

この決算で１,８５０万円となった理由ですね。 

  これ結局臨時財政対策債というのは、普通なら例えば交付税で賄うべきもの、国のこの交付税特会のほうが

なかなか財源がない場合は臨時財政対策債を貸し出して、そこでカバーするというふうな流れなんですけれど

も、今回の場合は国の認めた額が１,８５０万円と向こうの方から指示をされたということで、この額の借入

れをさせていただいたということになっております。 

○木下順一委員長 南川委員。 
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○南川則之委員 国が決めてきたということで、今後国はこの臨対債についてはどういう方向性を持っとるかと

いう何か通知言うてきとることがあると思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 ちなみに令和７年度、今年度はその臨時財政対策債はないということで、交付税のほうで

何とかカバーしていただいております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ということは、借入れということで、今後はそういった余分な借入れをしないようなとか、そ

ういう国の方針ということで理解していいですか。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 余分な借入れというか、交付税で基準財政需要額と収入額のその差引きをカバーしていた

だくのが地方交付税ですので、その財源があるということで臨時財政対策債は借り入れなくていいというふう

な今のところの流れです。 

○南川則之委員 分かりました。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 次に、４点目の２７ページをお願いします。 

  財政指標の状況というところでお聞きいたします。 

  先ほど課長の説明で財政力指数ということを説明いただきました。３か年の平均で０.４０６となったとい

うことで、令和３年度では表にあるように０.３９６ということで、このときは初めて４割を割ったというこ

とですけれども、この決算の状況というんですか、財政力指数の現状についてどのように分析しているかとい

うことで、もう少し詳細に説明をお願いします。 

○木下順一委員長 企画財政課係長。 

○中村係長 企画財政課、中村です。よろしくお願いします。 

  財政力指数の今後の推移というところでよろしかったでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中村係長 また、令和３年で単年度財政力指数が０.３９６と、それ以降ずっと下がっていく、令和６年度は

ちょっと若干上昇しましたけれども、この一つの大きな要因としまして、上の２７ページの文書でも説明のほ

うさせていただいておりますが、追加の再算定というところで臨時経済対策費や臨時財政対策債償還基金費な

どの追加交付がありました。また、通常の決定分であれば、このあたり少し財政力指数としては上昇していく

のかなと思っておるところでございます。 

  以上です。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。理解しました。 

  続いて、次のページの２８ページをお願いします。 

  ２８ページ、経常収支比率というところがあります。これについても一番下に、下段に一般的には７５％が
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妥当とされ、８０％を超えると弾力性を失いつつあるということで記述があります。 

  先ほど課長の説明では、令和６年度８７.８％ということで、５年度に比べると０.３％という増加になって

おって、令和４年度が８６％であったと思います。これが８７.５になって８７.８と、どんどん悪化している

ような数字になっとると思うんですけれども、こういった状況をどういうように分析しとるかというところも

含めて説明をお願いします。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 実際この経常収支比率は上昇傾向にあるというふうに思っております。ただ、やっぱり人

件費とか扶助費というのが増えてきているので、もうそれは必然的に経常収支比率も増えるのかなと。 

  ただ、ほかの市町とかもいろいろ聞いてみますと、やはり７５％妥当というのはなかなか少なくて、

１００％を実際超えているところもありますし、今後、そういうふうな税収の加減もありますけれども、やっ

ぱり人件費、扶助費、そういうところを私今から財政シミュレーションをしますけれども、その辺でもやっぱ

り増加傾向にあるので、あまり安心はできていないかなとは思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  去年の決算のときに担当課長が、前任の課長なんですけれども、９０％を超えると決算統計上も含めて説明

をしっかりせないかんなという答弁があったと私も記憶しとるんですけれども、ちょっと数字的にどんどん近

づいてきとるのかなというのはちょっと私も危惧しているところで、課長もそういう認識やということであっ

たと思いますけれども、ぜひまた注視して対応していただきたいなと思います。 

  よろしいですか、続けて。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 次に、２９ページお願いします。 

（「関連が」の声あり） 

○南川則之委員 後で言うてもらっていいですか。 

  ２９ページの健全化判断比率というところをお願いします。 

  その中で、将来負担比率というところで、これも課長が説明いただきました。この数字が今年も算出されな

いという説明があったんですけれども、昨年度の決算見ても、この将来負担比率は算出されなかって、その

２年前から１８年間ぐらいはずっと算出をしていたということで、今後の、これもハード整備の事業によると

思うんですけれども、この将来負担比率が算出されるような事態になってくるようなことも考えられるかなと

思いますけれども、財政当局の見解をその辺はどう考えているかどうか説明お願いします。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 おっしゃられるとおり、これから大規模ハード事業が増えてくると、やはりこの将来負担

比率というのも増えるのかなというふうなイメージがあります。 

  ただ、有利な起債を借りて交付税算入をする。そこを控除しながらやっていくというのはもちろん大事なん

ですけれども、ただ、これから事業を打っていく中で、やっぱり集中と選択というのを重視しながら数字を抑
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えていく、そういうふうな取組をしていきたいなというふうには思います。 

  以上でございます。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  担当課長からは集中と選択ということがあったんですけれども、ちょっと副市長に確認させてもらっていい

ですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員 そういう効率的な財政運営を進めないかんという趣旨やったと思うんですけれども、新市長も

いろいろ政策打っていって、今後も予算的には大きな事業を考えているところもあると思うんですけれども、

そういったことで、この安定的な行財政運営に努めるという観点からすると、しっかりこの辺も検討していか

ないかんと思うんですけれども、副市長のお考えはどうか、ちょっと説明お願いします。 

○木下順一委員長 副市長。 

○大野副市長 先ほど委員おっしゃられたとおり、いろんな今から事業を考えていく中で、事業規模が大きいも

のも当然あろうかと思います。その事業実施に当たっては、当然財政状況であるとか、個々の事業費であると

か、事業期間、いろんなことを考えた上で、先ほど選択と集中という言葉もございましたけれども、例えば短

期的にやるべきものであるとか、中長期的にやるべきもの等いろいろあると思います。短期、中長期で仕分け

るなど選択と集中を考慮しながら事業を進める必要があろうかなと思います。 

  その事業実施に当たっては、当然財源というのも必要になってきます。なかなか大きな事業というのは市の

単独財源では難しいところが多々あると思います。やはりいろんな事業をいろんな要件に伴って交付金等も取

れる事業もあろうかと思いますので、そのような交付金を活用するなど新たな財源も確保しながら進めていく

必要があろうかと思っております。 

  以上でございます。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 副市長、ありがとうございます。 

  今後また大規模ハード事業の説明も担当課から随時あると思うんですけれども、ぜひ選択と集中ということ

で考えながらやってほしいなということで、７点と言いましたけれども、６点で終わっておきますので。あり

がとうございました。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 かぶるところがあるかも分かりませんけれども、確認のためさせていただきます。 

  財政指標の状況、同じように２７ページからのところなんですけれども、今回、先ほど経常収支比率をおっ

しゃっていました。人口が減る中で、経常比率の中でもちろん人件費は上がってくるのは当然だと思うんです

けれども、扶助費等々、年々のように上がってきております。 

  これがどうしてもすごく気になるところで、実際今回どう見たらええのか、市債の状況はようやく１００を

切った状況の中で、自主財源がちょっと増えたところがあると思うんですけれども、今、南川委員もおっしゃ
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っていましたけれども、将来負担比率がゼロの中で、実質最終的に経常比率が上がりつつある中で、今公債費

をちょっと減らしていますけれども、比率が減っている状況の中で、今後これを私たち今から決算審査の上で、

今はこれ健全と見ていいのか、それとも将来的にはもう少し、今が一時的なものなのか、危険とすべきなのか、

その辺のところはどうなんでしょうか。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 今の現時点では健全と見ていただいていいかなと思います。 

  これから将来のことに関しましては、また先ほどもちょっと言わせていただきましたけれども、財政シミュ

レーションさせていただきますので、そのときにまたご意見いただければというふうに思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  非常によく分かりました。しっかりとこちらは決算させていただきますけれども、財政に関しては、今回全

て黒字、単年度に含めて黒字というのは非常によく頑張っていただいたと思うんです。 

  交付税算入率のところも指標いただいていますけれども、いろんなところ、有利なところに変えていただい

て、臨時財政対策債もこの１,８５０万円で抑えていただいているような状況で、算入率が５８.４４％という

ところの数字があるんですけれども、これは例年どおりなのか、どういうふうに見たらよろしいでしょうか。 

○木下順一委員長 企画財政課係長。 

○中村係長 算入率につきましては、過疎債や辺地債を中心に事業を調整しまして例年どおりとしております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  鳥羽市には有利な起債がございます。辺地債も含めて過疎債、辺地債がありますので、一生懸命財政当局は

苦心してこれを何とか有利な起債を使おうということでやっていただいた結果が出ていると思いますので、今

回の概要については、大きく私個人的には評価したいなと思います。よく頑張りました。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「同じ場所で」の声あり） 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 細かいこと聞くんやけれども、経常収支比率の物件費の中の人件費、その中身をひとつ教えて

ほしいというのは、もちろん下がってますよね。これはもう何もしていないかなと。その中で、この中に人件

費が混ざっておると思います。その人件費に対しての給料の考え方、どこら辺まで上がったんかいうのをちょ

っと聞きたい。物件費の中に人件費が隠れとると思います。その人件費が正職と同じようにちゃんと上がっと

んか、上がってへんのかのその比率が出せるか。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 この性質別のものにつきましては、決算統計でやっているんです。 

  尾﨑委員言われるように、以前確かに物件費の中には臨時職員さんのものが入っておりました。今は全ても
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う人件費のほうへ入っているんで、これでご理解いただきたいなと思います。 

○尾﨑 幹委員 了解。 

○木下順一委員長 よろしい。 

（「違うところ、もうない」の声あり） 

（「もうないです」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 今度は僕、１０ページからいきたいと思います。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 市税状況で、滞納がありますやんか。 

（「まだです」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 これまだ。 

（「はい」の声あり） 

（「まだ」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 次は、目的税は。目的税は大丈夫。 

（「１１ページ」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 １１ページの上。 

  計算すると、１５０円取っとって、１００万人が温泉につかったということやん。その内訳はちゃんと理解

されとる。 

○木下順一委員長 税務課長。 

○北村税務課長 入湯税の内訳なんですけれども…… 

○尾﨑 幹委員 聞いとん違うで、理解しとるかという。 

○北村税務課長 はい、理解はしております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 やっぱり１００万人なんですね、大体。１０７万ぐらいの方が鳥羽市の温泉を利用されたと。 

  これ問題なのは自己申告ですよね。確認作業というものがしっかりとされとるのか。そこの旅館さんがうち

は年間１０万人泊まったよって、１０万人に対しての１５０円を払いますよという自己申告やと思うんですね。 

  これをずっと今までやってきとんですけれども、その基本的なんは税務調査の基本で物事を確認しとんです。

どこでどう確認しとるかだけ教えてください。 

○木下順一委員長 税務課長。 

○北村税務課長 おっしゃられるとおり、入湯税は預かり税ですので、各事業者さんが特別徴収義務者となって

お客さんから１５０円入湯税をお預かりして、それを市のほうに納めていただくということになっています。

基本的には毎月申告書というものを事業所さんから出していただいて、今月は何人お客さんがありましたので、

掛ける１５０円で幾らですというのを出していただきます。 

  委員おっしゃられるとおり、基本的には申告ですので、その事業者さんからのものを受け取って、うちはそ

れで入りとしているわけなんですけれども、今のところは委員がおっしゃられるような、例えば不明点なとこ

ろはありませんけれども、もし例えば何かちょっと税務課として不明な点があれば、地方税法の権限を使って
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例えば立入り調査とかもすることは可能です。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 今年は滞納ないんやけれども、前年度、その前もちょっとあったと思うんですね。 

  やっぱりそういう流れが出てくるということは、倒産なり払えない状況が起こっとるというのをちょっと早

く確認できたら、滞納とか不納欠損がないんじゃないかと思っていますので、これもう１００％入れてもうて

当たり前の話ですから、ここら辺しっかりと今後やっていただければありがたいと思います。 

  次に、県支出の子供の充当も、これは１６０ページのときに聞くんですね。 

（「はい」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 ですね。はい、分かった。 

  取りあえず大丈夫です。ありがとうございます。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ないようですので、暫時休憩いたします。 

（午前１０時０６分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時１２分 再開） 

○木下順一委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、一般会計歳入について、担当課長の説明を求めますが、歳入の説明、質疑については、事業を伴う

もの、国や県の補助金により補助事業を行っているものについては、歳出のところで詳しく説明、質疑を行っ

ていただくようご協力願います。 

  なお、国庫支出金、県支出金にそれぞれ収入未済額が記載されていますが、これらは６月会議において、報

告第１号、令和６年度鳥羽市一般会計繰越明許費繰越計算についてとして報告がなされていますので、ここで

は確認程度にとどめおきください。確認のため、ドライブに格納しておりますのでご覧おき願います。そのた

め、ここでは歳入における市税や使用料、手数料、財産売払収入、諸収入に対する質疑を重点的に行っていた

だくようお願いいたします。 

  それでは、担当課の説明を求めます。 

  税務課長。 

○北村税務課長 税務課、北村です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、最初に、市税の状況について説明させていただきますので、決算成果説明書の１０ページをお願

いします。また、事前に資料２部を提出させていただいておりますので、併せてご覧ください。 

  市税収入は、前年度に比べ１,４５４万２,０００円減の２７億８,０６５万１,０００円となりました。 

  主な要因として、現年課税分では、定額減税の実施で個人市民税が前年度より５,１５９万４,０００円の減

となった一方で、法人業績の急激な回復により、法人市民税が１,９１５万７,０００円の増、軽自動車税の環

境性能割では新規登録台数の増加から１１６万３,０００円の増、入湯税では入湯客の増加により３３８万
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５,０００円の増となりました。市たばこ税は売上本数の減少から５０１万円の減となりました。 

  滞納繰越分では、大型滞納案件が完納となったことから、個人市民税において５２４万６,０００円、固定

資産税において１,００６万９,０００円のそれぞれ増となりました。 

  市税収納率では、現年課税分は前年度と同率の９８.１％、滞納繰越分は前年度より９.４ポイント増の

３０.６％となり、市税全体では０.２ポイント増の９４.８％となりました。 

  それでは、決算に関する説明書１ページをお願いします。 

  款１市税の説明をさせていただきます。 

  ２ページ上段、不納欠損額は１,９９９万１,０００円となりました。 

  それでは、提出しました資料２、令和６年度における市税等の不納欠損集計表をご覧ください。 

  主なものは固定資産税で、地方税法第１５条の７第５項の適用によるものとなり、執行停止で直ちに納税義

務が消滅したものです。合計額は都市計画税と合わせた１,８１４万９,０００円で、市税不納欠損額全体の

９０％以上を占めています。滞納の大型案件等により一時的な増減が出現する部分ではございますが、今後も

適切な滞納整理に努めてまいります。 

  それでは、関する説明書に戻りまして、２ページ上段の収入未済額につきましては１億３,３３６万

８,０００円となりました。主なものは市民税で２,２６７万５,０００円、固定資産税で１億９２万

７,０００円、都市計画税で７５２万６,０００円となります。 

  続きまして、項別に収入を説明いたします。 

  前年度との収納額増減は、決算成果説明書１０ページに掲載しておりますので、併せてご覧ください。 

  項１市民税は、予算現額７億５,８３４万８,０００円に対し、収入済額は７億８,１６５万９,０００円で、

前年度より２,７２１万４,０００円の減となりました。 

  そのうち個人市民税につきましては、提出しました資料１をご覧ください。 

  上段の個人市民税現年度分調定額・収納額比較表をご覧ください。 

  先ほど決算成果説明書１０ページの市税の状況でご説明させていただいたとおり、定額減税の実施で個人市

民税の収納額が前年度と比較して５,１５９万４,０００円の減となっております。 

  次に、資料の中段２、主な所得合計額現年度課税分比較表をご覧ください。 

  前年度と比較して営業所得から年金雑所得まで増となっており、所得金額等の合計も６億５,１４７万

５,０００円の増となっております。増減の主な要因は、下段３、市民税調定額の増減の主な要因、Ｒ６から

Ｒ５を引いた比較に記載のとおりとなっております。 

  それでは、関する説明書に戻りまして、２ページの法人ですけれども、先ほど決算成果説明書１０ページの

市税の状況で説明させていただいたとおりです。 

  項２固定資産税は、予算現額１５億９４６万６,０００円に対し、収入済額は１５億１,９２１万

２,０００円で、前年度より１,５２６万９,０００円の増となりました。主な要因は、償却資産の増によるも

のです。 

  項３軽自動車税は、予算現額６,９３９万３,０００円に対し、収入済額は６,９８０万６,０００円で、前年

度より１６９万９,０００円の増となりました。主な要因は、先ほど決算成果説明書１０ページの市税の状況
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で説明させていただいたとおりです。 

  ３ページをお願いいたします。 

  項４市たばこ税は、予算現額１億４,１４８万８,０００円に対し、収入済額は１億３,９２１万９,０００円

で、前年度より５０１万円の減となりました。主な要因は、先ほど決算成果説明書１０ページでご説明させて

いただいたとおりです。 

  項５入湯税は、予算現額１億６,０５５万４,０００円に対し、収入済額は１億６,１０８万３,０００円で、

前年度より３２８万９,０００円の増となりました。主な要因は、入湯客数の増によるものです。 

  項６都市計画税は、予算現額１億９００万８,０００円に対し、収入済額は１億９６６万８,０００円で、前

年度より２５７万５,０００円の減となりました。主な要因は、評価替えの減によるものです。 

○木下順一委員長 企画財政課課長補佐。 

○辻川課長補佐 企画財政課、辻川です。よろしくお願いします。 

  私からは２款を説明させていただきますので、引き続き決算に関する説明書３ページから６ページをお願い

いたします。 

  ２款地方譲与税につきましては、予算現額６,９００万円に対し、収入済額が６,６９８万１,０００円とな

り、前年度収入済額と比較して２０８万６,０００円の増となりました。そのうち１項地方揮発油譲与税につ

きましては、国に納められた地方揮発油税から基準に従い配分されたもので、予算現額１,６００万円に対し、

１,４１１万５,０００円を収入しております。 

  ５ページ、６ページの２項自動車重量譲与税につきましては、納められた自動車重量税を原資として、市道

の延長や面積などに応じて配分されたもので、予算現額４,３００万円に対し、４,３２０万２,０００円を収

入しております。 

  ３項森林環境譲与税につきましては、森林環境税の収入相当額を人口などの基準で案分し、都道府県や市町

村へ配分されたもので、予算現額１,０００万円に対し、９６６万４,０００円を収入しております。 

  ２款地方譲与税は以上でございます。 

○木下順一委員長 税務課長。 

○北村税務課長 引き続き、５ページ中段をお願いします。 

  款３利子割交付金は、予算現額１００万円に対し、収入済額は８２万１,０００円となりました。利子割交

付金は、金融機関などから支払いを受ける預貯金の利子に課税されたもののうち、県税分の一部が交付される

ものです。 

  款４配当割交付金は、予算現額１,１００万円に対し、収入済額は１,９１５万７,０００円となりました。

配当割交付金は、上場株式等の配当等に対して納められた県税分を利子割交付金同様に交付され、算定方法も

同じように算出しています。 

  款５株式等譲渡所得割交付金は、予算現額９００万円に対し、収入済額は２,６３８万５,０００円となりま

した。株式等譲渡所得割交付金は、上場株式等の譲渡による所得に対して納められた県税分を利子割交付金同

様に交付され、算定方法も同じように算出しています。 

○木下順一委員長 企画財政課課長補佐。 
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○辻川課長補佐 では、次に、７ページ、８ページをお願いいたします。 

  ６款法人事業税交付金、１項法人事業税交付金につきましては、県に納められた法人事業税収入額から交付

率や従業員数などの基準に従い市町に交付されたもので、予算現額５,１００万円に対し、収入済額

５,９５６万５,０００円となり、前年度収入済額と比較して４８４万１,０００円の増となりました。 

  次に、７款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金につきましては、国から県へ払い込まれた地方消費税

額の２分の１相当額のうち、国勢調査の人口などの基準に従い市町へ配分されたもので、予算現額と同額の

４億６,５２８万９,０００円を収入しており、前年度収入済額と比較して７７８万１,０００円の増となりま

した。 

  また、地方消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の社会保障財源化分２億４,９５９万１,０００円の充

当事業につきましては、決算成果説明書３８ページに資料７として記載しておりますので、後ほどご覧おきく

ださい。 

  続いて、８款環境性能割交付金、１項環境性能割交付金につきましては、納付された自動車税環境性能割の

収入を原資に、市道の延長などの要件を基に案分され県から交付されたもので、予算現額８００万円に対し、

収入済額が１,０５４万５,０００円となり、前年度収入済額と比較して１２９万５,０００円の増となりまし

た。 

  引き続き、７ページから１０ページをお願いします。 

  ９款地方特例交付金につきましては、予算現額７,２６９万２,０００円に対し、収入済額が７,２６８万

７,０００円となり、前年度収入済額と比較して６,２２６万２,０００円の増となりました。この要因は、個

人住民税における定額減税の実施に伴う減収補塡として、定額減税減収補填特例交付金が皆増になったことに

よるものです。 

  １項地方特例交付金につきましては、住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金と定額減税減収補填特

例交付金合わせて、予算現額と同額の７,１０７万４,０００円を収入しております。 

  ２項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金につきましては、予算現額１６１万

８,０００円に対し、１６１万３,０００円を収入しております。 

  次に、１０款地方交付税、１項地方交付税につきましては、予算現額４０億５,９３８万２,０００円に対し、

収入済額が４１億４,８２８万円となり、前年度収入済額と比較して１,９７８万４,０００円増となりました。

詳細につきましては、先ほど企画財政課長から概要においてご説明したとおりでございます。 

  続いて、１１款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金につきましては、交通反則通告制度

に基づいて納付された反則金収入を原資とし、交通事故の発生件数などの基準に従い交付されたもので、予算

現額１００万円に対し、収入済額が７０万４,０００円となり、前年度収入済額と比較して１８万１,０００円

減となりました。 

  次に、１１ページ、１２ページをお願いします。 

  １２款分担金及び負担金、１項負担金につきましては、予算現額２,５７７万５,０００円に対し、収入済額

が２,０７４万３,０００円となり、前年度収入済額と比較して４４３万８,０００円減となりました。収入未

済額８５万１,０００円につきましては、養護老人ホーム措置費負担金に係るものとなっております。 
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  引き続き、１１ページから１８ページをお願いいたします。 

  １３款使用料及び手数料につきましては、予算現額２億６,９７９万８,０００円に対し、収入済額が２億

５,１１２万４,０００円となり、前年度収入済額と比較して８８８万円減となりました。 

  そのうち１項使用料につきましては、予算現額２億３,３４０万３,０００円に対し、収入済額が２億

１,９２８万４,０００円となり、前年度収入済額と比較して８１３万３,０００円の減となりました。主な要

因としましては、目３衛生費使用料のへき地診療所使用料において、受診者が前年度より減少したことに伴い、

収入も減少したことが主な要因となっております。また、収入未済額３,９５８万１,０００円の主なものは、

目６土木使用料の市営住宅使用料や改良住宅使用料などとなっており、昨年度も申し上げましたが、担当課の

ほうでも縮減に向けて努めてはいるものの、収入未済額が増加する傾向となっております。 

  続いて、１５ページから１８ページをお願いいたします。 

  ２項手数料につきましては、予算現額３,６３９万５,０００円に対し、収入済額が３,１８４万円となり、

前年度収入済額と比較して７４万７,０００円の減となりました。 

  次に、１７ページから２６ページにわたる１４款国庫支出金になります。 

  １４款国庫支出金では、予算現額１７億７,９０６万６,０００円に対し、１６億９７４万１,０００円を収

入しております。そのうち１項国庫負担金につきましては、予算現額８億７,６６１万３,０００円に対し、収

入済額が８億４,１３２万７,０００円となり、前年度収入済額と比較して１,６５９万７,０００円の増となり

ました。この主な要因は、目３衛生費国庫負担金、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金などが減少

したものの、目２民生費国庫負担金の児童手当支給費負担金や生活保護費負担金などが増加したことによるも

のです。 

  続いて、１９ページ、２０ページからの２項国庫補助金につきましては、予算現額８億９,５０９万

３,０００円に対し、収入済額が７億６,２３０万６,０００円となり、前年度収入済額と比較して１億

１,４８５万９,０００円の減となりました。この主な要因は、目７教育費国庫補助金で鳥羽東中学校大規模改

修事業に係る学校施設環境改善交付金や、それぞれの目において物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が

増加したものの、目３衛生費国庫補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の減少や、

それぞれの目において地方創生臨時交付金が皆減になったことなどによるものです。 

  また、収入未済額５,２９５万１,０００円につきましては、１９ページ、２０ページの目２民生費国庫補助

金で、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した定額減税調整給付金給付事業に１,０２５万円、

２３ページ、２４ページの目６土木費国庫補助金で、社会資本整備総合交付金を活用した地方道路整備交付金

事業に４,２７０万１,０００円をそれぞれ翌年度に繰り越したことによるものです。 

  続いて、２５、２６ページの３項委託金につきましては、予算現額７３６万円に対し、収入済額が６１０万

７,０００円となり、前年度収入済額と比較して１２７万１,０００円の減となりました。 

  引き続き、２５ページから３４ページにわたる１５款県支出金でございます。 

  １５款県支出金では、予算現額８億９,４１９万６,０００円に対し、７億１,５３９万円を収入しておりま

す。 

  １項県負担金につきましては、予算現額４億４９２万８,０００円に対し、収入済額が３億７,１０５万
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９,０００円となり、前年度収入済額と比較して１,５９７万５,０００円の増となりました。この主な要因は、

目２民生費県負担金で、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金や障害者自立支援給付費等負担金などが増加

したことによるものです。 

  続きまして、２７ページから３２ページの２項県補助金につきましては、予算現額４億３,９８０万

７,０００円に対し、収入済額が２億９,５７７万１,０００円となり、前年度収入済額と比較して１,７６１万

５,０００円の減となっております。この主な要因は、目１総務費県補助金の地域減災力強化推進補助金の増

加や目４農林水産業費県補助金の高度水利機能確保基盤整備事業費補助金の皆増などもありますが、令和５年

度にありました民生費県補助金で、生活困窮者自立支援機能強化補助金や低所得のひとり親世帯への生活応援

給付金給付事業費補助金が皆減となったほか、目３衛生費県補助金で、医療施設運営費補助金などが減少した

ことによるものです。 

  また、収入未済額９,５６８万９,０００円につきましては、２７、２８ページの目２民生費県補助金のうち

地域介護福祉空間整備等事業に３,９６０万円、２９、３０ページの目４農林水産業費県補助金のうち漁業施

設整備事業に７７４万円、漁港整備事業に４,８３４万９,０００円を翌年度に繰り越したことによるものです。 

  続いて、３１から３４ページまでの３項委託金につきましては、予算現額４,９４６万１,０００円に対し、

収入済額が４,８５５万９,０００円となり、前年度収入済額とほぼ同額となっております。 

  続いて、３５、３６ページをお願いいたします。 

  １６款財産収入では、予算現額４,５４３万３,０００円に対し、６,２３６万５,０００円を収入しておりま

す。 

  そのうち１項財産運用収入につきましては、予算現額３,９００万１,０００円に対し、収入済額が

３,８４８万２,０００円となり、前年度収入済額とほぼ同額となっております。 

  次に、２項財産売払収入につきましては、予算現額６４３万２,０００円に対し、収入済額が２,３８８万

４,０００円となり、前年度収入済額と比較して１,２８８万８,０００円の増となっております。この主な要

因は、目２不動産売払収入が増加したことによるものです。 

  続いて、３５ページから３８ページをお願いいたします。 

  １７款寄附金では、予算現額１１億５,２４０万円に対し、収入済額が１１億６,７９０万５,０００円とな

り、前年度収入済額と比較して３億９６５万９,０００円増となっております。この主な要因は、目１総務費

寄附金のふるさと納税寄附金が増加したことによるものです。 

  次に、３７ページから４２ページまでをお願いいたします。 

  １８款繰入金では、予算現額１３億４０１万６,０００円に対し、１２億２１１万１,０００円を収入してお

ります。 

  そのうち１項特別会計繰入金につきましては、重層的支援体制整備事業に係る部分として、介護保険事業特

別会計より収入しており、予算現額９５３万３,０００円に対し、収入済額７５３万２,０００円となり、前年

度収入済額と比較して１４６万４,０００円の増となっております。 

  ２項基金繰入金につきましては、予算現額１２億９,４４８万３,０００円に対し、収入済額が１１億

９,４５７万９,０００円となり、前年度収入済額と比較して１億５,４１２万６,０００円の増となっておりま
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す。この主な要因は、目５公共施設等管理適正化基金繰入金や目６観光振興基金繰入金の減少があったものの、

目２減債基金繰入金や目７職員退職手当基金繰入金の皆増のほか、目３ふるさと創生基金繰入金が増加したこ

とによるものです。 

  次に、４１ページから４２ページをお願いいたします。 

  １９款繰越金、１項繰越金につきましては、予算現額と同額の４億７,０５８万１,０００円を前年度繰越金

として収入しております。 

  引き続き、４１から４６ページをお願いいたします。 

  ２０款諸収入では、予算現額１億４,８１４万円に対し、１億１,７０１万３,０００円を収入しております。 

  １項延滞金、加算金及び過料につきましては７７６万７,０００円、２項市預金利子につきましては３４万

８,０００円、３項貸付金元利収入につきましては１００万円、４項雑入では１億７８９万７,０００円をそれ

ぞれ収入しております。 

  また、収入未済額３,８５２万７,０００円については、３項貸付金元利収入、目２民生貸付金元利収入にお

ける住宅新築資金等貸付金元利収入や福祉資金貸付金元利収入のほか、４項雑入、目１雑入で、生活保護法に

よる返還金などが主なものとなっております。 

  続いて、４５ページから５０ページまでの２１款市債、１項市債につきましては、予算現額７億

３,０６０万円に対し、６億３,８６０万円を収入しております。市債については、少しでも有利な起債の借入

れが行われるように努めており、その借入状況につきましては、決算成果説明書の１６、１７ページに一覧を

記載しておりますので、後ほどご覧おきください。 

  最後に、前年度決算では自動車取得税交付金５６万７,０００円の収入がございましたが、今回の令和６年

度決算では皆減となっております。 

  以上のことから、令和６年度の一般会計歳入合計におきましては、予算現額１４３億１,５６２万

５,０００円に対し、１３９億６６４万１,０００円を収入いたしました。 

  これで歳入の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○木下順一委員長 説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  ご質疑はございませんか。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 質問する前に、先ほど概要で都市計画税について質疑をさせていただいて、都市計画税の償還

残が令和６年度はどれだけあるのかということで、企画財政課長が言った数字というのは合っとるということ

を再度確認しましたので、ありがとうございました。私の理解不足であったということで、すみません、お願

いします。 

  それでは、１０ページの市税の状況ということで質問をさせていただきます。 

  頂いておる別紙の表を少し見ていただいて、お願いします。 

  営業所得についてなんですけれども、決算書では２２億９,０７２万円ということで、対前年度比４億

１,９４５万円の増ということで、１人当たりの所得は３３万５,０００円増加しとるということですけれども、
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その主な要因というのも書いていただいて、漁業収入が増加によると記載をされております。漁業者のどうい

う業種により底上げをされているのかということを分析しているかということの説明をお願いいたします。 

○木下順一委員長 税務課長。 

○北村税務課長 先ほどのご質問ですけれども、ご質問ありがとうございます。 

  各漁協の支所等から上がっている漁獲高の比較をしたところ、令和６年度におきましては、やはり黒ノリが

非常によかったということで、営業所得の方もやはり黒ノリの業者さんが非常に多かったというふうに分析し

ております。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 黒ノリがよかったということですけれども、去年もこのあたり戸上委員も質問されていたと思

うんですけれども、所得の少し微増にはなっておりますけれども、この物価高騰とか燃料費とか資材高騰、資

材不足なども、私も影響しとるんと違うかなと思うんですけれども、増はしているけれども、そういった要因

もあるというところの認識をつかんでいるかどうか説明をお願いします。 

○木下順一委員長 税務課係長。 

○村田係長 市民税係、村田です。よろしくお願いします。 

  物価高騰で経費等も上昇しているんですけれども、漁獲高でいいますと、令和４年分と令和５年分を比較し

た際に、令和４年分が過去最低だったというのもあるんですが、１１億円の漁獲高を記録しておりまして、そ

こで物価高騰以上に漁獲高が上昇していたということで確認しております。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 漁獲高が上がったから底上げされとるという意味ですか。ちょっともう一度お願いします。 

○木下順一委員長 係長。 

○村田係長 鳥羽市内の営業所得で、いろいろな業種の方がいらっしゃるんですけれども、３割が漁業収入であ

ることを調べておりまして、そこで漁獲高が上がっているということで所得が上がっていると確認しておりま

す。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  私質問させてもらったように、今回も少し１人当たりの所得は増えておりますけれども、漁獲高も上がりな

がら、そういったところが反映されとるということなんですけれども、さらにこの物価高騰とか、先ほど言っ

た燃料費の高騰とかそういったいろんな要因というのもあって、なかなかそういう漁業者が底上げしとるとい

うことなんですけれども、もうちょっと全体的にはしっかりと分析しながら市の対応もしてあげていただけれ

ばありがたいなということを感じました。 

  よろしいですか、続けて。 

○木下順一委員長 はい、どうぞ続けてください。 

○南川則之委員 その下の農業所得もということで、２,４８５万円の増ということで、１人当たりも１２万

６,０００円増えとるということなんですけれども、この決算書の表からすると、マイナス３,１４４万円余り

となっています。この記述のマイナスという表記の理由について教えていただきたいのと、対前年度比でも先
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ほど言ったように増加はしとるということですけれども、この増加の要因というのは分析されているかどうか

説明をお願いします。 

○木下順一委員長 税務課長。 

○北村税務課長 私からはマイナスの部分だけ答弁させていただきます。 

  農業者の方は申告されるときに他の所得も合わせて申告をされますので、そういった影響からマイナスと出

ております。 

  その分析につきましては係長から答弁させます。 

○木下順一委員長 係長。 

○村田係長 農業所得に関しましては、お米の単価が上がっているのが一番大きな要因となっておりますので、

農業所得に関する方の経費はすごく高いものにはなっておるんですが、皆様お米が上がっているのはご存じの

とおりに、その単価が上がっているので、そこで農業所得が上昇したという原因となっております。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  いずれにしても、農業所得全体としてはマイナスということになっています。鳥羽市全体も農業者のいろん

な支えになるような施策というのも、この数字からも打っていかないかんかなと再認識したところでございま

す。 

  全部いくとよかったんですけれども、その最後に年金雑所得というところを見ていただきたいと思います。 

  １人当たりの年金額は７２万５,０００円ということで、対前年度比９,０００円増加したということになっ

ています。しかし、高齢者にとって年金は微増したんですけれども、物価高騰とか燃料費の高騰などかなりの

影響があると私も思います。一人一人の暮らしぶりは引き続き厳しい状況であると思うんですけれども、担当

課の分析はどうでしょうか。 

○木下順一委員長 税務課係長。 

○村田係長 年金収入は毎年上がってきてはおるんですが、物価高により、それ以上に生活に関しては苦しい状

況が見られると思っております。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  微増で上がってはおりますけれども、苦しい状況というのも担当課としては理解しとるということを聞きま

した。ありがとうございます。 

  以上ですけれども、税務課長に、私、担当係長に問い合わせるのに１時過ぎに問い合わせたんですけれども、

税務課は１２時から１時までは交代で窓口業務をしとるという本当に大変な業務に当たっていただいとるとい

うことですもんで、ほかの課も多分そういったこともやっておると思うんですけれども、また総務課長には質

問せなあかんと思うんですけれども、過度な対応をしながら窓口をやっていただいとる、本当にありがたいと

思います。また、課長からもぜひ課全体を見ていただいて、その辺もよろしくお願いします。 

  余談ですけれども、以上です。 

○木下順一委員長 そのあたりは、また総括のほうで言っていただければと思います。 
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  濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、１０ページの市税の状況のところで、市税収納率のところなんですけれども、よ

ろしかったんですよね。 

  現年課税分、これは結果としてあるんですけれども、滞納繰越分が前年度より９.４ポイント、急激に増加

している、３０.６％。この要因は、出のところでは細かいところあるかと思うんですけれども、この入りの

増えた要因というのはなんでしょうか。 

○木下順一委員長 税務課係長。 

○中村係長 税務課管理収納係、中村です。よろしくお願いします。 

  委員お問合せのところなんですけれども、滞納繰越分が令和６年度は３０.６％と、前年度比９.４ポイント

の増という形になりました。 

  これは、新たに財産調査システムを入れて滞納処分を強化したといったところと、あとは徴収困難案件につ

きましては三重地方税管理回収機構に移管するなどして、協力して徴収事務をしたことによって、特に個人市

民税と固定資産税で大きく増収できたことが要因かなというふうに考えております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  これなかなか今まででも難しかったとこやと思うんです。そこに、これ後で出てくるんかどうか分かりませ

んけれども、徴税システムを入れていただいて、別に無理な、過度な取立てをしたわけではなくということだ

と思うんです。 

  これが一時的に職員の頑張りで、マンパワーでというところで全てが収まってしまうとなかなか次年度以降

も職員の少ない中で大変かなと思ったんですけれども、そこがこういうシステムでこういうふうな収納率につ

ながるということは、今後もこういうふうに収納率が上がっていくというふうに見てよろしいんでしょうか。 

○木下順一委員長 税務課係長。 

○中村係長 今年度新たにシステムを入れたことによって、事務効率もかなり改善することができたので、この

ノウハウを生かしつつ、徴収率を落とすことなく今後も上昇させていければなというふうに考えております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  なかなか人口減った中で、自主財源を確保するというのは難しい中で、きちんと収納率を無理なく上げてい

く、そして、その職員の負担を減らしつつもしっかりと上がっていくというのは、予算で決めたときはそこま

で想像していなかったですけれども、結果としてこういうふうに数字で出てきたということはすばらしいこと

やと思います。大いに市に貢献したことやと思いますので、僕は表彰ものじゃないかなと思うぐらい評価した

いなと思います。 

  以上です。 

（「同じ」の声あり） 



－28－ 

○木下順一委員長 関連で。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 滞納者がおるわけですよね。その中で破産宣告は年間６年度どれぐらいあったんですか。何件

ぐらいあったか出てきとるわけですよね。 

○木下順一委員長 税務課係長。 

○中村係長 滞納者の方も、委員言われるように破産宣告をされる方もみえますけれども、破産の場合ですと公

債権につきましては優先的な債権として弁護士とともに裁判所も取り扱いますので、弁護士と調整した上で、

優先的に税に充当していただいているという形です。 

  大体年間１０件もいかない程度で、六、七件とか、多い年でも１１件という形での内容かなというふうに考

えています。 

  以上です。 

○尾﨑 幹委員 ありがとうございます。 

○木下順一委員長 その他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ないようですので、説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（午前１０時５８分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時０５分 再開） 

○木下順一委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般会計、歳出の審査に入りますが、所管課単位で審査を行います。 

  初めに、議会事務局、会計課、選挙管理委員会、監査委員事務局を所管ごとに審査を行います。 

  それでは、議会事務局の決算成果について、事務局長の説明を求めます。 

  議会事務局長。 

○佐々木議会事務局長 議会事務局、佐々木です。よろしくお願いいたします。 

  １款議会費について説明させていただきます。 

  決算成果説明書は３９ページ、決算に関する説明書５１ページからになります。 

  それでは、決算成果説明で説明させていただきます。 

  初めに、総括でございますが、令和６年度はこれまで以上に市民に開かれた議会を目指すため、新たな市民

参画手法として市議会サポーター制度の検討を進めたほか、行政常任委員会の所管事務調査では、令和５年度

から６年度にかけ、本市の抱える課題などからテーマを設定し、先進事例の調査研究を行うとともに、委員間

での討議を重ねました。政策提言として取りまとめ、また、その所管事務調査の結果に基づいた提言書、令和

７年度の当初予算編成や補正予算に対する提言書を市長に対して直接提出させていただきました。 

  続きまして、４０ページをお願いいたします。 

  款１議会費、項１議会費、目１議会費でございます。予算現額１億３,８５３万１,０００円に対しまして、

決算額１億３,５０３万５,０００円となり、昨年度と比べまして１,２１５万７,０００円の増額となりました。
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主な要因といたしましては、令和６年度に議場及び委員会室の放送設備を更新したことによる備品購入費の増

額によるものです。 

  次に、同ページ、本会議をお願いいたします。 

  予算額１８万８,０００円に対しまして、決算額１４万９,０００円でございます。５月１５日の本会議開催

以降、２３日間開催し、出席者は延べ２６９人、一般質問質問者は延べ２８人あり、通告は５１件でございま

した。議決件数につきましては、原案可決９２件などを含み、合計１１９件でございます。 

  次に、４１ページ、４２ページの各種委員会をご覧ください。 

  予算額１３４万２,０００円に対しまして、決算額３４万６,０００円でございます。 

  行政常任委員会におきましては３班に分かれ、医療、離島架橋について、生成ＡＩ、人事・行政改革、事業

仕分について、子育て支援策、人口減少対策について所管事務調査を実施し、政策提言を行うべく調査研究を

行いました。 

  続きまして、議会改革推進特別委員会におきまして、総括のところでも触れさせていただきましたが、令和

５年度から引き続き、議会改革推進特別委員会内で市民参画検討小委員会の中で、市議会サポーター制度の導

入に向けた取組を進めてまいりました。小委員会では、県内で先行してサポーター制度を導入している自治体

への視察や制度設計について検討を重ね、議会改革推進特別委員会でさらに協議を重ね、鳥羽市の市議会サポ

ーター制度の案を取りまとめました。視察先は四日市市議会のほうへ視察にまいりました。 

  ４２ページ中段をお願いいたします。 

  請願は令和６年度、「鳥羽の子どもたちの『豊かな学び』の保障と充実を求める請願」の１件を受理し、採

択させていただいております。 

  続きまして、４２ページ下段、議会一般管理経費をお願いいたします。 

  予算現額１億３,７００万１,０００円に対し、決算額１億３,４５４万円でございます。 

  次に、４３ページ上段をお願いいたします。 

  田原市議会との交流事業につきましては、令和６年度は田原市での開催となり、田原市のサーフタウン構想

についての研修や伊良湖温泉自動販売機などの視察を行いました。 

  続きまして、４３ページ下段、お願いいたします。 

  広報広聴委員会では、市議会だより「私たちの議会」を年５回発行したほか、ＴＯＢＡミライトークでは鳥

羽の未来を考える会、鳥羽美台町内会、鳥羽市自治会連合会の３団体と意見交換を行いました。 

  続きまして、４４ページ上段をお願いいたします。 

  行政視察受入れにつきましては、島根県出雲市をはじめ９団体１００人の視察の受入れを行いました。視察

内容が議会の取組だけでなく医療ＭａａＳ実証事業や子育て支援事業、鳥羽市の観光事業などをテーマとした

視察依頼もあり、担当課の皆様にもご協力いただき、視察の受入れを行いました。 

  説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○木下順一委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  総括を含め、全体でご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、次に、会計課の決算成果について、会計管理者の説明を求めま

す。 

  会計管理者。 

○武中会計管理者 会計課の武中です。よろしくお願いします。 

  決算成果説明書は８７ページから８９ページとなります。 

  ８７ページをご覧ください。 

  初めに、総括です。会計課の業務としましては、総括に記載してありますように、決算の調製及び公金の審

査支払い・収納事務等を法令にのっとり、迅速かつ正確な処理を行うとともに、各課と連携し、より正確な収

支状況を把握することにより、公金の安全な管理・運営に努めてまいりました。 

  また、金融機関での公金関連取扱業務の窓口収納について、昨年４月から１件３３円、口座振替手数料等に

ついては、１０月から利用手段別に有料化されたことに伴い、振込件数を集約するなど各課と協力し、経費削

減に努めました。 

  それでは、決算の内容についてご説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、事業区分のほうが総務給与等管理費につきましては、予算

現額４００万８,０００円に対し、決算額は４００万３,０００円となりました。主な経費といたしましては、

会計年度任用職員１名の報酬等３３８万８,０００円と、職員の時間外勤務手当６１万５,０００円を支出して

います。 

  次に、下段から８８ページの上段の目４会計管理費、事業区分１、会計事務経費につきましては、予算現額

４８０万７,０００円に対しまして、決算額は３５４万円となりました。総括にて説明いたしました公金関連

の手数料等の有料化に伴う支出であり、主な経費といたしましては、窓口収納手数料５４万４,０００円、公

金振込手数料１９８万８,０００円を支出しています。 

  続きまして、目５財産管理費、事業区分３、基金積立金につきましては、予算現額３３１万円に対しまして、

決算額は３０３万９,０００円でございます。内訳表につきましては、各基金の定期預金利息を積み立てたも

のでございます。 

  続きまして、８８ページ下段から８９ページ、１１款公債費、１項公債費、２目利子につきましては、事業

区分２、一時借入金利子及び事業区分３の基金繰替運用利子につきましては、一時借入れ及び基金繰替運用を

行っていませんので支出のほうはございませんでした。 

  以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○木下順一委員長 会計管理者の説明は終わりました。 

  総括を含め、全体でご質疑はございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 説明書の８７の時間外手当、これ何人分ですか。１人で。 

○木下順一委員長 会計管理者。 

○武中会計管理者 職員は２名となっております。 

○尾﨑 幹委員 ありがとうございます。 
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○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、次に、選挙管理委員会の決算成果について、選挙管理委員会書

記長の説明を求めます。 

  選管書記長。 

○勢力選挙管理委員会書記長 選挙管理委員会、勢力です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算成果説明書の９８ページをご覧ください。 

  総括といたしまして、令和６年度は通常選挙事務のほか、衆議院議員総選挙の執行、鳥羽市長選挙及び鳥羽

市議会議員補欠選挙の準備を行いました。また、選挙啓発では、明るい選挙推進強化月間に併せ、イオン鳥羽

店さんにおいて街頭啓発活動を５年ぶりに行いました。 

  続きまして、各事業についてご説明させていただきます。 

  ２款総務費、４項選挙費、目１選挙管理委員会費の予算現額は７６０万５,０００円、決算額は７５０万

２,０００円でございます。内容については、昨年と同様ですので省略させていただきます。 

  続きまして、９９ページをご覧ください。 

  目２選挙常時啓発費の予算現額は１６万円で、決算額は１０万７,０００円でございます。選挙常時啓発費、

予算額、決算額は同様ですので省略いたしまして、事業内容ですが、総括でも説明したとおり、１２月の明る

い選挙推進月間に併せ、５年ぶりにイオン鳥羽店さんにおいて、鳥羽市明るい選挙推進協議会委員さんと鳥羽

市選挙管理委員会の委員さんで街頭啓発活動を行い、選挙啓発に努めたところでございます。 

  続いて、下段、目３鳥羽市長選挙費は、こちらも中事業名も同様ですので、こちらで説明して予算現額

２４０万円、決算額は１８６万２,０００円でございました。令和７年４月２０日、市長の任期満了に伴い、

４月１３日を選挙期日とする鳥羽市長選挙の準備を行い、適切な選挙の執行につなげておるところでございま

す。 

  めくっていただいて、１００ページをご覧ください。 

  目４衆議院議員選挙費は、こちらも中事業名も同様となりますので、予算現額１,４２３万４,０００円、決

算額１,４２２万７,０００円でございます。令和６年１０月９日に衆議院が解散したことに伴い、１０月

１５日公示、１０月２７日を選挙期日として、期日前投票、当日の投開票事務等を適切に執行しております。 

  同ページ下段の目５鳥羽市議会議員補欠選挙費は、こちらも、すみません、同様で、中事業費と同様になり

ますので。あわせて、予算現額１５０万円、決算額は８４万９,０００円でございます。令和７年４月１３日

を選挙期日とする鳥羽市長選挙に併せて執行する鳥羽市議会議員補欠選挙の準備を行い、適切な準備を行った

ところでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○木下順一委員長 選管書記長の説明は終わりました。 

  総括を含め、全体でご質疑はございませんか。 

  南川委員。 

○南川則之委員 １点お聞きします。 
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  １００ページの衆議院議員選挙という選挙費の中で、選挙の投票者数等出ているんですけれども、このうち

の期日前投票をされた人数とパーセントが分かっとったら教えてください。 

○勢力選挙管理委員会書記長 ちょっと持っていないんですが。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 数字分からなかったら、それはまた教えてください。 

  何が聞きたいかと言うと、投票率を上げるためにというか、最近の傾向としては、期日前投票に行かれる方

がかなり多くなってきたという傾向があります。その中で、他市の状況を見とると、移動期日前投票所で車で

走っていったりとか、そういったことをしとるケースとか、あるいは輸送で投票所まで送ったりしているとか、

そういったことで投票率を上げる手法をいろいろ検討される市町が多くなってきたんですけれども、この令和

６年度の実績も踏まえて、何か令和６年度でそういう議論をしたとか、今後こういう投票率を上げることを考

えていかないかんとか、そういったことを考えているかどうかというのを管理委員長、お願いします。 

○木下順一委員長 選挙管理委員会書記長。 

○勢力選挙管理委員会書記長 もちろん投票率を上げるための施策というか、そういうのを検討させていただい

ております。今までも委員さんのほうから質問もいただいておりました大型ショッピングセンターでの期日前

ができないかとか、そういうことも含めて検討させていただいておるところです。 

  すみません、実行に至っていないところは申し訳ございませんが、その要因としましては、個人のデータが

入っていまして、ちょっとセキュリティー的に持っていくのがなかなか難しいというところで、今のところま

だちょっと二の足を踏んどるところで申し訳ないです。 

  あと、期日前投票については、以前、離島については３日間開催しておりましたが、状況を踏まえて、今現

在前日の土曜日の１日という形にはさせていただいておりますが、今後は検討しとる一つの案としてですけれ

ども、離島の住民さんがしやすくなるようにという点では、マリンターミナルで期日前ができないかとか、わ

ざわざこちらまで来ることがないようにということ、あとは南鳥羽であったりとか鏡浦地区、そういうところ

については南川委員さんが言っていただいたように、車での移動というのもできるんじゃないかということも

今まで検討し、テレビのニュースなんかで見ているところは、当日の投票所を閉鎖したことで、車で行ってい

るというようなニュースも見させていただいております。 

  鳥羽は２６区が、これは多いのかどうか分かりませんけれども、２６区の投票所がありまして、充実をして

いるのかなというところで、そういうことも検討しながら、投票率の向上には努めたいと思います。 

  なお、何度も言いますが、南川委員言っていただいたように、期日前投票はもうずっと、どの選挙になって

も毎年毎年増えておりまして、投票率も上がっているような状況というのは現状としてはありますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございました。 

  そういう細かいところまで聞きたかったんですけれども、選挙管理委員会書記長が言われたんですけれども、

個人情報の扱いも大切ですけれども、移動の車でやっとるというケースもありますし、しっかりと対応はでき

ると思いますので。 



－33－ 

  それと、先ほど離島で、私もずっとなぜ土曜日だけが期日前になっとったのか、本庁では１週間、告示後は

できるということですもんで、その辺で少し離島の投票率を上げる手法も考えてほしいなということで、先ほ

ど提案ではマリンターミナルでできないかとか、いろいろ考えてもらっとると思います。それから、大型ショ

ッピングセンターでの利用も考えていただいとるということです。 

  全体としてこういった期日前投票に行く人が増えとるということですので、なるべく鳥羽市としても積極的

にそういう手法を考えながら、投票率の向上というのをぜひ検討していただきたいんですけれども、副市長は

どんな考え持っているか、ちょっと一言だけお願いします。 

○木下順一委員長 副市長。 

○大野副市長 やはり投票率というのを上げるのは非常に、もう皆さんそうですけれども、大事だと思っており

ます。 

  その一つのやり方として、当然期日前投票というのは非常に有用な手段だと考えております。やはり全体の

投票率、期日前の投票率、両方とも上げていくということは、やはり市民の声を吸い上げて、いろんなところ

でつなげていくというところがございますので、投票率を上げるやり方というのは、ちょっといろんな手法を

検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  書記長、ぜひ検討して早く実現されるようにお願いしたいと思います。 

  私からは以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、次に、監査委員事務局の決算成果について、事務局長の説明を

求めます。 

  監査委員事務局長。 

○岡本監査委員事務局長 監査委員事務局、岡本です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算成果説明書１０２ページから１０４ページ、決算に関する説明書は８３、８４ページをご覧

ください。 

  決算成果説明書の１０２ページをお願いします。 

  総括といたしまして、監査委員事務局は、監査委員の補助機関として監査基本計画の基本方針に基づき、市

の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を実施いたしました。 

  ２款総務費、６項監査委員費、目１監査委員費でございます。予算現額２,０２５万８,０００円に対しまし

て、決算額１,９７８万４,０００円となりました。主な経費は、職員人件費のほか、監査委員報酬１７４万円

となっております。 

  事業の内容といたしましては、各監査を計画的、効率的に実施し、その結果の報告及び公表を通して、市の

事務等の改善に寄与しました。令和５年度の執行分の定期監査につきましては、４月１０日から書類審査を開

始し、６月２６日から８月５日まで、順次各課の聞き取りを行いました。結果としましては、指摘事項が１件、
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所見が１８件あり、合計で１９件でした。 

  指摘事項の内容につきましては、一部の公民館の防火対象物点検結果報告書により、消火訓練、避難訓練の

未実施などが判明したため、指摘を行ったものです。 

  なお、この定期監査の結果につきましては、令和５年度を対象に令和６年度に監査を行ったもので、結果の

内容につきましては、令和７年３月に配付させていただいております令和６年度定期監査結果報告書及びホー

ムページに掲載されています。 

  続いて、１０３ページをお願いします。 

  定期監査のうち出先機関の監査につきましては、診療所、連絡所を対象として行っており、その中から休日

診療所、鏡浦診療所、長岡診療所、鏡浦連絡所、加茂連絡所の現地監査を行いました。結果としましては、お

おむね適正に処理されているものと認められました。 

  財政援助団体等監査につきましては、市が指定管理を委託している団体の中から、海の博物館の管理を委託

している公益財団法人東海水産科学協会を選定し監査を行いました。結果としましては、おおむね適正に処理

されているものと認められました。 

  また、随時監査として、鳥羽東中学校大規模改修工事を対象に工事監査を実施し、技術士による書類審査及

び現地監査を行いました。調査結果としましては、おおむね良好に実施されているとの報告を受けました。 

  そのほかの監査につきましては、前年度と変わりございません。 

  なお、これまで実施しました各種の監査結果や監査結果に対しての措置状況については、その都度市長及び

議会に報告を行ったほか、ホームページでも公表しております。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○木下順一委員長 監査事務局長の説明は終わりました。 

  総括を含め、全体でご質疑はございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 外部いうか、県外に対して新たな監査取組がいろいろあると思うんです。それの研修とかそう

いうのは一切出ていないんですけれども、今回は一切なし。 

○木下順一委員長 監査委員事務局長。 

○岡本監査委員事務局長 特に専門的な研修については、６年度については出席しておりません。ただ、研修会、

三重県の都市監査事務研究会や東海、北陸とか全国の研修会のほうには参加しております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 それはどこに載っとるの。 

○木下順一委員長 監査事務局長。 

○岡本監査委員事務局長 こちら１０２ページの、詳しくは載っていないんですけれども、「研修会及び県都市

監査事務研究会に参加し」というところで載せております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 何度も言うけれども、そろそろ運営方式の監査じゃなしに、経営というものを、総務課長に言

いたいんやけれども、しっかりと区別していかな。何でも丼にしとったらいかんよ。 
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  だから、この監査がやっぱり前に進んでいく一歩やと思っていますので、そういう流れで一遍ちょっと考え

て。それだけは言うておきます。 

  以上。 

○木下順一委員長 要望でよろしいですか。 

○尾﨑 幹委員 はい、要望。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため、暫時休憩します。 

（午前１１時３１分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時３５分 再開） 

○木下順一委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  まず初めに、企画財政課の事業のうち、地域交通企画事業及び定期船課所管の一般会計の事業である交通事

業費について審査を行います。 

  担当課の説明を求めます。 

  企画財政課副参事。 

○斎藤副参事 企画財政課、斎藤です。よろしくお願いいたします。 

  すみません、では、５５ページから始めさせていただきます。下段をご覧ください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目１５交通事業費、予算現額５８万９,０００円に対し、決算額１９万

４,０００円となりました。 

  ５６ページをお願いします。 

  地域交通企画事業では、鳥羽市における地域公共交通が目指す姿の実現に向け、鳥羽市地域公共交通会議を

開催し、路線バスや定期船の運行等の利用促進について協議を行いました。また、コンテンツプロバイダーに

時刻表等の提供をすることにより、公共交通ネットワーク上の乗り継ぎ情報の検索性の向上を図りました。 

○木下順一委員長 定期船課長。 

○村山定期船課長 定期船課、村山です。よろしくお願いします。 

  それでは、地域交通事業について説明をさせていただきます。 

  決算成果説明書３１１ページをご覧ください。 

  総括として、鳥羽市地域公共交通計画に基づき、通勤、通学、通院及び買物等で利用する移動手段を確保す

るため、市内５路線でコミュニティバス（かもめバス）の運行を行いました。 

  令和６年度におけるかもめバス乗車人員の合計は１９万５,０７５人、運賃収入は４,１１９万５,２９１円

となりました。令和５年度対比では運賃収入１６１万８,０１３円の４.１％の増となりました。 

  増加の要因は、池上方面から鳥羽東中学校へ通学できるような路線再編を行ったことにより増加したものだ

と考えております。詳しい内容につきましては、後ほど、提出させていただいています資料を基に説明させて

いただきます。 
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  また、新たな実施した事業では、新船建造に伴い、毎年行っているダイヤ改正ではなく、定期船と鉄道との

乗り継ぎなどを考慮した大幅なダイヤ改正を行いました。 

  また、鳥羽マリンターミナルバス停を桟橋側に移設し、待合所を設置することで、利用者の利便性の向上を

図りました。 

  では、決算成果説明書の前に、提出しました資料のほうで説明をさせていただきます。 

  資料１をご覧ください。 

  資料１の１ページ目の①乗車人員の表です。表の右下の合計欄をご覧ください。令和６年度の乗車人員の合

計は１９万５,０７５人、前年度と比較すると９,１０３人増加で、割合として４.９％の増加となりました。

②の運賃収入につきましては４,１１９万５,２９１円で、前年度と比較しますと１６１万８,０１３円の増加

で、割合としましては４.１％の増加となりました。①②ともに緩やかに回復をしております。 

  次に、③の路線別乗車人員Ⅰ、次の２ページ目の④の路線別乗車人員Ⅱにつきましては、③の表は路線別乗

車人員を年度別に表にしたもの、次のページの④は月別の路線ごとに表したものになります。③④の表から見

える令和６年度の動向といたしましては、小浜安楽島線、鳥羽小学校石鏡港線が増加し、小浜ウィスタリアン

線、小浜鳥羽小学校線が減少し、鳥羽国崎線については横ばいとなっております。 

  それでは、決算成果説明書３１１ページに戻ります。 

  中事業、地域交通事業の決算状況について説明をさせていただきます。予算現額１億１,０４３万

７,０００円に対し、決算額は１億９６０万円でした。定期船の新船はばたきの就航に併せ、鉄道、定期船と

の乗り継ぎの円滑化を図るため、かもめバスダイヤの改正を行うとともに、鳥羽マリンターミナルバス停に待

合所を設置しました。 

  決算成果説明書３１２ページをご覧ください。 

  主な経費につきましては、鳥羽マリンターミナルバス停留所整備工事６１１万円となります。なお、その下

に米印のところがあるんですけれども、鳥羽市営路線バス運行業務委託料については、国の補助金である地域

公共交通確保維持改善事業費補助金４４０万３,０００円と運賃収入の４,１１９万５,２９１円を委託料から

差し引いたものが委託料となっております。 

  以上、地域交通事業の決算の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○木下順一委員長 説明は終わりました。 

  質疑に入ります。 

  ５６ページ上段の地域交通企画事業及び３１１ページから３１２ページの定期船課の総括、地域交通事業に

ついてご質疑はございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 これ全体でね。 

○木下順一委員長 ページ数を言うてください。 

○尾﨑 幹委員 ページ数というか、利用客、その中に観光客の利用度は分かる。 

○木下順一委員長 定期船課長。 

○村山定期船課長 観光客の割合は分からないです。 
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○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 何か共通無料券みたいなんとかそんなん、国から出しとるようなのは利用できひんようになっ

とんの。何か旅行と一緒にパックになっとるとか、そういうのはうちではやっていないわけですか。 

○木下順一委員長 定期船課長。 

○村山定期船課長 例えば近鉄のまわりゃんせとかそういったものは、かもめバスで使えるようにはなっており

ます。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 それの県外の方、利用量が多いならば、それなりに今後もっと利用してもらうためにはちょっ

と頭ひねれば、倍増までは言わへんけれども、増加率は増えてくるんじゃないかなと。この公共交通いうのは、

本来は観光客目当てにつくった部分あるもんで、それが利用度をちゃんとはかっていくことが大事かなと。 

  定期船でもそうです。本来はかなり観光客が離島に来るいうことで、はばたきを一番最初に造っていますか

ら、そういう観点からしても、しっかりと鳥羽の人以外で利用される方というのを統計を取ると、何をしてい

かないかんいうのがもっと見えてくると思うよって、できたら、そんなんできる。できませんでしょうか。で

きるんやったらしていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。 

○木下順一委員長 定期船課長。 

○村山定期船課長 今の現状でいくと難しいかなと思っているんですけれども、今後、例えば交通系ＩＣとマイ

ナンバーカードがひもづくとか、そういったところで数が取れるようになれば、そのときには取れる可能性は

あるかなと思っております。 

  以上です。 

○尾﨑 幹委員 了解、分かりました。 

  できるものなら、やっぱり公共交通は鳥羽以外の人も利用していただくことが大事やと思っていますので、

よろしくお願いします。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 ３１１ページの公共交通、これグラフも出していただいていますけれども、かもめバスの急激

な利用客が一気に増えている中で、ちょっと僕が聞き忘れとったか分からんですけれども、この原因としては、

中之郷が廃止されて鳥羽のほうに集約された中で、新しくマリンターミナルのバス停も造られたので、それが

この利用客の増につながったのか、その辺どうなんでしょうか。 

○木下順一委員長 定期船課長。 

○村山定期船課長 そこの増数というか、乗客の増はあったと考えられるんですけれども、ちょっとまだダイヤ

改正後１年たっていませんので、そこまでの検証はしておりません。 

  以上です。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 バスの定期船の中之郷廃止によって、バスの利用の仕方もしっかりと各離島の方も含めて丁寧
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に説明していただいたんやと思うんです。そういうふうにしっかりと利用客の増につなげていただきたいなと

いうのがありますので、今後も引き続きよろしくお願いしたいなと思います。 

  もう一点よろしいでしょうか。 

○木下順一委員長 どうぞ。 

○濱口正久委員 すみません、地域公共交通会議を２回開催されたとありますけれども、２回の構成メンバーと

中身、どんなことを話されたのか教えていただけますか。 

○木下順一委員長 企画財政課係長。 

○小崎係長 企画財政課、小崎です。どうぞよろしくお願いします。 

  公共交通会議２回開催されて、どういったことを話したかというところなんですけれども、５月に開催する

会議、それから冬場１２月から１月にかけて開催する会議、その２回が定例の会議として開催をしておりまし

て、５月の会議の際には、前年度の事業の評価、それから次年度の地域活性化のための補助の申請のための資

料を吟味する。また、地域の交通課題を出し合って協議するというものを実施しております。１２月はその事

業評価というものを実施しております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 そうしますと、この公共交通ネットワークの見える化事業とかありますけれども、向上に努め

られたというのはそういうところから話が出たわけではないんでしょうか。 

○木下順一委員長 係長。 

○小崎係長 この資料に記載の公共交通ネットワークの見える化事業に関しましては、これは三重県の公共交通

の協議会が主体となって、三重県内のバス会社のバスダイヤとか乗り換え検索ができるというサービス体制を

構築するために、鳥羽市も参画しているというものになります。 

  具体的にはヤフーの路線の検索であったりとか、ナビタイムとかジョルダンとかそういったもので検索でき

るように各市町が路線の情報を出し合って、それで検索ができるようにしていると、そういう取組になります。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 そうしますと、あまり公共交通会議の中で議論が深くされているというわけではないように、

今見受けられるんですけれども、そこで出てきた案とか、今後どうしていくとかいうのは深く入っていく会議

ではないんでしょうか。 

  それと、先ほど答えていなかったんですけれども、メンバー構成も教えていただければと思います。 

○木下順一委員長 小崎係長。 

○小崎係長 メンバー構成ですけれども、当然鳥羽市が入っておりまして、鳥羽市の交通事業者の方皆さん入っ

ていただいていますし、県の道路部局であったりとか、あと地域の利用団体の代表者も構成団体に入っており

ます。また、三重県の交通政策担当も入っていただいている。総勢のメンバーで３１名程度の非常に大きな会

議体になります。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 
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  今後、先ほど尾﨑委員の質問ともかぶるんですけれども、きちんとした分析しながらいろんなデータを取っ

ていこうと思うと、いろんなことを話しないといけないと思うんです。これから先の公共交通というのは大き

なことが関わってきますので、そういうところで、もっと提案していただいて、しっかりと将来を見据えた形

で会議体を形成していただきたいなと思いますので、今後とも引き続きよろしくお願いします。 

○木下順一委員長 以上ですか。 

○濱口正久委員 はい、以上です。 

（「議長、関連お願いします」の声あり） 

○木下順一委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 すみません、関連をお願いします。５６ページの分です。 

  予算現額が５８万９,０００円で決算額１９万４,０００円、４０万円ぐらい使っていない。前年度の決算額

は２２０万円ぐらいで、予算の段階からもうがんと減っているなというところで、かつまだ使っていないとい

うのは、原因って何なんですかね。報償費も三十何人もおって報償費こんなもんかなというところもあるんで

すけれども、何でこんなに使わなくてよかったのかというのを教えていただけないですか。 

○木下順一委員長 小崎係長。 

○小崎係長 この主な経費で未執行になっている部分の多くは、委員おっしゃるように報償費の部分と、あと公

共交通会議の事務局に対する事務経費の補助金になります。報償費はこの協議体自体がいろんな団体の代表者

で構成されていて、企業から派遣されている方は、もう報償費必要ないですということでお断りいただくパタ

ーンも多くあって、また、開催回数も、例えばバス停の場所であったりとか、ダイヤの改正とかそういったも

のにひもづいて開催回数が決まってくるもんですから、少し多めに何回も開催できるように取ってあると。 

  ですので、ちょっと委員報酬については最大限会議を開催した場合を想定して予算化されているので、どう

しても執行率で見ると半分ぐらいになると。 

  あと、公共交通会議という会議体への事務経費補助なんですけれども、こちらも当然鳥羽市が事務局を持っ

ていますので、鳥羽市の公費で賄える部分はそこで賄うというような対応をしておりまして、そちらも執行率

は低めとなっております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 説明は分かりました。２回開催されているけれども、５回なり１０回なりというのも加味した

上で予算は組んであるんだということは分かりました。 

  もう本当に今までお二人出ていたと同じなんですけれども、私、この公共交通会議というのでぜひ乗られる

方、公共交通に乗られる方の色分けの調査をアンケートじゃなくて交通量調査みたいなあるじゃないですか。

すごくマンパワーに頼らなあかんですけれども、そんなんやられたらどうかなと思うんです。 

  今までも結構いろんなところで話として観光客がどれぐらい乗っていますか、地元の人どれぐらいですかと

いうのが色分けをなかなか取れないというのが現実だと思うんで、そこはもう定点で観測をしていく以外にな

いんかなという気がして、ぜひこんだけお金を残されるんであれば、この会議体が主体になってその調査を行

っていくみたいな方向性もあるんじゃないのかなと思うんですけれども、ごめんなさい、これは決算なんでち
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ょっとおかしなことを言うているかも分からんのですけれども、何かその辺の可能性はないですかね。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 公共交通会議の中でそういった調査をするべきなのか、もしくは目的を持った何かそういったも

のが必要だというところの事業の中ですべきなのか、検討が必要なものかなというふうにも思っております。 

  以降、今年度は公共交通の計画というのもつくっていく予定ではございますので、会議体のほうでも検討す

べきことかどうか、そういったものも踏まえて広く検討していければというふうに思っております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 ありがとうございます。 

  ぜひ議題に上げていただいて、検討いただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ３１２ページの地域交通事業で、乗車人数が増えた要因として池上方面から東中に向けて

の路線が通学しやすいようにしたからというふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、一方で小浜のほ

うは通学に使えるようなバスがなかったかなというふうに記憶しているんですけれども、ちょっとその辺どう

なっているか教えてもらってもいいですか。 

○木下順一委員長 定期船課長。 

○村山定期船課長 小浜は小浜安楽島線、小浜ウィスタリアン線であれば中学校には行けるかな。小学校には小

浜鳥羽小学校線がありますので、そちらで行けるかなというふうには思っております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ありがとうございます。 

  小浜安楽島線で中学校の近くに行くやつはありましたか。 

○木下順一委員長 西根課長補佐。 

○西根課長補佐 定期船課、西根です。 

  小浜安楽島線について、一番中学校に近いのは図書館前です。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ですよね。図書館前だと正直中学校に通うのはどうかなと。ふだんだったらいいんですけ

れども、雨の日に図書館前から東中といったら結構あるじゃないですか。多分利用したいのは雨の日とかそう

いうときだと思うので、本当にただでさえ大変だとは思うんですけれども、小浜の人がやっぱり中学校に通う

のにバス使えなくて困っているというような話も伺いますので、ちょっとそこら辺もできたら検討していただ

きたいなという要望です。 

○木下順一委員長 定期船課長。 

○村山定期船課長 ありがとうございます。 

  実は鳥羽小学校石鏡港線という線が今一番乗客が多いんですが、これ路線が長くて、遅れるとずっと遅れて
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しまうというところがあって、今ちょっと検討中なんですけれども、鳥羽小学校を小浜に変えて、小浜石鏡港

線にしまして、例えば安楽島の小浜安楽島線を鳥羽小学校安楽島にするとか、ちょっとそういったところは検

討していきたいと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  世古安秀委員。 

○世古安秀委員 １点だけ。３１１ページの下のほうの地域交通事業の中に、鳥羽マリンターミナルのバス停を

設置しましたということで、これまでバス停がなかったもんで、利用者は本当に喜んでいるんですけれども、

ただ、僕が行ったときは夏で、もう西日が差して、透明なアクリルのところでめちゃくちゃ暑くて座っとるの

も大変やというふうなこととか、上も開いているというところもあるんですけれども、雨のときは中で傘を差

さないかんぐらいやというふうなことを利用者のほうからちょっとそういう苦情というか、そういう状況なん

やというふうなことを聞いたんですけれども、そういうことは声届いていますか、どうですか。 

○木下順一委員長 定期船課長。 

○村山定期船課長 そのことに関しましては、坂倉委員のほうからも言われておりまして、現状壁のところに遮

熱シートを、ちょっと最近なんですけれども、貼りまして、ちょっと上が開いているやつというのも構造上の

問題で、逆にこれ上を蓋すると、もっと暑くなるというところがありますので、ちょっと暑いというところの

部分に関しては、例えばひさしをつけるとかそういったところもあるんですけれども、風が強くて、それに何

をつけたところで倒れてきたときに、そこで待っている人にけがをさせてしまうようなことがあり得ますので、

一応今のところ遮熱シートを少し貼りまして、少し温度を下げるというようなことを今やっております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 世古安秀委員。 

○世古安秀委員 引き続いて、またいろいろな住民のやっぱり声も聞いて、対処をしていただきたいと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 これ、定期船課長、新しく図書館前にもできたのも、あれアクリルやけれども、あれも同様

にやっていただいとるのかな。 

  定期船課長。 

○村山定期船課長 あれは建設課が建てたもので、ちょっとそこまでうちのほうではまだやっていないというこ

とです。 

  以上です。 

○木下順一委員長 同様な案件ですのでね。 

  他にございませんか。 

（「委員長、最後です」の声あり） 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 令和６年度でいろんな議論していただいとる中で、担当課から市内をループするバス等の検討

もしていきたいという話があって、主要な場所を結ぶような、ループするようなかもめバスの利用とか、そう
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いったところも必要やないかということで、各路線のバスをどうするかというのは、いろいろさっき議論して

いかないかんということで、そういった市内をループするバスの検討はされたのか、結果はどうなったのかと

いうところを１点お伺いします。 

○木下順一委員長 定期船課長。 

○村山定期船課長 ループバスに関しましては、昨年度、地域公共交通会議の中で資料を出しながら検討してい

ると。今年度なんですが、名古屋大学にコンサルティング業務ということでその運行の仕方とか、もちろんそ

れによってどれだけ事業費が上がるかとか、そういったところも含めて、導入していくかどうかも含めてなん

ですけれども、検討をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  先ほどから五十嵐委員も言われたように、利用者によっていろんなところへ止まってほしいというようなこ

ともありますので、今検討されているということですので、ぜひいろんな意見を出し合いながら、そうしたル

ープ的なところも検討していただきたいなと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 企画財政課の審査の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ０時０２分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○木下順一委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  企画財政課の決算成果について審査を行います。 

  担当課の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 企画財政課、岡本です。よろしくお願いします。 

  それでは、令和６年度企画財政課の歳出についてご説明させていただきます。 

  決算成果説明書の４５ページをお願いいたします。 

  まず、総括についてポイントを絞ってご説明させていただきます。 

  物価高騰からの生活者等の支援の一助となります物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用に当たっ

て、庁内各課と協議をさせていただいて、計画的に位置づける役割というのを担ったと思います。 

  移住・定住施策では、地域おこし協力隊を配置して、広域かつ効果的な地域支援を実施させていただきまし

た。答志島では交流拠点ねやこやの運営支援、菅島では地元海産物を生かした商品開発、ふるさと納税担当で

は市場調査や返礼品の見直しなどの業務支援を行いました。また、継続して移住コーディネーターを委嘱させ

ていただいて、移住フェア等のプロモーション、きめ細かな移住相談を実施して、本人の多言語スキルによっ

て新規移住相談件数４０件、移住者３１件の実績となりました。 
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  財政運営につきましては、引き続き物価高騰等の影響に直面する方たちへの各種給付金のほか、子育て世帯

への経済的負担軽減として学校給食費無償化事業の実施などを含めた補正予算を編成して、安定的な財政運営

を心がけました。 

  ふるさと納税推進につきましては、寄附金の受入れ拡大に取り組みました。市内への経済波及効果の高い旅

行関連商品を中心に、現地決済型の推進、ふるさと応援大使のメイ氏とのコラボ企画としてＰＲ活動を進めた

結果、寄附金額は約１１億４,０００万円、件数は１万３,５４４件となりまして、いずれも過去最大値となり

ました。企業版ふるさと納税につきましても、過去最高となります約３,３００万円の寄附を頂きました。 

  新たに実施した事業といたしましては、鳥羽駅周辺エリアに関して、まちづくりの方向性を示す将来像（ビ

ジョン）の策定と事業を推進するため、市内各種団体から推薦された代表者等で構成します鳥羽駅周辺エリア

再生ビジョン策定委員会と作業部会であります検討部会を設置しました。令和８年４月から導入する宿泊税に

つきましても、調査研究、検討会議を開催するなどの調整を図りました。 

  また、令和６年度は市制施行７０周年に当たる年でありましたので、基調講演、まちの発展に貢献した方々

に敬意と感謝を表す記念式典も開催をさせていただきました。 

  予算執行を伴わない事業といたしましては、デジタル技術を活用しながら行政手続の簡略化、行政運営の効

率化を図るため、職員ワーキングで検討しながら、鳥羽市ＤＸ推進方針を策定しました。 

  それでは、各事業の説明に入らせていただきます。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 企画財政課、斎藤です。よろしくお願いいたします。 

  では、続きまして、４６ページ上段をお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目１一般管理費、予算現額１,１１９万７,０００円に対し、決算額９９３万

３,０００円となりました。 

  行政改革推進業務では、予算現額１０３万３,０００円に対して、決算額９７万８,０００円となりました。

施策マネジメントシートによる事務事業評価及び検証・見直しを行いました。昨年度との決算の差につきまし

ては、新たにＡＩ議事録作成支援システムの運用を開始したため、その経費が主な要因となっております。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 ４７ページの下段をお願いします。 

  ２款総務費、項１総務管理費、目５財産管理費、積立金でございます。予算現額１４億１５０万円に対しま

して、決算額が１３億９,６１３万円となっております。ふるさと納税制度によります寄附金、地方応援税制

による企業版ふるさと納税寄附金、一般寄附金をふるさと創生基金へ積み立てたほか、令和６年度決算剰余金

を財政調整基金に積み立てました。また、普通交付税におきまして追加交付のあった臨時財政対策債償還基金

費相当額を減債基金に積立てをさせていただきました。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 次に、４８ページ中段をお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目６企画費、予算現額４,６１１万４,０００円に対して、決算額

４,４９６万９,０００円となりました。 
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  総合計画推進事業では、予算現額６６万６,０００円に対して、決算額４３万４,０００円となりました。第

六次鳥羽市総合計画及び前期基本計画の事業の進捗を図るため、総合計画推進会議を開催し、施策評価を実施

しました。また、基礎資料となる市民アンケートを実施しております。 

  次に、政策推進・調整事業では、予算現額７８０万３,０００円に対し、決算額７２７万５,０００円となり

ました。昨年度に引き続き、地域共生社会の実現に向け、各課との調整を行うほか、地域共生社会の実現に向

けたプロモーションを行い、市民の意識啓発を進めました。 

  また、新たな事業として、観光財源確保のため法定外目的税である宿泊税の導入に向け検討委員会を設置し、

令和８年４月からの課税開始に向けた検討を行いました。 

  次に、４９ページ上段をお願いいたします。 

  鳥羽駅周辺エリア再生事業では、予算現額３,１９６万円に対して、決算額３,１７９万７,０００円となり

ました。こちらにつきましては、さきに送付いたしております資料、企画財政課３をご覧ください。 

  よろしいでしょうか。 

○木下順一委員長 はい、どうぞ。 

○斎藤副参事 １ページから３ページまであります。順を追って説明させていただきます。 

  １ページをご覧ください。 

  まず、策定の目的になりますが、こちらでは２０４０年を目標に、多様な主体による様々な取組と連携を通

じ、ビジョンを各主体と構築するとともに、広く市民とビジョンを共有し、その実現に向けた取組を着実なも

のとするとしています。 

  さらに最下段の事業全体のスケジュールをご覧ください。 

  こちらは事業スケジュールの想定となっております。２０４０年を目標にしつつも、２０３３年の式年遷宮

のチャンスを逃さぬよう、一部開業を視野に入れつつスケジュールを想定しています。現在は令和７年ですの

で、ビジョンの策定の２年目という状況になっております。 

  次に、右側の対象範囲をご覧ください。 

  エリアは鳥羽マリンターミナル付近から近鉄中之郷駅付近までとしています。佐田浜・ミキモト真珠島・鳥

羽水族館地区、それから中心市街地地区、それから城山公園地区の３エリアに分けてビジョンを構成しており

ます。 

  ２ページ目をご覧ください。 

  こちらでは検討体制と予算事業について説明となります。 

  まず、検討体制が上段にあります。資料の図表から庁内検討体制であるプロジェクトチームを設置していま

す。市長が設置者となり、企画財政が統括しつつ、関係課職員がメンバーとなっています。また、市民を巻き

込んだ検討体制として、意見をオーサライズする策定委員会と実際の検討作業部隊である検討部会を設置して

います。なお、検討部会は各業界団体から、市の将来を担うほぼ４０代の方で代表されて構成しております。 

  中段以降では予算事業の説明になります。 

  左側のマネジメント支援業務、令和６年度決算では１,８７０万円です。専門的知見を入れた事業推進を図

るべくマネジメント支援を実施しています。こちらではビジョンだけでなく事業全体のマネジメントをお願い
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しており、主な取組はこちらのご覧のとおりとなっております。なお、パールビルの地権者交渉もこちらで行

っているところでございます。 

  右側はビジョン策定の業務、決算額でいう１,１８９万１,０００円です。今回、庁内、庁外でのビジョン策

定の支援をいただいております。主な取組内容は記載のとおりとなっております。 

  ３ページ目をご覧ください。 

  令和６年度中の検討状況を紹介させていただきます。 

  鳥羽駅周辺エリアの将来像として、ＰｏｒＴＯＢＡというコンセプトワードを定めています。こちらはＰｏ

ｒｔ、港を意味する英語とＴＯＢＡを組み合わせた造語となっております。Ｐｏｒｔは港以外にも安息の地、

入り口、門、ドアといった意味があります。それから、この言葉は検索優位性にも優れているというところに

なっております。 

  次に、中段の将来像を実現するための目標と実施方針（案）になります。 

  こちらは令和６年度中に案の作成まで行っているもので、策定委員会等に諮っているものではございません

ので、詳細な説明は割愛させていただきますが、現在このような目標の設定で進んでいることを紹介させてい

ただきました。 

  決算成果説明書のほうに戻ります。 

  ４９ページ下段をご覧ください。 

  鳥羽市制７０周年記念事業では、予算現額１５７万８,０００円に対して、決算額１３８万６,０００円とな

りました。市制施行７０周年を記念し、式典を開催しました。開催に当たっては、功労者表彰や西村泰彦宮内

庁長官にご講演いただくなど、鳥羽市のさらなる発展に向けた機運醸成を図っております。 

  決算成果説明書５０ページ下段をご覧ください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目１３地域振興費、予算現額６億９,４６５万５,０００円に対して、決算額

６億２,８９４万５,０００円となりました。 

  決算成果説明書５１ページ下段をご覧ください。 

  ふるさと納税推進事業では、予算現額６億３,０５９万９,０００円で、決算額５億６,８９８万７,０００円

となりました。こちらにつきましては、さきに送付した資料をご覧ください。 

  企画財政課４になります。 

  １ページ目のグラフは、個人のふるさと納税寄附額の推移になります。ご覧のとおり、令和６年度寄附額は

１１億４,０００万円、前年度対比は１.４倍、寄附件数は１万３,５４４件になりました。企業版ふるさと納

税額も過去最高の約３,３００万円の寄附があり、両制度合わせて寄附額は約１２億円となりました。 

  資料の次ページは主な取組内容となっております。 

  一つ目が観光団体等と連携したプロモーションです。観光ＰＲとの連携強化やふるさと応援大使のラッコの

メイ氏の協力により、プロモーションを展開する等、寄附促進に取り組んだことにより、旅行関連商品の寄附

増額につながりました。 

  二つ目が現地決済型ふるさと納税の加盟店を２５件から７５件に拡大し、寄附額が４９倍となるなど全体の

寄附額を押し上げております。 
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  三つ目として、ポータルサイトでの寄附受付をＡｍａｚｏｎやＹａｈｏｏ等、新たに８件開設しました。 

  以上となります。 

  次、決算成果説明書の５３ページ上段をお願いいたします。 

  地域づくり推進事業で、予算現額２,６７４万８,０００円に対しまして、決算額２,６７４万７,０００円と

なりました。こちらは、提出いたしました資料、企画財政課５をご覧ください。 

  市民が相互につながり合うことで、誰もが安心して生き生きと暮らせるまちの構築を目的に、地域活動やつ

ながりの下支えを図るとともに、新たなつながりづくりに取り組みました。 

  資料の左側が主な取組内容になります。右側では、事業により生まれた取組を紹介しております。 

  左側をご覧ください。 

  大きく四つの事業を進めております。ＩＣＴプラットフォームの鳥羽市シェアタウンクラシェアとばの整

備・利用促進、担い手の育成・支援、それから協力事業者の登録、既存の地域活動の支援の四つです。 

  シェアタウンのクラシェアとばでは、ＩＣＴプラットフォームの整備・促進を通じ、既存の活動状況の見え

る化、住民活動への参加促進、新規の活動への増加のツールとして活用することを図ってまいりました。令和

７年７月現在のアプリ利用者は７７８人です。 

  担い手の育成・支援では、地域のコミュニティリーダー、シェアコンシェルジュと呼んでおります、を整備

し、地域のコミュニティリーダーの育成、本事業を応援していただく企業団体の登録の呼びかけなど、地域共

生社会の実現に向けた具体的な取組を行っており、協力事業者の登録では、本事業を応援する企業登録を呼び

かけサポート体制を強化しております。 

  既存の地域活動の支援として、アプリの予約機能や情報連携機能を活用して、既存地域活動の支援をしてい

ます。 

  右側をご覧ください。 

  事業により生まれてきた取組を紹介しますと、子ども食堂の取組支援により予約管理のオンライン化、負担

軽減や新規利用者の獲得に寄与しております。放課後児童クラブの連絡ツールとして、子供たちの様子を写真

で保護者に伝えられるようになりました。また、学用品等の譲り合いなど、保護者間でのつながりづくりに寄

与しております。また、イベントや地域活動を行う団体が発足しております。 

  最後に、右下の表になります。 

  今年度末、令和８年３月に向けた目標になりますが、令和７年３月時点では、まだ目標まで及んではおりま

せん。着実につながりを拡大してきているというふうに考えております。 

  決算成果説明書の５４ページ中段をご覧ください。 

  鳥羽への移住・定住応援事業では、予算現額９５９万７,０００円に対しまして、決算額６０３万

６,０００円となりました。 

  本市に暮らす魅力について、広報とばを活用し発信したり、東京都有楽町にあるふるさと回帰支援センター

の会員になり、三重県の移住相談窓口と連携した移住プロモーションを実施しております。また、首都圏のラ

ジオ番組で鳥羽特集を実施しております。新たな取組として、海外移住者向けの移住セミナーを実施し、タイ

の帰国検討者層をターゲットに制度の紹介を行っております。さらに、新婚生活を始める夫婦の住居費補助を
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行い、子育て世帯の定住促進を図っております。 

  決算成果説明書は５７ページをご覧ください。 

  ２款総務費、５項統計調査費、目２基幹統計調査費、基幹統計調査事業では、予算現額３８０万円に対して

決算額２１７万円となりました。国が実施する全国家計構造調査、農業センサス等の基幹統計調査を行いまし

た。前年度との乖離につきましては、調査内容が異なり、調査員の費用が減少したためです。 

○木下順一委員長 企画財政課長。 

○岡本企画財政課長 ５８ページの下段をお願いいたします。 

  １１款公債費、１項公債費、目１元金、長期債償還元金でございます。予算現額１３億４,３９４万

９,０００円に対しまして、決算額は１３億４,３９４万９,０００円となっております。長期借入金の償還元

金を支出しております。 

  続きまして、５９ページの上段をお願いします。 

  同じく公債費で、目２の利子になります。長期債償還利子で、予算現額３,１２１万８,０００円に対しまし

て、決算額も同額の３,１２１万８,０００円となっております。長期借入金の償還利子ということで支出をさ

せていただきました。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 同じく決算成果説明書５９ページ中段をお願いいたします。 

  １２款諸支出金、１項公営企業費、目１交通事業費、定期航路事業特別会計繰出金で、予算現額２億

５,１５９万５,０００円に対し、決算額１億６,３１９万８,０００円となりました。 

  定期航路事業の単年度における不足分に対し、一般会計から繰出しを行っております。内容につきましては、

特別会計のところで定期船課より説明いたします。 

  以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○木下順一委員長 説明は終わりました。質疑に入りたいと思います。 

  ページを区切っていきます。まず、４５ページの総括から５０ページ中段、三重県鉄道網整備促進事業まで

の範囲でご質疑はございませんか。 

（「何ページ」の声あり） 

○木下順一委員長 ４５ページから５０ページ中段。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ４９ページまでいっちゃうけれども、大丈夫ですかね。 

○木下順一委員長 大丈夫ですよ。 

○五十嵐ちひろ委員 ４９ページの鳥羽市制７０周年記念事業についてなんですけれども、この作成した記念動

画は、作成するのにどれぐらい費用がかかったのかと、あと、この記念動画を今から見ようと思ったらユーチ

ューブとかで見ることができるんでしょうか。 

○木下順一委員長 小崎係長。 

○小崎係長 まず、記念動画の作成委託料です。記念動画の作成委託料は３６万３,０００円が業務委託の金額

になります。 
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  こちらの動画なんですけれども、昨年度中は公開をしていたんですけれども、今はちょっと動画をアップし

ていない状態になっておりますのでという状況です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  南川委員。 

○南川則之委員 一番最初の予算を伴わない事業ということで、４５ページお願いします。 

  次の行政改革推進業務のところにも関連されるんですけれども、ＤＸ推進方針を策定したということで、以

前も少し議会にも説明をいただいたんですけれども、職員のワーキングによる検討ということで、１３名程度

の職員が参加してこれをつくったようなことを聞いているんですけれども、策定の内容等も含めて、この

４６ページのＤＸ推進係の設置に向けたということで、令和７年度は設置したということになりますけれども、

その辺の流れも含めて説明お願いします。 

○木下順一委員長 小崎係長。 

○小崎係長 ＤＸ推進方針、こちらに関しましては、昨年２月に方針を示しました、策定をいたしました。ワー

キングにおいて議論を進めてきたというところなんですけれども、この発端となったところは議会のほうから

もＤＸの推進に本腰を入れて進めなさいということでご提案をいただいたというところもあります。 

  また、職員のアンケートというのも取ってみたんですけれども、その中でも業務効率を向上させていかなけ

ればならないというような課題感は非常に大きく持っておりまして、そういった声を受けて、また市長の声も

受けてワーキングを設置して進めてきたというところになるんですけれども、ちょっと具体的な報告書を今手

元に持ってきたんですけれども、かなり内容としては深い内容になっておりますので、どのあたりまで説明を

すると。もう一度すみません、よろしいでしょうか。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  概略説明いただいて、ホームページでも掲載いただいて、中身の熟知は私もさせていただいておるんですけ

れども、こういった取組というんですか、私が言いたいのは議会から提案したということで、各市町よりもＤ

Ｘを含めて遅れとるんと違うかという話もさせていただいて、先ほどの説明でも職員のアンケート調査もした

ということですけれども、そもそもこういった業務以外のワーキングを職員が設置して取りかかるという、仕

事外のところにもやったという、こういう評価はきちっとしてやるべきやないかと思うんですけれども、副市

長は、ちょっと去年のことで今携わっていなかったんですけれども、こういった職員のワーキングを実施した

という点をどのように評価されとるか、ちょっとご説明をお願いします。 

○木下順一委員長 副市長。 

○大野副市長 やはり職員の意見を直接聞いて、それを今回ＤＸ推進方針という形ですけれども、いろんなとこ

ろに生の声を聞いて取り入れていくということは、非常にいいことというか、有用なことだと思いますので、

今後いろんな取組、いろんな方針を立てるときも、場合によってはワーキングを立ち上げてというところは有

用な手法かと思っております。 

  以上でございます。 

○木下順一委員長 南川委員。 
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○南川則之委員 副市長、ありがとうございます。 

  職員の評価もいろいろ個別に評価はしてあげていただきたいなと思いますし、こういった取組をしている職

員の評価もぜひお願いしたいというところと、このＤＸに関しては、副市長来られてまだ少しということで、

なかなか鳥羽市は取り組んでいないという部門もありますので、議会からもっと積極的にやらないかんという

ことも言わせてもらいながら提言書も出してしておる状態ですもんで、ぜひ前に進めていただくようによろし

くお願いいたします。 

  この款は以上ですけれども、ほかも。 

○木下順一委員長 関連はどうでしょうか。４５ページ、よろしい。 

  南川委員。 

○南川則之委員 続けていいですか。 

○木下順一委員長 はい。 

○南川則之委員 ４８ページの総合計画推進事業というところでお聞きいたします。 

  この総合計画審議会というか、この第六次総合計画及び前期基本計画、一番鳥羽市にとっては上位法で一番

大事なところやと思うんですけれども、総合計画審議会を２回開催しましたと、令和６年度はですね。いつ開

催して、その施策評価を実施したということで、どういう施策評価になったか、簡単に説明お願いします。 

○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 

○浜崎課長補佐 企画財政課の浜崎です。よろしくお願いいたします。 

  令和６年度の総合計画審議会は２回開催をしまして、令和７年２月６日と、それから３月２６日に２回開催

をしております。 

  この中で主にご審議いただいた内容というのは、総合計画と総合戦略の内部評価を令和３年から５年度まで

行いましたので、それについての外部評価を審議会の中でしていただいたということで、最初の第１回目につ

きましてはそれの内部評価の結果を報告して、第２回目のほうで、その内部評価でいろいろ委員の皆さんから

ご意見をいただいたりということで評価をしたというところになります。 

  以上です。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  評価をするということで、ホームページに審議会の第１回について掲載があったので、ちょっと私も確認し

ました。 

  何名かの委員がおられて、委員がその外部評価をするということなんですけれども、項目はたくさんあって、

委員の中にでもなかなか自分の知識とか経験とか分からないところがあるということで、評価ができないとい

う項目もあって、それはどうするんやというようなやり取りが書いてあったんですけれども、その辺で個別に

施策評価をまとめるに当たって、全体の意見でランクづけして評価をしたと思うんですけれども、評価ができ

なかったというところは多々あったのか、しっかりと意見を吸い上げてまとめたのか、その辺のところが分か

れば教えてください。 

○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 
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○浜崎課長補佐 各委員の皆さんからはいろいろ多数の項目にわたってご意見をまず書くという形でいただきま

した。その中では、やはりご意見をいただけない項目であるとか、その委員さんの得意、不得意とする分野も

あるかと思いますので、そういったところは確かにご意見いただいていない箇所もありますけれども、それを

まとめた上で、審議会として全体を会長のご采配の下いろいろ議論をした上でまとめ上げたというような形に

なります。 

  以上です。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  中身、各委員が出したこと、評価できないところも含めてまとめ上げたということなんですけれども、それ

はそれでいいと思います。 

  それと同時に、先ほど私が言ったように、総合計画というのは一番大事なところと、総合戦略、第２期鳥羽

市まち・ひと・しごと創生総合戦略ですね、それとのリンクというのも本当に大切やと思うんですけれども、

そういった総合計画と総合戦略の関係性についてもきちっと捉えているかどうかというのも教えてください。 

○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 

○浜崎課長補佐 まず、総合計画は令和３年から令和７年までが前期の基本計画になっておりまして、総合戦略

のほうは第２期のまち・ひと・しごと創生総合戦略と言われるものになるんですけれども、これにつきまして

は令和２年３月に策定をして、令和２年度から令和６年度までの５年間ということで、少し時期がずれており

ましたので、そこにつきましては、今令和７年度で後期基本計画を策定しているところなんですけれども、そ

れが見えていたというところもあって、１年間総合戦略の期間を延長しまして、後ろをそろえる形で、今現在

策定しております後期基本計画につきましては、そこを総合戦略と総合計画が一体的になるような形での策定

を進めているところです。 

  以上です。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  令和７年度、今ですね、そういったリンクしながらやっていただいとるということでよく分かりました。 

  一つお願いというか、先ほど私が言ったように第１回の２月６日というのはホームページでもヒットしたん

ですけれども、３月２６日のデータというのはヒットしなかったということで、またおいおい早めに市民に公

開するような形でホームページにも掲載していただきたいなと、これ要望です。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  尾﨑委員。５０ページ中段まで。 

○尾﨑 幹委員 ４８ページ。 

○木下順一委員長 ４８ページ。 

○尾﨑 幹委員 政策推進・調整事業、８年４月の宿泊税の開始はもう決定ですね。 

  それと業務、この二つの業務の内容を教えて、委託料の業務の内容。支援業務かな、それと推進業務。 
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○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 

○浜崎課長補佐 委託料の上のほうの宿泊税検討委員会等支援業務といいますのは、宿泊税を導入するに当たっ

て検討委員会を立ち上げまして、検討委員会であるとか、あと勉強会であるとか、そういったところの報告書

の提言までも含めて支援をしていただいた業務というものになります。 

○尾﨑 幹委員 下は。 

○浜崎課長補佐 それから地域共生推進業務は、従来のとばびと活躍プロジェクトというものがありましたけれ

ども、それの関係でＴＤＫさんとのコラボレーションによる情報発信の立案であるとか、あと、地域共生のホ

ームページに掲載しております動画のサイトのリニューアルであるとかメンテナンスとかというところを行っ

た業務になります。 

  以上です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 これとこれの関係性は何なん。ないんならないと。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 政策推進という事業、大きな事業になりますので、すごく密接に関係しているというものではご

ざいません。 

  以上です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 そしたら、検討のほうは何回されました。委員会の開催。 

○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 

○浜崎課長補佐 検討委員会のほうは年３回開催をしておます。 

  以上です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 これ１年間だけですよね。３回したということでいいんですね。 

○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 

○浜崎課長補佐 はい、１年間で３回の開催になっております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 それで、来年の４月課税開始、開始できるよう調整を行ったわけですよね、それで。４月から

もう絶対課税対象になるわけですね。 

○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 

○浜崎課長補佐 はい、税条例のほうを制定しておりますので、開始はそこからになるかと思います。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 総務省のほうからもう認定もうたん。 

○木下順一委員長 企画財政課長、答えたってください。 

○岡本企画財政課長 税務課のほうにその通知は来ていましたので、ご理解ください。 

○尾﨑 幹委員 ありがとうございます。 
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  次いってええ。５０ページはいかんの。 

○木下順一委員長 ５０ページ中段までで。 

○尾﨑 幹委員 中段までよね。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 国際特別都市建設促進事業、これ参加していただいたはいいんで、大規模災害に備えるための

防災・減災対策、これ省庁と国会議員、どういう要望をしましたか。中身教えて。 

  後で出せるか。 

○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 

○浜崎課長補佐 提言書に、その４項目が書かれた提言書があるんですけれども、すみません、今その全部資料

を持ち合わせておりません。 

○尾﨑 幹委員 了解、また後で教えて。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 次に、その下、三重県鉄道網整備促進事業、これ伊勢鉄道の維持やと思うんですけれども、駅

も無人化になって、それなりのこの負担金というのが、何て言うんかな。今後の維持につながるようなもんに

なっていますか。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 この令和６年度の決算額の３８２万２,０００円というのは、伊勢鉄道さんが整備していく、線

路とかそういったものを整備していくために、その沿線地域だったりとか恩恵を受ける地域から基金に積み込

まれたお金があります。そのお金で整備していきましょうという話になっているんですけれども、コロナ禍が

あったため運営が難しくなって、そのためにその基金から少し取り崩して運営費に充てさせていただいたとい

う経緯があります。それが令和２年から令和４年度で取り崩しているんですけれども、その取り崩したために、

今度その穴埋めとして３年間かけて、鳥羽市の場合は令和５年、令和６年、令和７年、３年間かけて穴埋めを

している状態の金額が３８２万２,０００円ということです。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 それはもうしていかないかんということやと思うんです。 

  ただ、無人化になって、鳥羽のＪＲに対しての玄関口、伊勢鉄道の玄関口というんかな。やっぱりサービス

が低下したというのは現状ですよね。これがこのままいって、今から維持するためのお金はどんどん増えると

聞いています。もう二見のトンネルがやばいという話まで聞いていますから、そういうときにはうちとしては、

これはもうずっとやっていくわけですか、電車走っとる限り。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 支援としましては、一旦令和１０年というのが区切りになっているのはあります。その先のこと

に関しては、もう一度話し合うということにはなっているというふうに聞いております。 

○尾﨑 幹委員 ありがとうございます。以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。５０ページ中段まで。 

（「なし」の声あり） 
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○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、次に、５０ページ下段、離島振興事業から５５ページ中段、伊

勢志摩移住プロモーション事業までの範囲でご質疑はございませんか。 

○木下順一委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 委員長、お願いします。 

  ５２ページ下段、特に説明はなかったのかなと思うのですが、鳥羽高校活性化支援事業ということで、ここ

数年続けて財政のほう、鳥羽高校の活動に対し、特にとばっ子市場についての支援をいただいとるところかと

思います。 

  前年度等からも見て、予算については年々減少している状況があると思うのですが、このあたりはどうして

かということでご説明お願いします。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 事業内容につきましては、減少といっても大きく減少させたわけではなく、委託させていただい

ているアドバイザーの方と話し合ってこの金額にさせていただいたという経緯がございます。 

○木下順一委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 アドバイザーとの調整ということで、この額でということで話がついとると。 

  そしたら、鳥羽高校自体との聞き取りや調整というのは特にないということでよろしいんでしょうか。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 事業内容につきましては、もちろん鳥羽高校がフィールドになりますので、鳥羽高校さんとのや

り取りは、アドバイザーだけではなく一緒にさせていただいております。 

○倉田正義委員 分かりました。 

○木下順一委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 ありがとうございます。 

  継続的な支援いただいとるということで、鳥羽高校としても地域に根差した活動が十分できとる状況が続け

られておるのかなというふうに捉えています。 

  こういった予算のかかるところ以外にも、職員の皆様から学校への派遣とかいろんなところで、鳥羽学の実

施とかできていることについて、お忙しい中、本当に協力いただいたことに対してお礼も申し上げたいなと思

います。 

  ただ、県立高校のさらなる縮小、統合が進む中で２０４０年、先日、県の教育委員会が示したところによる

と、南勢地区３校というような話も出ていまして…… 

○木下順一委員長 倉田委員、もうそこはちょっと事業の内容からずれていきますんで。 

○倉田正義委員 また改めてそういったところの支援もよろしくお願いしたいということで、そういう話でまと

めさせてください。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「はい」の声あり） 

○木下順一委員長 関連ですか、違うところですか。 

  関連はありませんか。なければ尾﨑委員、どうぞ。 
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○尾﨑 幹委員 ５２ページ、ふるさと納税推進事業、５２ですね。 

（「５１」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 ５１の下から。 

  ５年度と６年度の出ていますけれども、旅行商品と真珠がやっぱり９割占めとって、うち加工品、その他の

返礼商品の開発しとったと思うんです。これをやっぱり件数も寄附金も減っとる。その中で地域おこし協力隊

事業の中に１人、これ専門員置いていますよね。どういう開発をさせたのか。 

  それと、うち加工品というのはもう海産物やと思うんですよ。だけじゃないですけれども、ここらへんの評

価はどう見ていますか。お金が上がったからええという問題じゃなしに、やっぱりそういう人材まで置いてや

ってきた中で、そのうちの占める１割、加工品とその他の商品の開発、これについて伸びていない理由は何で

すか。 

○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 

○浜崎課長補佐 先ほど副参事が説明しました別紙の令和６年度の主な取組の内容の一番下のところの四角の枠

組み中でも、６年度の返礼の新規開拓として農林水産・福祉分野等の造成支援を行ったとはあるんですが、そ

の中で特に主なものは鳥羽マルシェさんと協力をして、伊勢まぐろを返礼品にしたとかといった事例はあるん

ですけれども、やはり加工品として海産物が返礼品として選ばれなくて伸び悩む理由は、やはりいろんな課題

があるのかというふうには認識しておりまして、なかなか取り扱いにくいであるとか、ロットの確保の問題で

あるとか、様々な問題があって、今現時点でも海産物として商品としては取扱いしているものの、なかなかそ

この寄附額が伸びてこないというところで、そういったような要因が考えられるのかなというふうに思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 やっぱり魅力ない商品つくってもいかんわけやね。ということや。どういうお願いしてどうい

う商品を作っとるか分かりませんけれども、やっぱりこれは反対に減っていっとるところに問題があって、そ

こをやっぱりしっかりとやっていかな。 

  ほかのものはどう。旅行商品なんかは１４２％になっとるわけやね。その次も１１０、加工商品、これやっ

たと思うんやけれども、６６.３％、３割以上減っていっとるわけ。やった意味がないということなんさ。そ

う評価するしかないやん。 

  やっぱりもうちょっとしっかりとそういう通販みたいな形で売れる商品を作っていかないかん。そういうの

を専門家置くとか、そういう形でやっていかな。やりました言うて、横で１,４００万円使って、加工商品と

いうか返礼品が減っていくというのは、これはやっぱり問題やで。ちょっとでも増やさな。 

  それか、令和５年と一緒のようにせな。これ令和７年と６年度と増えてへんというのは、また問題になるだ

けの話であって、もうちょっとしっかり開発商品、ネームバリュー、そういうのをしっかりと見極めた中で商

品化せな。もう任せたらその人が作ったもの全部オーケーと出すん違うやろうな。一遍はええか悪いか判断せ

な、それぐらいは。 

  そうせな、こうやって下がっていくというのに問題があるんやで。お金をかけて商品作ったけれども売れま

せん。それ会社やったら潰れるんやで。そこまでしっかりと考えてやって。 
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  以上。 

（「関連して」の声あり） 

○木下順一委員長 関連して。 

  世古副委員長。 

○世古雅人委員 尾﨑委員が言われたように、私も質問しようとしたところがそこもあるんですけれども、確か

に現地決済型、これでかなり増えているので本当によく頑張っているなというのは、私はこちらは評価したい

なと思います。 

  一方で尾﨑委員言われたように、私も以前からずっと水産物の加工品、確かに先ほど担当補佐から答弁あっ

たように、なかなか商品が継続してとか、やっぱり水産物というとなかなか難しい部分があると思うんですけ

れども、新たな商品を何か開発していってはどうかというふうに提案とかもさせてもらっていますけれども、

その点について、そういう検討とか進めてるところがあれば、ちょっとお聞かせ願いたいんですけれども。 

○木下順一委員長 浜崎課長補佐。 

○浜崎課長補佐 先ほどご意見をいただいたように、確かに水産物の伸び悩みであるとかというところは課題と

しては認識をしておりますので、それは先ほど尾﨑委員がおっしゃられたように現状の分析も踏まえて、今後

の商品開拓も含めて、ちょっと検討はしていかないといけないというふうに思っております。 

  副委員長がおっしゃっていただいたように、今後どんなことをしていくのかというところで、恐らく令和

７年度の当初予算のときにも説明をさせていただいたと思うんですけれども、今年度の事業の中で補助事業と

して観光協会さんにその開発なりのお願いも含めて予算化をさせていただいていると思いますので、そこの中

でも市と協議しながらちょっと検討は進めていきたいというふうには思っています。 

  以上です。 

○木下順一委員長 世古副委員長。 

○世古雅人委員 私が言いたいのは、以前からずっとこれ言ってきて、取り組んだかどうかというのを聞かせて

もうとるんです。確かに難しいのはよく分かります。要するにそこに、言われたときにやっぱりどういう取組

をして、それでなかなか難しいからこういう結果ですというのが私は普通かなと思うんです。 

  今も取り組んでいるのはよく分かりますので、やっぱりしっかりと、ただどこどこに投げかけるんじゃなし

に一緒になってもっともっと、確かに土台というか、一番は漁協さんのほうに協力が一番必要になってくると

思うんです。やっぱり水産業に関わっている方々の所得の向上やそういったところまでつなげられれば、私は

狙いはそういうところかなと思いますので、また今後しっかりお願いしたいと思います。 

  それと、鳥羽の人気商品が開発できるような、加工品でもこれを、そういったところを絡めてお願いしたい

と思います。 

○木下順一委員長 ふるさと納税で関連ないですか。 

  世古安秀委員。 

○世古安秀委員 資料をもらった先ほどの企画財政の４の中の２枚目のところに、先ほど世古雅人委員からも話

しありましたけれども、現地決済型ふるさと納税の推進というところで、今回は本当に１１億４,０００万円

まで、４０％去年よりも増やしたというの、これはもう私は十分に評価できるんじゃないかなと思いますけれ
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ども、この現地決済型のふるさと納税が増えたということで、前年度の４９倍、元が２２２万円が１億

７７８万円になったということなんですが、これをもっとやっぱり今後進めていってほしいと思うんですよね。 

  鳥羽には宿泊事業者はもう１５０ぐらいありますので、まだまだ余地はあるかと思いますけれども、現在の

去年度のところ、どういう増やすための取組をされてきたのか、それをちょっとお伺いしたいと思います。 

○木下順一委員長 小崎係長。 

○小崎係長 現地決済型ふるさと納税の拡大ということで、これは令和５年度１月に新しく入れたもので、令和

５年度中はまだスタートし出して事業所を増やすというところを中心的に進めてきたということで非常に小さ

な金額だったんですけれども、年が明けまして令和６年度に入りまして、この販売会社さんと、あと観光協会

と鳥羽市とで何回も会議を開きまして、観光協会さんが運営されています宿泊観光周遊券に登録している事業

者さんが１４０ぐらいありました。一方で現地決済型に参加していただいているのは当時３０ぐらいしかなか

ったと。何とか宿泊観光周遊券と同じぐらいのレベルで参加していただけるように広げていこうということを

何度か会議しまして打ち合わせて、それで参画してくれる事業者さんを説得しに回るという取組を年度当初進

めておりました。 

  そういった形で、どんどん参画事業者を増やしていっているという取組を進めていきました。 

  以上です。 

○木下順一委員長 世古安秀委員。 

○世古安秀委員 努力をされていると思うんですけれども、さらにまた増やして、これの倍ぐらい、７５件です

ので、まだ参加されていないところもありますので、これをぜひ強力に進めていただくと、またもっとステッ

プできるんじゃないかなと。１０億円を目指してやっていただきたいなと。目標額１５億円を目指してやって

いただきたいと思います。 

  以上。 

○木下順一委員長 関連ございますか。 

（「ちょっと１点だけ関連で」の声あり） 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 加工品とかそんなん、自分ら食べたときあるか。自分らが買いたいなとか、やっぱり鳥羽から

一歩出たら、それはふるさと納税でこれあるよって寄附してくれと言えるような商品を鳥羽の人がやっぱりこ

れええぞと言わすような商品開発をせないかんいうことなんよ。新しいものが出た、新しいパッケージやでえ

えという話じゃなしに、そこまでやっぱり主導権持っとんやで、そこまで言うたって、お願いやで。食べてみ

やな自分らも。お願い。 

  以上。 

○木下順一委員長 ほかの項目ございませんか。 

（「違うところで」の声あり） 

○木下順一委員長 違うところですね。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 地域づくり推進事業についてお伺いします。 
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  令和５年度のときも正直いまいちやなという感じだったと思うんですけれども、５年度と６年度で、事業者

がやっていたことを私は知っているんですけれども、事業者の人から、最初からずっと聞いていたのは、この

事業の効果を発揮するには市の協力が欠かせないというふうにおっしゃっていたんですけれども、５年度と比

べて６年度は、市はどれだけ委託先に対して協力的にできたのかなというのを教えてください。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 市がどれだけ協力的にできたかという部分では、５年度と６年度で少し状況が違うところも説明

させてください。 

  令和５年度は始まりの年ということで契約期間があったのと、大変残念なんですけれども、その後にこのＩ

ＣＴのプラットフォームがうまく作動しなかった時期があって、そちらの対応に市の職員もちょっと追われて

いた時期があって、うまく市民の方たちに浸透させるのに少し時間がかかったのと、まあ言うたら最初マイナ

スのスタートで、悪い印象が市民の方たちに行ってしまっていたというところを事業者さんと一緒に回復する

ための努力というのをさせていただいていたというのが大きな事業の協力体制の一つの根幹になってしまった

というのがあります。 

  令和６年度になってからは、事業者さんと一緒に回るだけではなく、やはりこちらに聞こえてくる情報と事

業者さんが地域で回ってやっている情報というのは少し差があったりするので、それをお互いに情報共有する

ことで、よりニーズに沿ったやり方は何なのか、ほかにこういうことはできないか、もしくは違うエリアでこ

んなことをやっていないかみたいなのをこちらから要望させていただいたりというところが大きかったかなと

いうふうに思っております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ありがとうございます。 

  市の資料に出してもらっているやつで、事業を通じてマルシェ結などのイベントや地域活動を行う新たな団

体を発足とあったんですけれども、私このマルシェ結は正直この事業があったからできたものではあると思う

んですけれども、委託先の担当者の方がやりたいと言ったことがうまくできなくて、地域の人たちが結局最終

的には自力で頑張ったという流れだったと私は記憶しています。これは正直ここに成果として書いていいのか

なというところが疑問だなというのがあります、そういう事情があったので。 

  あと、この事業の評価として、よく閲覧率がほかの地域よりも高いという説明されていると思うんですけれ

ども、閲覧率高いだけだったらこのプラットフォームである必要はないんじゃないかなというふうに思います

から、やっぱりこの委託先に委託しているからできることというのを発揮してもらえたらなと思います。 

  ただ、一番最近担当になってくださっている方は、大分やり方変えてくださっていて、６年度より７年度の

ほうがいいものになっていくんじゃないかなという予測はできておりますので、ちょっと６年度の反省をしっ

かりしていただきたいなと思います。 

（「関連して」の声あり） 

○木下順一委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 お願いします。関連して。 
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  今、五十嵐委員のほうからも話がありましたが、別紙５のほうに示していただいておる登録者の人数、それ

から、シェアコンシェルジュということで、リーダーですね、登録者、これ増えています。 

  パートナー数も実質増えておるんですが、現状本当に、例えばコミュニティリーダーとかが活動されとるの

かどうかとか、もう登録したままそのままになっている方も多いんではないかというような状況も確認できる

んですが、登録者による閲覧とか、コミュニティリーダーの日常的な活用とかこういったところ、現状この数

字どおりなのか、現状はもう少し低いのか、このあたりどのように把握されていますか。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 倉田委員おっしゃるとおり、シェアコンシェルジュになられたからといって活動的にされている

方、もしくはきっかけとしてなってはみたけれども、なかなかそういったところまではまだいけていないとい

う方いらっしゃるというふうに認識しております。 

  このプラットフォームのところをのぞいていただいた方は分かるかと思うんですけれども、頻繁に上げてお

られる方、事業活動を上げておられる方いらっしゃる反面、上げていない方もいらっしゃる。ただ、上げてい

ないからといって別に事業をしていないというわけではもちろんない方もいらっしゃるということで、全体を

つかむのは少し難しいところがあるかというふうに認識しています。 

○木下順一委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 ありがとうございます。 

  人数は当然年々増えていくのは、これはもう自然的なもので、増加というのは。本当に実際に活用されとる

かどうかという部分では一番今後見通していく上で必要なのかなというふうに思います。また、そのあたりの

分析もよろしくお願いしたいと思います。 

  続けてよろしいですか。 

（「関連」の声あり） 

○木下順一委員長 関連で。 

○倉田正義委員 関連で続けて。このことで。 

○木下順一委員長 どうぞ。 

○倉田正義委員 お願いします。 

  いわゆる新しく鳥羽でＳＮＳを使われたということで、委託料１,６００万円以上のお金がかかっておると

いう状況なんですが、例えば先ほど五十嵐委員の言われたマルシェ結、これが１０月５日の開催イベントにつ

いて発信が９月頭に発信されています。閲覧数については一般からは見えないのですが、いいね数どのぐらい

あるのかなと見ました。このマルシェ結についてのインスタグラムも同様に配信されています。同じ資料が。

いいね数の比較をしてみたんですが、シェアタウンクラシェアのほうはいいね数が昨日で９件、インスタグラ

ムのほうは７０件、これだけ差があります。 

  インスタというと鳥羽の地域を越えて発信ができるところもあったり、関係人口の呼び込みやそういったと

ころの効果もあるのかなとか考えておるのですが、またそこの違い、予算について、こちらのほうがここは利

点なんだというところが、ちょっと私も見えませんもんで、ご説明いただければと思います。 

  以上です。 
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○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 インスタグラムもこの団体の方は同じような内容で発信されていることは承知しております。イ

ンスタグラムは個人のつながりで、その方の周辺の人たちに訴求しているものかというふうに思っております。 

  逆にクラシェアとばのアプリのほうは、そもそもこういった活動に少なからず興味のある方に発信している

ものというふうに認識しておりますので、ターゲット層というかそういったものは違うのかなというふうに思

っています。 

  分母が大分違いますので、いいね数も変わってくる部分はあるんですけれども、本来訴求したい人たちはつ

ながりを求めている人、もしくはつながりの中心になる事業を考えておられる方という方々に多くつながって

いただくことで波及効果が大きいのかなというふうに考えております。 

○木下順一委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 今の違いについてはよく分かりました。 

  委託先事業者等の人の入れ替わりも激しくて、これまでコンシェルジュとして活躍されてきた方が、前から

お世話になっとる方と連絡が取れないとか、そういったこともあったりして、なかなか継続が難しいというよ

うな話も聞いていますので、また、そういったところについても働きかけをよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、地域づくり推進事業、これ令和５年から始まって今年で３年目です。この６年に

関しては、もともとが地域共生社会実現の理念の下、大きな意味があったと思うんです。２０４０年の鳥羽市

の将来像を見据えて、人口が減ってもいろんなところに今まであった団体も含めてしっかりとつながりを下支

えしながら、今までなかったところにつながりを求めていくと。多世代であったりとか、いろんなことに広げ

るというところの誰もが多くのつながりを持つ地域共生社会へと書いてもらってありますけれども、本来の目

的はここやったと思うんですよね。 

  ここのために、今１年目、２年目はまず何をやるんやというところで、このコンシェルジュを含めて、コン

シェルジュはこの決算のところでは３０名を５０名にするという目標は達成されたと思うんです。イベントや

って、登録者数増やすという数字はあったと思うんですけれども、イベントをやったりだとか数字を広げると

いうところは本来の目的じゃないですよということは、恐らく最初のときに聞いたと思うんです。 

  そこではなくて、本来つながらなければいけないところ、今まであった既存の団体のさらにもっと外側の人

たちを助け合って、今なくなってくような地域であったりとか、自治会であったりとか、頑張る団体であると

いうところをしっかりとつなげていくということがあったと思うんです。 

  これの結果として６年度、決算に書いてありますけれども、既存に地域活動やつながりの下支え、年代や地

区を超えた新たなつながりづくりに取り組みましたと書いてありますけれども、実際実例としてどういう実例

がありましたでしょうか。 

○木下順一委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 すみません、今回出させていただいた資料の右側に書いてあるような内容が実例として出てきて

いるというのをちょっと表現させていただいたところでございます。 
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  地域活動やつながりの下支えとなるようなものというのは、働きかけは随時させていただいているところで、

やっと取組が見てきているところを紹介させていただいているというところでございます。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 それ非常に分かるんです。 

  今回出していただいたところというのは、イベント的にも集まりやすいような若い世代であったりとか、子

育て世代であったりとかというイベントがあるので、まずは取組としてここはいいかと思うんですけれども、

そうじゃなくて本当に目指すべきところはその外側の部分であるということなので、これをいかに多世代のと

ころにつなげていくかとか、今まであった団体のところにプラスオンしていくかというところにしっかりとつ

なげていかんと、これ巨額なお金が入って、３年間で恐らく６,０００万円以上になると思うんです。それを

やっている以上はしっかりと結果として、非常に見にくい、出にくいところというのは最初から分かっていた

ところやと思うんです。本来の目的は数字を広げるためとか、イベントでそこの人数を求めるんではなくて、

そこはつながりのきっかけづくりやということから外れずにしっかりと取り組んでいただきたいなと。 

  非常に難しいところやけれども、ここはどうしても鳴り物入りでやったところやと思うので、そこのところ

をしっかりと目標を見据えて関係性づくりをちゃんとまずつなげるように、行政としても間に入りながら、福

祉とかいろんなところも連携しながらやっていただきたいなと思います。 

  これがうまくいかないと、今後次に代わるものの中で地域をどうしていくんやということをまた一からやら

なきゃいけないと思いますので、よろしくお願いします。 

○木下順一委員長 答弁よろしいの。 

○濱口正久委員 もういいです。 

（「次いいですか」の声あり） 

○木下順一委員長 次、関連がなければ。 

  坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ５４ページの鳥羽への移住・定住応援事業についてお伺いいたします。 

  以前３月の予算委員会では、この新婚生活支援事業補助金というのに３００万円見込まれていたでしょうか

ね。５件ということで６０万円というふうにあったか思うんですけれども、この４５万３,０００円という、

ちょっと内訳について、内容について効果等聞かせてください。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 企画財政課の山本です。よろしくお願いいたします。 

  昨年度の実績についてなんですが、この補助金自体が二つの値段設定がありまして、若者世帯というところ

で３０歳以下の方が結婚する最大で６０万円、３９歳から３０歳の方が上限が３０万円という制度設計になっ

ております。 

  その中で、３０代の方が１名実績がありまして満額の３０万円、２０代の方が１組活用していただいたんで

すが、実績として活用されたのが１５万円程度となっておりまして、結果４５万円の実績となっております。

ただ、この６０万円の上限額に対して１５万円の支出になっているんですが、こちら繰越しできますので、本

年度残りの差額分４５万円が補助対象となって活用していただく予定になっております。 
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○木下順一委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 詳細な説明ありがとうございます。また今後も頑張っていただきたいと思います。 

○木下順一委員長 関連で。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 移住・定住応援事業の中で、中段のところなんですけれども、国内では移住者獲得が厳しくな

っていることからということで…… 

（「結婚のあれで関連したもので」の声あり） 

○濱口正久委員 それじゃそっちいきますか。 

（「さきにええかいな、結婚の関係で」の声あり） 

○木下順一委員長 それでは、世古副委員長。 

○世古雅人委員 私もこれ質問しようと思っていたんですよ。私も定住策のことでいろいろ一般質問させてもう

た中で、前市長がすごく肝煎りというか、すごくここを強調して、県の補助金、国の政策的なところがあるん

かな、あるいは。 

  それで、この中で所得制限もあったりしとるんですけれども、まず、そういう所得制限で支援ができなかっ

たというケースはありますか。それをまず聞かせてください。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 相談された方で所得によって対象外となった方はいらっしゃらないです。相談された方は基本的に

は所得内の方になっています。 

○木下順一委員長 世古副委員長。 

○世古雅人委員 事前に要綱とか見たら、該当するかしないかというのが分かるのであれなんですけれども、や

はり定住策として、私この担当課がどう評価をしているか。国の施策で県が今３分の２の補助があるので、こ

れはもうあっていいと思うんですけれども、本当に定住策を考えるのであれば、私ら議員が説明しとる、いろ

いろ提案しとる中で、しっかりとした取組をやっていただきたいなというのがこれ１点だけ言わせてもうとき

ます。実際、本当にこの事業が定住策に非常につながっているかというところをしっかりと考えていただきた

いと思います。 

  以上です。答弁要りません。 

（「僕も同じ」の声あり） 

○木下順一委員長 関連で。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 予算５００万円置いて３５０万円以上の不用額を残したということは、私はこれは失敗しとる

なと思うんですけれども、原因はどのように分析されていますか。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 要因としましては、もともと想定として結婚されている方何組いるかというのを市民課のほうで集

計を取らせていただいていて、その中で大体所得の中でおけるという、３分の１程度という想定の上での予算

計上になっています。ただ、予算計上して足りなくなるというのを防ぐために少し多めに置いているという部
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分はあるんですが、結果として申請が少なくなっているというのは見えていますので、そこは今後の予算計上

で考えていきたいなと考えております。 

○木下順一委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 ごめんなさい、それじゃなくて、なぜ申請が少なかったのかというのはニーズに合っていなか

ったというふうに分析されとるのか、何か別の要因があるのか、そんなような分析はされていますか。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 こちら国が制度設計しているものになりますので、なかなか市単独で組み替えるというのは難しく

なっているんですが、正直受付している中では、結婚してすぐにおうち建てるというところまでなかなか踏み

込まない方が多いので、ちょっと使いづらい制度にはなっているかなというのは感じております。 

○木下順一委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 いろいろあるんだろうなとは思うんです。 

  ここは要望のような形になりますけれども、いわゆる移住であったりとか定住であったりとかというのを、

成果ってどうふうにはかるかっていろいろそれぞれによって尺度は違うんかなとは思うんですけれども、なか

なか今現在９００万円程度の予算額で６００万円使っていただいて、移住であったり定住応援事業を行ってい

ただいているんですけれども、負担金、補助金としてある程度あめをぶら下げてもそれを使ってもらえやんと

いうことは、どだい鳥羽に興味を持ってもらえていないのかなというちょっと不安感があるんですけれども、

そういうわけでもないのかな。 

  このプロモーションなんかにも関わるんかなとは思うんですけれども、何か抜本的に変えていかないかんの

かなと思うんですけれども、いろんなことがあると思うんで、いろいろよくなるように頑張ってください。ご

めんなさい、これで収めます。 

○木下順一委員長 またそのあたりは振り返りでもしっかりやりましょう。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 途中になりましたけれども、今の流れからいくと、先ほど鳥羽の移住のプロモーションにしっ

かりとつなげるというような形の話になるかと思うんです。さっきはまちの制度の話だったんですけれども、

今回この移住応援事業で、海外のほうへ補正であったと思うんです。これプロモーションで攻めのほうで、帰

国を検討している人たちを、移住者獲得が厳しくなっている中で、新しいところを探しに行くんやと、鳥羽に

合った人を探しに行くんやということやったんですけれども、実際のプロモーションに行ったときの効果はど

んなものがありましたでしょうか。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 今回、昨年初めて取り組ませていただきまして、セミナーを開催させていただきました。そこの参

加者が２０名で、それとは別で個別相談をさせていただきまして、その際に５名の方が相談に来ていただいて

おります。その３か所の中から、皆さん、日本にある程度一時帰国という形で、海外在住ながら数日間は、年

間何回かは日本に帰ってこられるんですが、その一時帰国の際に３組の方が、もう実際に鳥羽を見に来ていた

だいております。その点ではやっぱり鳥羽と、まずは移住を促進していますという周知はできたのかなという

ところを感じております。 
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  また、この８月にもタイ日本人会の局長がこそっと関連していたんですが、鳥羽のほうを訪れていただいて、

実際に鳥羽とかがどういったまちかというのを見ていただいているので、その辺の周知というのは、プロモー

ションはできたのかなと感じております。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  そういうふうに徐々に結果として、すぐには出てこないと思うんですけれども、せっかくのこ゚縁いただいて、

タイとの関連性ができた中で、そういうふうに新たな日本へ帰国を考えている方をどんどん鳥羽のほうに今来

ていただく方もつながったということを聞いていますので、すぐには結果は出ないと思いますけれども、新た

な取組としてしっかりと取り組んでいただきたいなと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「次いっていい」の声あり） 

○木下順一委員長 ちょっと待ってくださいね。 

  次、５５ページまでの間ですか。 

（「はい」の声あり） 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 移住相談支援事業、これ新たに７名、３名から７名に増員しましたよね。ここに書いてある移

住相談実績というのは、令和６年のＬＩＮＥ登録数でいいんですね。これ移住相談も６年度でいいんですよね。

１９世帯、３１人も。どうですか。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 はい、令和６年度の実績になります。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 その下の経費で、家賃及び共益費、これは移住者に対しての経費ですか。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 こちらは移住コーディネーターの事務所として、うさぎのしっぽの２階の部分を借り上げています。

その家賃になっております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 令和６年、７名に増やしたわけですよね。ＬＩＮＥの相談１００件、３６５日で割ると７人が

する仕事としてはと見てしまうんですけれども、移住相談者数も４０件、電話とメール、これ７人が多分しよ

るんですよね。違うんですか。どういう捉え方したらいいの。７名の動きをちょっと知りたいんです。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 こちら７名に増員しているのが定住支援員の方になります。なので、鳥羽へ移住された方で移住し

たての方をサポートしていただく方たちになっております。基本的には地域おこし協力隊の活動のサポートを

していただくような活動をしていただいております。ＬＩＮＥの相談とかは基本的には移住コーディネーター

が１人で行っております。 
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○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 その７名が新しく１９世帯３１人に対しての鳥羽の紹介とか暮らしの情報発信、またはこちら

へ移住するときの相談員になっとるわけですよね。７名全員が１９世帯のうちの何件ずつやったんですか。そ

んなん分からない。 

  これ７名いうんは全部よその人ですよね。地元の人なんですか。定住支援員ですから。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 ７名の方に関しては住民の方になります。市民の生活のサポートという形になりますので、町内会

のこととかの移住者の方とのサポート、連携できるようにパイプ役として活動していただいております。なの

で、１９名の方に対してというよりは、もう累計の移住されている方、これまで移住されている方たちのサポ

ートになっております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ちょっと分からんよって、コーディネーターさんは鳥羽じゃない方がやっとるわけですね。こ

の７名はもともと鳥羽じゃないけれども、移住・定住してきた方々がやっとるわけですよね。違うの。 

（「地元の人」の声あり） 

○木下順一委員長 山本係長、説明のほうしっかりと。 

○山本係長 すみません、７名の方なんですが、なかまち会の濱口和美さんとか、石鏡町の寺本佐一さんとか、

本当に住民の方、実際に移住相談とか受け入れていただいたり、実際にサポートされている方たちを任命させ

ていただいています。それプラスアルファで元地域おこし協力隊の佐藤創さんとか、移住された方になるんで

すが、行野慎平さんとか、そういった方たちに、実際に移住してどういった暮らしをするかとか相談役として

定住支援員になっていただいております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 この１９世帯の３１人に対して行ってもうたと思うんですけれども、その７名で１９世帯です

よね。毎日相談に乗っとるんか、それとも１回こういうまちですよと連れて歩くんか、どういう作業をしとる

んですか、支援員さんは。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 こちらの移住者数に関しましては、昨年度の移住された方になります。サポートというか相談して

いただいている方は、これまでの今まで移住相談で来られた方とか、あと窓口を通っていない普通に就職され

た方とか、そういった方とかもいますので、この１９世帯３１人に対してだけではなくて、本当に幅広く累計

の移住された方の支援をしていただいています。 

  ただ、本当に毎日毎日お世話で案内するとかではなくて、本当に相談があった際に、月数日間稼働していた

だいている程度になっております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ３名から７名に増やしたわけでしょう。ということは、３名では足りんから７名に増やしたと。

その要素は何なん。定住・移住者がどんどん増えたというの。じゃないですよね。 

○木下順一委員長 山本係長。 



－65－ 

○山本係長 もともと３名配置していましたのが、これまで移住のモデル地域としてなかまちと、あと答志和具

と石鏡町で３名の方を配置しておりました。ただ、もうほかのまち全体が移住者というのを受入れというのを

促進していくということになっていますので、ほかの地域でも新たに配置して、移住促進の機運醸成も含めて

なんですけれども、取り組んでいこうという形で範囲を広げて市全体で受け入れるように拡大しているという

ことになります。 

○木下順一委員長 尾﨑委員、ご理解くださいよ。 

○尾﨑 幹委員 ええんやけれども、今後やっぱりしっかりと訪問者の数とかそんなん分かっとるわけで、書か

な。これ見とると、ただＬＩＮＥとメールと、１９世帯に対してこの７人がやっとるようにしか見えへんよっ

て、それ以外の方が何人鳥羽を一度体験してもうたいうならば、何件来たかとか、どこの地域に何件来たかと

か、そういうやっぱり流れをしっかりとつくっていただかな。これだけ見とると、すごいええなあと。７人で

これをこなそうと思ったらどうと。すごいですよね。１人当たり月５万円払っとるわけやで。そこら辺はやっ

ぱり考えてやらな。 

（「違います」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 報償費。 

（「違います」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 ほんだらそれも説明せな。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 報償費に関してなんですが、これ移住コーディネーター、専属で月２０日間稼働する方と定住支援

員の方も含めている形になります。移住コーディネーターに関しては月２６万円になっております。定住支援

員に関しては月２万円の報償になっております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 もうちょっと詳しく出さなあかん、これは。しっかりと出さな。これだけ見とったらええ商売

やなと思うで。鳥羽の人が、やっぱりしっかりと本当に鳥羽に住んでいただきたいと思うならば、本当に根本

から変えていかなあかんわけやで。空き家ここにあるよって住んだらどうですかという話では、今後の防災対

策ではもうほとんど無理やで。そこをちょっと考えて、もうちょっと詳しく入れて。そうせな変わった理解の

仕方してしまうよ。どうですか。 

○木下順一委員長 山本係長。 

○山本係長 すみません、もうちょっと内訳つくって、すみません、提出させていただきます。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 一つ言うておくけれども、そこの地域に配備されとる協力の人らの、議員さんだけ知っとって、

僕ら一切知らんわけやで。そこは共有せな。そのためにこういう決算があるんやで。そのときにどこに何人、

どういう方々が何件来たと。どの方が本来は対応したと。それぐらい出すのお金発生しとるんやで。これ税金

やで。はっきりしといてください。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 
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  次いってよろしいですか。 

  １時間半なってきたんですけれども、企画だけ終わらせたいかなと思いますが、続行させていただきます。 

  ご質疑もないようですので、次に、５６ページ下段、統計調査管理業務から５９ページ下段、定期航路事業

特別会計繰出金までの範囲でご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（午後 ２時２９分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ２時３９分 再開） 

○木下順一委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、総務課の決算成果について、担当課の説明を求めます。 

  総務課長。 

○勢力総務課長 総務課、勢力です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算成果説明書は６０ページからになりますので、そちらをお願いします。 

  総括です。総括など総務課の事業について主なものを説明させていただきます。 

  総括で、内部事務として、職員の人事・健康管理、福利厚生事業のほか、研修による職員の資質向上に努め

るとともに、行政事務全般における各課の下支えを行っております。 

  財産管理では、菅島採石場に関し地元町内会から提訴された案件について、最高裁判所に上告提起等を行っ

ていましたが、上告の棄却及び上告受理申立ての不受理が決定されたところでございます。 

  防災業務では、南海トラフ臨時情報の発表、能登半島地方の被害など、その教訓を踏まえた備えへの取組を

行いました。また、町内会、自治会が実施する自主防災活動や自主防災倉庫等の整備に要する費用を補助する

など、防災意識の向上に努めました。 

  続いて、新たに実施した事業でございます。内部事務では、人材育成担当課長補佐を配置し、職員、特に若

手職員へのヒアリングを行うことで考えなどの把握に努め、職員個々の能力等を最大限に発揮できるよう支援

しました。 

  また、防災業務啓発活動では、災害時協力井戸登録制度を開始するほか、市の消費期限間近のアルファ米を

活用した防災備蓄活用促進事業を実施したところでございます。 

  次に、予算を伴わない事業につきましては、こちらも防災業務になりますが、公益社団法人日本非常食推進

機構が主催するみんなの防災キャラバンを開催し、市町村防災力強化出前研修を活用してイベントを開催した

ところでございます。 

  続いて、各事業の説明をさせていただきます。 

  決算成果説明書は６１ページをお願いします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目１一般管理費の予算額は５億３,３９９万４,０００円で、決算額は５億

２,９０９万２,０００円でございます。 

  その下、給与等管理業務の予算現額は５億１,０８７万５,０００円で、決算額は５億９１５万円となってお
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ります。内容といたしましては、特別職２人と一般職員４５人分の人件費で、職員数の増員による給与などの

増や、退職手当についても定年退職及び普通退職者の増加により、職員手当ですが、全体で６,４１１万円の

増加となりました。そのほか、児童手当支給事務の法改正に対応するため人事給与システムの改修を行い、職

員の児童手当支給事務に努めました。 

  続いて、６２ページをご覧ください。 

  職員健康管理業務では、予算現額３７６万７,０００円、決算額は３３４万８,０００円でございます。内容

といたしましては、前年度と同様に職員の健康管理業務を行いました。 

  また、健康診断の結果としましては、真ん中やや下に表がありますが、昨年までの判定内訳が変更となりま

したので、昨年との比較はできていないですが、判定項目の近いところを見ますと、ちょっと悪化傾向にある

のかなというような結果となっております。 

  次ページの３段目かな、表の三つ目になりますが、年次有給休暇の状況は年々取得率が向上し、令和６年は

前年より１.５ポイント上昇の３２.１％、平均取得日数が１２.３日となりました。 

  続いて、昨年と変わらない業務が続きますので、６６ページのほうまで飛んでいただいてよろしいでしょう

か。 

  人事管理業務でございます。予算現額１７１万６,０００円、決算額は１７１万４,０００円となっています。

行政需要に対応できる人材確保のため、職員採用試験を前期、後期、２次募集と３回実施しました。採用試験

に当たっては、引き続き自治体専用の職員採用管理システムを活用し、応募受付から採用決定に係る事務を一

元管理しており、採用試験事務の簡素化及び効率化を図りました。また、受験者側では、応募の手続の軽減に

よる利便性や募集拡大を図ることができました。採用試験実施状況は表のとおりでございます。 

  横のページになります。右の６７ページですが、また、能登半島地震及び奥能登豪雨災害においては、石川

県輪島市に、令和５年度の５人から令和６年度では１２人の職員を派遣しました。主な派遣内容はそのページ

に記載のとおりでございます。 

  続きましてその下、研修でございます。予算現額は１８５万５,０００円、決算額は１１０万５,０００円で

ございます。三重県市町総合事務組合が開催する各種研修へ職員を派遣するなど、職員の資質向上に取り組み

ました。また、複雑・多様化する市民ニーズ、そのほか業務に合わせた研修を実施しております。庁内研修で

は、職員自らが講師となり、業務に直結するような研修内容も継続して行っており、各研修の状況は６８ペー

ジ１項のとおりでございます。 

  続いて、６９ページ下段をお願いします。 

  目２文書広報費でございます。予算現額は１,２８４万９,０００円で、決算額は１,２３８万２,０００円で

ございます。文書広報事業も同額の予算額で１,２８４万９,０００円、決算額は１,２３８万２,０００円とな

っております。引き続き、広報とばの発行に努める中で、より分かりやすく見やすい紙面づくりを目指して、

ＱＲコードの掲載を増やしたり、特にお知らせをしたい特集記事を前のページに掲載するなど工夫し、市民に

親しまれる広報紙づくりを心がけました。 

  ７０ページをご覧ください。 

  続いて、目５財産管理費で、予算現額は４,１４５万５,０００円、決算額は３,４３６万８,０００円でござ
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います。 

  庁舎等維持管理業務では、予算現額３,１６３万２,０００円、決算額は２,６２４万８,０００円でございま

す。通常の庁舎等の維持管理業務を行いましたが、前年度に行いました工事請負費で、本庁舎、西庁舎におき

まして庁舎空調設備改修工事が皆減となったことから、大幅な決算額の減額となっております。 

  続いて、７１ページをご覧ください。 

  市有財産管理業務のほうです。予算現額は９０９万４,０００円で、決算額は７４０万４,０００円でござい

ます。市有財産の管理や処分を適正に行うとともに、自主財源確保のため普通財産の貸付けや売払いに取組を

行いました。 

  普通財産の売払いは中段のほうに記載しておりますが、一つ目の鳥羽三丁目の部分については、大山祇神社

から下りて正面の鳥羽消防団の分団のあったところでございます。また、その下の船津町字石代の部分は、旧

鳥羽消防署の部分で、これは令和５年から入札をかけておりましたが、やっと６年で売れたというところでご

ざいます。その他、以下掲載させていただいて、歳入のときも説明ありましたが、財産収入で２,１５６万

２,０００円の収入となっております。 

  また、前年度から７６７万２,０００円ほどの減額となりましたが、これは工事の執行済みによる工事請負

費が減少したことによるものでございます。 

  続いて、７２ページをご覧ください。 

  総括でも説明しましたが、菅島採石場については、菅島採石場の緑化を含む安全対策が早期かつ着実に進捗

するよう、三重県に採石法に基づく採石業者への指導監督の強化を求めたところでございます。菅島採石場の

裁判対応では、令和６年１１月２７日に第三審、最高裁判所において上告棄却及び上告受理申立ての不受理が

決定されたところでございます。 

  次に、７３ページをご覧ください。 

  入札契約事務事業ですが、予算現額７２万９,０００円、決算額は７１万６,０００円でございます。市が行

う建設工事等の入札や全庁的な取りまとめが必要な案件の入札・契約事務など、昨年と同様の業務内容を行っ

ております。入札状況などを７４ページに記載しておりますので、ご覧おきください。 

○木下順一委員長 寺田副参事。 

○寺田副参事 総務課防災・危機管理担当の寺田です。よろしくお願いします。 

  それでは、決算成果説明書の７５ページの下段をお願いします。 

  目１０の防犯対策費につきましては、予算現額３６１万７,０００円、決算額は３２８万１,０００円でござ

います。 

  ７６ページ上段の防犯対策推進事業につきましては、予算現額３３１万７,０００円、決算額は３２８万

１,０００円でございます。犯罪の防止と地域の防犯力向上を目的として、鳥羽市生活安全推進協議会をはじ

め町内会、自治会、警察、関係団体と連携して、各種自主防犯活動に取り組みました。 

  また、防犯灯整備事業として、自治会連合会に補助を行い、３０の町内会、自治会で９９か所の防犯灯が整

備されました。前年度と決算額の差は人件費や物価高騰に伴い防犯灯整備に係る単価が上昇していることなど

によるものです。 



－69－ 

  続きまして、決算成果説明書、７６ページの下段、目１２防災対策費をお願いします。 

  予算現額３,７７７万２,０００円、決算額は３,４１８万４,０００円でございます。 

  ７７ページ上段から７８ページの災害予防対策推進事業につきましては、予算現額２９５万７,０００円、

決算額は２５９万４,０００円でございます。気象警報発表時には市災害対策本部を設置し災害対応に当たっ

たほか、大規模災害発生時における県外市町や各防災関係機関等との連携強化を図るため、協定締結による受

援体制の強化に向けた取組を進めました。 

  また、職員研修として、気象台から地域防災官を招き、気象勉強会や三重県ほかが主催する事前復興まちづ

くり研修会を実施し、災害対応能力の向上を図りました。 

  続きまして、７８ページ下段から７９ページの地震対策推進事業をお願いします。 

  予算現額１,７３５万６,０００円、決算額は１,５６０万９,０００円でございます。津波避難対策として各

町内会・自治会が実施する一時的な滞在場所となる屋外の津波避難場所への防災倉庫の設置や、防災資機材整

備に要する費用の一部を補助したほか、津波避難場所へ安全かつ迅速に避難するための避難路整備に係る費用

を補助したことで、地域の防災力の向上を図りました。 

  令和６年８月から、地域にある井戸を事前に登録しておくことで、災害時の生活用水を確保する災害時協力

井戸登録制度を開始し、４町内会から６４件の申請があり、合わせて２５件の井戸を登録しました。 

  津波対策として、迅速かつ安全に避難できるよう市指定津波避難場所である旧長岡中学校屋上に通じる避難

階段設置工事を実施しました。 

  前年度との決算額の差は、これらの新規取組によるほか、令和５年度から再開しました津波避難路整備事業

を前年度より１０町内会増の１４町内会で実施したことによるものです。 

  ８０ページ上段、防災資機材等整備事業につきましては、予算現額５５１万５,０００円、決算額は

４８４万１,０００円でございます。大規模災害時に備え、備蓄品の入替えや防災資機材等の整備を行い、避

難所における生活環境の向上に努めました。 

  前年度との決算額の差は、能登半島地震の教訓を踏まえ、災害対応ポータブルトイレを購入したことや、ア

ルファ米の備蓄入替えに伴い購入数量を増加したことによるものです。 

  ８０ページ下段、自主防災組織等支援事業につきましては、予算現額３０万円、決算額は２１万

５,０００円でございます。地域における防災活動の活性化を図るため、自主防災組織が実施する訓練等に対

して助成を行いました。前年度との決算額の差は、コミュニティ助成事業補助金が皆減したことによります。 

  続きまして、８１ページの上段、防災情報提供推進事業をお願いします。 

  予算現額１,０９２万９,０００円、決算額は１,０２９万１,０００円でございます。市の防災情報伝達手段

である防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の維持管理のため、保守点検や修繕工事等を行い、

適切な維持管理に努めました。前年度の決算額との差は、鳥羽駅前表示灯撤去工事などが皆減したことにより

ます。 

  ８１ページ下段から８３ページの防災啓発活動推進事業についてお願いします。 

  予算現額７１万５,０００円、決算額は６３万４,０００円でございます。災害時においては自助・共助・公

助は重要であることから、地域等が行う訓練への支援、広報や出前とーくを通じて防災啓発を行うことなど、
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市全体の防災意識の向上に努めました。 

  主な事業について説明させていただきます。 

  主な事業１の市防災訓練につきましては、例年実施しております南海トラフ地震発生後の津波・土砂災害等

から命を守るため、各家庭・職場などその場で地震から身を守る行動を取った後、津波避難場所まで避難する

訓練を実施いたしました。 

  主な事業２の遺体安置所設置訓練につきましては、県と市町の総合防災訓練の一環としまして、三重県警察

や各医師会、歯科医師会等の関係機関と共に西庁舎で実施いたしました。遺体安置所での各機関の役割分担や

作業内容を確認いたしました。 

  主な事業の３、防災講演会につきましては、東日本大震災発生当時避難所となった中学校の校長として、避

難所運営の経験をされた語り部の方を講師に招き、防災講演会を開催いたしました。 

  ８２ページになりまして、主な事業の４番目です。 

  防災備蓄活用促進事業につきましては、災害用防災備蓄食品（アルファ米）を活用し、防災啓発イベントを

行い、市民の防災意識の向上及び防災備蓄の廃棄削減と有効活用を図る取組を実施いたしました。市の消費期

限間近のアルファ米を活用したリメイク料理教室やリメイク弁当のレシピの作成を行いました。作成したレシ

ピは、市内の福祉施設において活用されました。 

  また、赤ちゃんのいるご家庭への防災啓発として、赤ちゃん防災バッグ配布事業や赤ちゃん防災講座を実施

しました。 

  主な事業の５、みんなの防災キャラバンｉｎ鳥羽につきましては、ＮＰＯ法人の主催により、自助・共助・

公助の精神を深め、地域住民や関係機関が協力し合い、災害に強いコミュニティ形成を目指し、防災講演や市

内の児童生徒による取組の発表、企業による展示ブースなどを行うイベントを実施いたしました。 

  このほか、８２ページに記載のとおり、安楽島小学校と加茂中学校の体育館での避難所宿泊体験訓練の実施

や、地域や学校、企業等を対象に防災訓練の支援や出前とーく等を行いました。 

○木下順一委員長 総務課長。 

○勢力総務課長 続きまして、８３ページをお願いします。 

  目１４情報管理費です。予算現額は１億１,９８２万２,０００円、決算額は１億１,８０８万９,０００円と

なっております。 

  一つ飛びまして、庁内情報化推進事業です。予算現額は３,６９９万１,０００円、決算額は３,５７７万

７,０００円でございます。 

  ８４ページのほうで、内部事務系ネットワークやＬＧＷＡＮの維持管理を行うなど経常的な業務を継続して

行うことで、適切なセキュリティーを確保しています。 

  また、パーソナルコンピューター、パソコンですが、自庁で購入、設定、維持管理を行ってきたものをリー

スにより調達し、一括集中管理できる環境としたことで、職員の負担軽減、業務の効率の維持向上を図ること

ができました。このことで、前年までありました備品購入費が減額となっております。 

  そのほか、庁内ＷｅｂＧＩＳシステムのバージョンアップやネットワーク機器の更改により、庁内システム

の利便性向上とネットワーク環境の安定運用に努めたところでございます。 
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  続きまして、８５ページをご覧ください。 

  社会保障・税番号制度事業は、予算現額１,２８３万２,０００円、決算額１,２３７万５,０００円でござい

ます。社会保障・税番号制度において、全国の自治体等と情報連携を行うため、システムとネットワーク環境

の維持や保守を行うなど、昨年と同様の事業内容です。こちら負担金及び補助金で掲載しております中間サー

バー・プラットフォームＡＳＰサービス利用負担金が３８７万６,０００円増額となりましたが、これは、国

の機器更改に伴うもので、その差額分、増額分は国庫補助金により補塡されているところでございます。 

  以上が総務課の事業となります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

○木下順一委員長 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  初めに、６０ページ総括から６９ページまでの研修の範囲でご質疑はございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ６２ページの健康管理業務、説明いただいたんですけれども、再検査から治療中、これやっぱ

り９割占めとるわけですよね。これを異常と思わんだらどこを異常と思うのか。その下に移って、５０７人が

受検したストレスチェックですけれども、４５人が高ストレス、その次にいって健康管理業務、ここいきます

よ。この間も言うたけれども、やっぱり年次有給３０％、これが本当に正しいのか。令和５年と令和６年比べ

ると１.５ポイント上がったと３２.１、それで取得した日数が１２.３、これ本当は全部取って当たり前です

よね。 

  この間も言いましたけれども、民間企業の平均が６５.３で、これはいかんとなっとるんです。民間企業と

公務員の違いは何ですか。同じ働く中で、これ取れない原因は何があるんですか、休みを取れない原因。 

○木下順一委員長 総務課長。 

○勢力総務課長 尾﨑委員、昨日の行政常任委員会のほうでもそういう指摘をいただいて、日々年々毎年検討し

ているところでございます。今安全衛生計画の中では目標を達している状況で、現状に合わせた上昇を見越し

た運用はさせていただいておるところでございます。 

  ただ、少し言い訳すると、民間さんのほうで取得する日数が１０日前後の取得のところもあれば、鳥羽市の

場合は２０日あります。持ち越しをしておりまして、うちは最大４０日あり得る方があると、それから計算す

るとこういう３０％になってしまうというところで、今、尾﨑委員が言ってように、民間さんはもう確実に十

何日の、２０日あるところもあるかも分かりませんけれども、１２.５ぐらいの有給取得日数に対して、完全

取得するようにやっている事業がありますので、それで１００％いくと持ち越しがありませんので、多くの取

得率になるのかなというのはあります。 

  公務員に関しては、これが確実に２０日取らないといけないというところは法律違反にはなっていませんも

んで、そこら辺はちょっと事業のところがありまして、そこは事業に合った運用をさせていただいていると思

います。 

  なるべく取っていただくように総務課としても努力はしているところで、一つの例としましては、夏休みの

取得日数を確実に消化する期間を延ばしたりとか、そういうことも取り組みながら少しでも取っていただける

ような状況を準備しているところでございます。 

  以上です。 
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○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 最初の健康診断結果の治療中９１人、この方々は働きながらやっぱり治療しとるんですか。そ

れとも入院しとるんですか。 

○木下順一委員長 総務課長。 

○勢力総務課長 先日、うちの課長が入院しているとかありましたけれども、これはあくまでも人間ドックであ

ったりとか健康診断ですね、内部で行っている診断の中で出てきているところで、入院しているという職員は

そこまで聞いておりませんので、通院しながらの治療だというふうに認識をしています。 

  参考までに昨年と比べられないということで説明させていただきましたが、ここはちょっと少なくなってい

るところがあります。また、高ストレスのところも４５人で多いです。昨年より５０人から４５人で５人減っ

たところであるというところはちょっと報告をしなくて申し訳なかったんですけれども、そういう状況も改善

されているところも、少ないですけれども、一部あるというところでご承知いただければありがたいです。 

  以上です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 現状を説明してくれるのはええけど、こうなった原因、要因、それはどう思っとんのという話

ですよね、僕が聞いとるのは。この現状をどう把握して、どう改善していくかというのを聞いとるんです。 

  先ほども言うたように、再検査というたら１日休んで検査せないかん。精密検査というと、ひょっとすると

二、三日かかるかも分からない。治療を１か月と言われたら１か月働きながら治療、病院に通わなければいけ

ない。そういうこと自体がストレスになっとる可能性は大ですよね。 

  それで、それでなくても有給がうまいこと使われていない。有給を目いっぱい使えば、この健康診断結果は

かなり変わってくるんじゃないかと。それを危惧しとるのは民間企業です。働き方改革でうちみたいな朝８時

から出てきて５時までおるという働き方も公務員、やっぱり変わっていかな。その人に応じた対応ができるよ

うにしてあげて当たり前かなと。そうせな働く人が来ませんで、ここ。 

  このような状況で１.５ポイント上がったいうて大きな顔されるとやっぱりちょっと困る。これ１００％取

って当たりなんやでさ。 

  それで、若い子なんて特にそうやと思うよ。もう管理職になってきたら仕方ないと諦めながら働いとる人多

いと思うけれども、社会情勢が変わっています。本当にこういうことを考えた時代から、もう２０年に一遍は

もうしっかりと見直していかないかん。それでも遅いと言われとるのが民間ですよね。本当にそれをやってあ

げやな、住民サービスの低下にこの結果がいってしもうとるんなら、即座に改善よね。そこまで言いません。 

  それで、こういう有給も３分の１しか取れないということ自体が、やっぱりこの職場は悪い職場とそういう

見方をしてしもうて当たり前かなと。そこを総務課長しっかりと、やっぱり職員さんあっての市役所、その市

役所があっての市民サービスと考えるならば、しっかりとここら辺はメンタルをしっかりとしたってください。

そうせな鳥羽市役所なんて行ったらひどいことになるぞとか、悪い言葉を言うといかんよって言わへんけれど

も、いろんなことが起こってくる。それが今現状になってきとるんじゃないかと思っています。 

  本当にここを改善してあげやな楽しい職場、やっぱり働いとってよかった、鳥羽市役所でと言わさな。それ

でなくても辞めていく人はきついと言うて辞めていくんですから。そこはこれが原因じゃないかなと思っとる



－73－ 

よって質問します。 

  もう答え要らん。しっかりともうちょっとメンタルを、しっかりと職員のことをしたらな。そうせなやっぱ

り議会まで同じようなことが起こってくる。やっぱり一つの問題を解決するのに１人でできたらええよ。そう

じゃない仕組みになっとるわけやで、そこをしっかりとやったってください。 

○木下順一委員長 尾﨑委員、よく分かりましたので。 

  総務課長。 

○勢力総務課長 ありがとうございます。 

  心強いお言葉いただきました。 

○尾﨑 幹委員 議会がおかしいんやで、俺に言わせたら。 

○勢力総務課長 よろしいですか。心強いお言葉いただきましてありがとうございます。そのように努めていき

たいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○木下順一委員長 関連は。 

（「関連」の声あり） 

○木下順一委員長 関連。 

  南川委員。 

○南川則之委員 関連で、尾﨑委員の切実たる訴え、私も同感です。 

  それと、総務課長はいろいろ言われていますけれども、総務課長だけではいかんということで、市役所全体

で取り組まないかんということで、前任の副市長にも何度も言って、この令和６年度は前任の副市長の時代で

したけれども、ずっと改善されていないということですもんで、新しい副市長にぜひこういった状況も踏まえ

て、しっかり議論して、職員の健康管理業務の中で改善できる体制というのをしていただきたいなと思います

けれども、副市長のご意見をお願いいたします。 

○木下順一委員長 副市長。 

○大野副市長 この数字見させていただいて、やはりちょっと皆さんおっしゃられているように休日も取りにく

い、取れていない状況にあるというのは数字でも今見させていただきました。 

  それで、やはり職員が元気に、市長も言っているモチベーションも高く仕事を進めていくためには、やはり

休暇をしっかり取っていくというところも大事かと思います。やはり休暇を取りやすい職場というか雰囲気も

つくっていくことは大事かなと思っております。 

  そのためには、例えば課単位でそういう雰囲気づくりをつくっていくのも大切でしょうし、誰かが休んだと

きにそれをフォローできるような体制をつくっていく必要があろうかと思います。そうすると、普段からやは

り何でも話し合える雰囲気づくりをした上で、それぞれが何をやっているか情報共有しながらしたら、いざ休

みたいときに休んでいただいてもほかの人がフォローできるような体制をつくっていくというところが大事か

なとは思っています。 

  例えばドラスティックに変えることはなかなかすぐにはできないかもしれませんけれども、例えばグループ

ウェアのカレンダーに休みたい希望を各担当者さんが書いたときに、それがなるべく皆さん、その担当の方が

休めるようにお互い協力しながら、仕事もフォローしながら、仕事ができる環境づくりというのをつくってい
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きたいなと思っております。 

  以上でございます。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 副市長、ありがとうございます。 

  事務方のトップとしてぜひいろんな議論をしていただきたいなと思います。総務課長が言ったように夏休み

も取れる体制というけれども、定期船課の船員なんかは５日間、１日も取れていなんですわ。そういった実績

がある中で、全然改善をされていないというと、本当に副市長言われたようにモチベーションも下がりますし、

業務的にも安全運航も難しいかなと思いますし、一般の職員も同じやと思いますので、ぜひこのところも含め

て全員で協議しながら、先ほど副市長が言われたように、そういったグループウェアに投げかけると、それで

助け合いをするということも必要やと思います。早期にいろんな検討をしていただくように要望をさせていた

だきます。 

  以上です。 

○木下順一委員長 関連はありますか。 

  世古雅人委員。 

○世古雅人委員 関連で。いろんな助け合いいうのは大事やと思うんですけれども、これは副市長言われました

ように、休みとかそういうのもありますけれども、仕事が多過ぎるというか、仕事に追われるから休めない、

これが私は現状やと思うんです。 

  それで、やっぱり人、人件費がどうのこうのと今まで盛んに言われてきましたけれども、尾﨑委員が本当に

熱入れてあれしますが、これ尾﨑委員だけじゃなしに、ほかの濱口委員も盛んにこういう一般質問をしていま

す。やはりこういう今の職場環境というか、人の仕事量、この見直しとかそういったところから、これ鳥羽市

役所が一番ここを改善しないと、さっき言った問題点、病気やいろいろ退職、そういったところが全部絡んで

いると思うので、私が言うまでもなくほかの皆さん、ほかの議員が皆同じ思いやと思います。 

  その辺をしっかりと捉まえて、総務課を中心に、副市長、市長と一緒にそこのところに力をはっきり言って

入れていかないと、いろんな重要課題に取り組もうとしても、思いだけで実際はできないと私は元職員として

思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。これは意見として言わせてもらいます。 

○木下順一委員長 力強いエールです。 

  関連はございませんか。 

（「違うところで」の声あり） 

○木下順一委員長 別な項目であったら。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 内容的にかぶるかも分かりません。僕、６６ページの人事管理業務のところでちょっと聞きた

かったんです。 

  採用状況で、令和７年度の採用実施の中で、受験者数が、一般事務職が１９名とあります。ここ数年こうい

うような数字なのか、採用が７名なんですけれども、近隣市町も比較してこれは多いのか少ないのか、こうい

うのが当たり前なのか、ちょっとその辺まず教えていただけますか。 
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○木下順一委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 総務課の宮本です。よろしくお願いいたします。 

  県内市町によっても様々ではあるんですけれども、比較的小規模の自治体においてはこれぐらいの受験割合

をここ数年は推移しているという状況が見られます。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 右側の職員の異動状況のところでいくと、令和６年度の一般退職者数が１９名と、定年が２人

で普通等が１７人で、結果的入れた数よりも多くの数が辞めていて、それに追いついていない状況です。それ

が先ほど皆さんが言っているような職員の働き方とかに影響してくるのかなというのがあるんです。 

  これ実際採用のところでいきますと、船員のところは令和６年度に関しては実際もうゼロ、受験する人もゼ

ロと。今はもう２８で、この辺のところは散々言いましたので触れませんけれども、令和６年４月１日現在の

３３０人のところが全体で、一般事務職、先ほど言われていましたけれども、１５６のところが本当に正しい

のかどうなのか、定数管理計画のところというのは、実際その辺のところは検討されていますでしょうか。 

○木下順一委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 職員定数管理計画をつくっておりまして、計画によりますと、令和８年４月１日時点の職員定

数を３３７名で設定をしております。設定した計画から設定した数値だけ見させていただいても、この数字と

いうのはかなり低い数字で推移してしまっているというのが現実の話でございます。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 最近もうずっとＤＸのところ、何年か議会のほうからも言っているところは、今のこの定数計

画そのものが合っているのかということと、それから、業務量を減らす中でしっかりと、今ＤＸ取り組んでい

ただいていますけれども、真剣にこれ取り組んでいただきたいなというのがありますので、もう散々今いろい

ろな話をされましたので、私はそれ以上言いませんけれども、この管理業務のところで聞きたかったのは、今

これだけ受験者数はいますけれども、本当にこれがいなくなったら、定期船課のようにいなくなったら、どう

なるんやというのがありますので、離職率を下げるということを全力でやらんとどうにもならないと思います

ので、そのところしっかりと取り組んでいただきたいと思いますけれども、それについてはどうでしょうか。 

○木下順一委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 先ほど尾﨑委員のほうからも年休取得のこと言っていただきましたけれども、市のほうがしっ

かりと職員のモチベーションを上げていく施策を強化してやっていくという話もしておりますので、７月から

モチベーション係が立ち上がりましたので、何か目に見える変化をぜひ表に出していきたいなというふうに思

っています。 

  あと、職員採用の件につきましても、採用試験の内容とか、採用の条件とかその辺も、今年度も少し見直し

てはおりますけれども、今後見直しながら受験者数自体も伸ばしていくような工夫もしっかりしていきたいと

いうふうに思います。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  せっかく採用したこの１６名、辞めていかないように、離職率を下げないと延々とこれ繰り返しになります
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ので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「関連で」の声あり） 

○木下順一委員長 関連で。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 確認なんですけれども、受験者数と採用者数が同じの技術職２名、２名と管理栄養士１名、

１名はこの人数が欲しかった分ちゃんと取れているという認識で合っていますか。 

○木下順一委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 募集をさせていただいた人数、定員枠丸々取れている状況になります。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ありがとうございます。ちょっとそこが分からなかったので、ありがとうございます。 

  あともう一つ確認なんですけれども、職員の異動状況のところで、辞めた方が１９人、先ほど濱口委員も話

していらっしゃいましたけれども、定年２人で普通等１７人とあるんですけれども、普通等はもうみんな普通

退職なのか、それともそれ以外の退職があったのか教えてください。 

○木下順一委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 普通退職、途中退職も含む形にはなります。あと、令和５年度から定年延長の制度ができてお

りますので、例えば６０歳になっても１年延長していくという制度になりますので、仮に６０歳でこれまで定

年だった方が６０で退職されると普通退職という扱いになってしまいますので、その数字も入っているという

ご理解をいただければと思います。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 そしたら、勧奨退職とかそういった類いのものはなかったということ。 

○木下順一委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 はい、おっしゃるとおりです。 

○木下順一委員長 よろしいですか。 

○五十嵐ちひろ委員 大丈夫です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  倉田委員。 

○倉田正義委員 ６６ページに職員数内訳として各職種別の人数が示されておると思うんです。現在は船員につ

いては大変厳しい状況にあるという中で、ほかの専門職についてもほぼ心配されるような職種というのがある

のかなというふうな気がするところなんです。 

  やっぱりこれは免許状等必要になってくるところで、人材確保という部分でも大変心配するところですので、

手遅れになってしまってはいけないと。この辺のところ心配されるような職種等、現在ありますでしょうか。 

○木下順一委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 例えば年度途中で普通退職等がありますと、時期によっては次年度の採用がタイミング的に難
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しいことがございます。現実的にも保育士が令和６年度２名採用できない状態でしたので、この４月の段階で

は保育士正規職員２名が足りない状況でスタートしているという現象も起きています。その分に関しては令和

７年度、翌年度でしっかり採用はしていきたいと思っておりますけれども、一般事務職もそうなんですが、こ

この数字を見てお分かりになるように、なかなか専門職も含めて応募者数が伸びないという現象もありますの

で、そのあたりは我々のほうでしっかりいろんなことでアプローチしながら周知、ＰＲもしっかり努めていき

たいなというふうには感じているところです。 

○木下順一委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 ありがとうございます。 

  足らなくなってからでは困るということになりますので、それ以前に十分な確保を見込めるような対策をま

たよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○木下順一委員長 ６９ページまでの範囲でございませんか。 

  ないようですので、次に、６９ページ下段、文書広報事業から７５ページ中段、公平委員会運営業務までの

範囲でご質疑はございませんか。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ７１ページ市有財産管理業務のところで、売払いしたものを全部リストアップしてもらっ

ていると思うんですけれども、売ろうとしたけれども、できなかった物件というのはなかったですか。 

○木下順一委員長 総務課長。 

○勢力総務課長 入札公告して売れなかった分はあります。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 それはどれぐらいの数あるんでしょうか。 

○木下順一委員長 総務課長。 

○勢力総務課長 ちょっとすみません、また確認しますけれども、先ほども説明をしたときに消防のところは

５年から売りかけてやっと６年に売れたと。今現在二丁目の部分で入札をかけていますけれども、まだ売れな

いところがございます。 

  今現在、すみません、全部入札したところは売れたというところで。すみません、５年で出しましたけれど

も、売れていなくて、６年は出さなかったので、６年の段階ではゼロですけれども、また７年でも今現在入札

をかけているところで、すいません、ちょっとあっちこっちしまして申し訳なかったです。 

○五十嵐ちひろ委員 大丈夫です。 

○木下順一委員長 よろしいですか。 

（「関連で」の声あり） 

○木下順一委員長 世古副委員長。 

○世古雅人委員 遊休未利用地を財産処分するということは、私はいいことかなと。できるだけこういったとこ

ろは議会からも所管事務調査でも提案あったと思いますので、しっかりと対応していただきたいなというの、

これ１点です。 

  それで、あと質問として、今後まだこういった物件は売ろうとすればかなりあると思うんですけれども、実
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態として担当にお伺いしたいんですけれども、どうですかね。まだこれから今後売っていくような物件はまだ

あるというか、あると思うんですけれども、どうですか、状況は。 

○木下順一委員長 総務課長。 

○勢力総務課長 すみません、先ほども五十嵐委員のときに説明させていただいた５年に１回出して６年は出し

ておりませんが、７年でまた改めて入札をしているところがありますので、そこの１件が主なもので、あと一

つあるかないかぐらいで今検討しています。 

○木下順一委員長 世古副委員長。 

○世古雅人委員 私が土地のこういう質問をしたのは、積極的に売っていっていただきたいなというのがありま

すので、その辺また、忙しいですけれども、よろしくお願いしたいなと思います。 

○木下順一委員長 関連はありますか。 

（「はい」の声あり） 

○木下順一委員長 関連ですか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 監査で指摘されとるのご存じやと思うけれども、やっぱり関係機関まで含めた一遍調査をして、

本当に学校２５年たっとったらもう分解して売ったるとか、そこまで協議せな。それでできへんねんやったら

ここに書いてあるように有効活用、そこまで検討せな。宝の持ち腐れはたくさんあります。それをやっぱりお

たくらの次につながるような運用、管理、売していくように。これはもうしっかりと指摘されとることやで早

急に。 

  以上。 

○木下順一委員長 他にございますか。 

  ほかの項目でもよろしいよ。 

（「７５までで」の声あり） 

○木下順一委員長 ７５ページ中段まで。 

  南川委員。 

○南川則之委員 ７０ページの庁舎等管理業務ということで、先ほど課長の説明では令和６年度以降、本庁舎、

西庁舎の空調もやってきたという話があったんですけれども、少し例を挙げると、議会の本会議場とかかなり

もう暑くなっているということで、本当に空調が機能しとるのかなというところがあって、多分あれだけの広

いところでいうと、議長の場所とか、あと傍聴席もこの前も聞いたんですけれども、すごい暑いとか、なかな

か聞き取りにくいというところがあったので、一度、これ決算ですけれども、しっかりと検証してやったのか

どうかを聞きたいのと、まだやれていなかったら再度検討してほしいと思うんですけれどもその辺はどうでし

ょうか。 

○木下順一委員長 栗原課長補佐。 

○栗原課長補佐 すみません、課長補佐の栗原です。よろしくお願いいたします。 

  委員ご質問のことですが、こちらの空調設備行うときには、本庁舎、西庁舎含めて一応前年度に設計業務と

いうような形で設備業者さんにしっかり設計をしていただいたところではあるんですが、ただ、やっぱり施設
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の特性というところで、大きい会場、天井が広いところとかいろいろ特徴的なところがありますので、操作方

法を含めてもうちょっと事前にかけておいて冷やしたほうがいいのかというところはちょっと検証しながら運

用方法、活用方法を進めさせていただきたいと思いますので、ご承知おきいただければと思います。すみませ

ん。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 今答弁もらいましたけれども、事前にかけて、そういう作業をしながらでもさらに暑い状態と

いうのは聞いていますので、しっかりと総務課も中に入って対応していただきたいなと思いますが、その辺は

どうでしょうか。 

○木下順一委員長 栗原課長補佐。 

○栗原課長補佐 今回９月の議会を開催するに当たりまして、結構開会日も暑いというような話がありまして、

その後、すぐ業者さんのほう来ていただいて、機械の故障等は見ていただいたところです。 

  ただ、機械の故障等はなかったというところもありますので、またそちらのメーカーさんとも含めて、私ど

も総務課も入らせていただいて、議会事務局としっかり調整をさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 よろしくお願いいたします。 

○木下順一委員長 他にございませんか。７５ページまで。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ７４ページ、入札契約、これ一般競争と指名競争入札、立会人は何人入れていますか。 

○木下順一委員長 川原係長。 

○川原係長 総務課、契約管財係の川原と申します。よろしくお願いします。 

  立会いは令和６年は３人で行っておりました。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 二つとも３人やね。これは誰が入っとるんですか。市の職員ですか、それとも外部ですか。 

○木下順一委員長 川原係長。 

○川原係長 全部市の職員で対応しております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 １人やっぱり外部を入れる必要があるんじゃないかというのは、公平、平等でいくと、そちら

を一遍検討してもらうことできひんかな。そうせな公平じゃないような話も出ています。職員がするのはどこ

でもそうなんやけれども、それを改革しとるような場所はそういう形になっていますので、一度一遍検討しと

いてください。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ないようですので、次に、７６ページ、防災対策推進事業から８３ページ上段までの防災啓
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発活動推進事業の範囲でご質疑はございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 地震対策推進事業、これ７９ページの下に災害時協力井戸に係る水質検査料５８万

１,０００円ついているんですけれども、これは毎年しているんですか、指定された井戸に対しては。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 防災危機管理室の澤田です。 

  この制度自体は令和６年８月からスタートさせまして、毎年ではないです。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 それは毎年しとるんかという以前に、やっぱり指定された井戸の上で開発が行われたり、埋立

てが行われたりしています、現にもうそこも。 

  そのためには、何が埋められとるか分からんような土が入っとるようなこともありかねん。本来なら半年に

一遍は水質調査して、それが飲み水になるのかならないか、できたらそういう検査までしていただきたいと思

っています。 

  長岡のほうでもかなり開発が上で行われて、下の井戸のほうで井戸水の検査はやっぱりちゃんとしたらな。

いざというとき、これ飲み水ですよというステッカー貼ってあって、汚染されとったらいかんわけですから。

やっぱり年に１回ですか、これ予定は。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 うちの登録井戸に関しましては、基本的には生活用水という形での登録をやっております。登録

の可否を問うに当たっては、安心して提供できるようにという意味合いを込めて１度水質検査をして、そこで

一旦は飲料用の飲み水としていける水を登録するというところなんですけれども、基本的には生活用水として

使うという形になります。 

○尾﨑 幹委員 そういうことなんですか。 

○木下順一委員長 よろしいですか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 難しいところですね。 

  ただ、何にしてもやっぱりしっかりと水質調査していただくことが一番大事であって、それが最終的には飲

料水になったらええかなと思っています。 

  以上です。 

○木下順一委員長 関連。 

（「関連です」の声あり） 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、これ６４件の井戸申請があって、２５件の井戸を指定されたということなんです。

それで、３９件はどういった状況で外されたのか、ちょっともう少し詳しく教えていただけますか。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 これは１１項目の井戸の検査をするんですけれども、その井戸水の水質検査で一つでも項目が外
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れてしまうと不可という形にさせていただいています。内容は、例えば一般細菌が基準よりもちょっと多かっ

たりとか、そういった様々な理由があります。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 これ災害時の協力井戸はたくさんあったほうが、僕はいいと思うんですけれども、その中で、

その３９件に関しては、こういうところをこういうふうに改善すれば、消毒すればできますよとかとそういう

アドバイスはされましたでしょうか。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 この検査結果が出たときは、なるべくその検査結果を持って町内のほうに行って説明をさせても

らうようにしています。例えば一般細菌だけが出た場合、煮沸すれば使えるよとか、これはもう濁度が出てい

るから洗濯には適さないよ、そういったところを細かくやって、検査が駄目やったからもう使えない、そうい

ったことに思われないようにケアをしていきたいような取組をしています。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  丁寧にしていただいたと思うんですけれども、そういう井戸の登録、協力井戸では登録のところは多分載っ

ているかと思うんですけれども、それ以外のところは地域の方々にそういうふうな説明はしっかりしていただ

いたということでよかったですね、今話を聞くと。ありがとうございます。 

○木下順一委員長 関連はございますか。 

（「はい、関連で」の声あり） 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ４町内会・自治会の中から６４件の申請があったということなんですけれども、この申請

は全て自主的にやってもらったものなのか、それとも担当者の方から声かけてやってもらったものなのか教え

てください。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 基本的には自主的にしていただいているところがほとんどです。タイミングもあるんですけれど

も、そういった話が出たときにこちらから声かけさせてもらった事例もある、半々です。今回４件は半々です

ね。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 そしたら、これは今後も続けていくということで、増やしていくので何か目標とかはあっ

たりしますか。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 目標は井戸のある地区全地区でできたらいいなというふうに思っています。 

○木下順一委員長 関連。関連なければ、その他防災のところよろしいですか。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ７７ページの災害予防対策推進事業の３番で、災害時地区指定員の説明会をやって、災害

時家屋被害調査員の指定もしたというふうにあるんですけれども、これは初めてやったことなのか、そうでな
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ければ、今回２４人だけれども、これまでたまってきている総数とかがあるのかというのと、あと、これは資

格みたいなのがあるんでしょうか。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 ごめんなさい、この災害時の家屋被害調査員に関しましては今年初めてではなくて、ごめんなさ

い、はっきり何年度からスタートというのがここで言えたらいいんですけれども、ちょっと前からさせてもら

っています。 

  これは災害時に、例えば浸水したとかといったときに、あらかじめ職員を指定させてもらって、その職員が

被害家屋の調査に行くという意味合いになります。特段資格は要るのかと言われると、そういうわけではなく

て、この指定された職員、毎年うちの税務課の職員が研修をしてもらっています。そのようなものになります。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 そしたら、これまで総務課にいて研修を受けられた方で別の課に行った方も、引き続きこ

の調査員の状態であるということですか。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 この家屋の調査員は、基本的には税務課の固定資産税、ここが主の係になりますので、ここにい

る職員、それと過去にそこにいた職員の中の係長級以下の職員として指定をさせてもらっています。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ありがとうございます。 

  あと、ちょっとその上に戻って、災害時地区指定員のそれぞれこの地区にこの人が行くというのが決まっと

ると思うんですけれども、この内容は行ってくださいねレベルなのか、それとも、それぞれの地区でここに何

があってとかというのを細かくフローをつくって説明しているのか、どっちなんでしょうか。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 毎年この地区指定員を指定させてもらったときというのは、その担当職員に向けての説明会とい

うのをさせてもらっています。何がどこにあるのか、どういった動きをしてほしいのかというような研修をさ

せてもらっています。 

  その地区の指定員は基本的には地元在住の係長級以下の職員をこの避難所をお願いしますという形にさせて

もらっていまして、運用に関しましてはそこの地区で班長、副班長というのを決めておりますので、そこでき

ちっと回るようにしているというような状況です。 

○木下順一委員長 関連ありますか。 

（「はい、関連して」の声あり） 

○木下順一委員長 関連。 

  世古副委員長。 

○世古雅人委員 先ほど五十嵐委員が質問した地区指定員ですけれども、７９人、過去は職員数も多かったし、

地元に職員がいて、その地元の職員でかなり対応はしてもらえたというのがある中で、昨今職員数が減少して

います。そこで、私もこの一般質問もさせてもらいましたけれども、重要やと思うのは、やっぱり即対応でき

ること、そうした中で休日夜間の対応等、日常の勤務時の体制、そういった振り分けはできているのかどうか
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いうのを、ちょっと１点そこのところお聞かせください。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 今現時点では、夜間休日対応で誰ですというような決めはさせてもらっていません。私も昔ずっ

と災害時地区指定員をさせてもらっていまして、そのような運用をしていたときというのは知ってはおるんで

すけれども、今あまりそうやってがちがちに固めてしまうとなかなか組みにくいというところもありますので、

今は携帯電話等々で各班員が連絡のやり取りをして、行ける行けない、そういったのをきちっと適宜やってい

ただいておりますので、今の運用で問題なく回っているかなというふうに思っています。 

○木下順一委員長 世古副委員長。 

○世古雅人委員 ありがとうございました。 

  私、その逆やと思うんですよ。有事の際に動けるような体制を取るべきやと思いますので、これは私の考え

が絶対正しいとは思っていませんけれども、やはり有事のことを考えてそういう指定、組みにくいというのは

十分承知しています。職員数も少ないし。 

  そういった中で、一般職員だけでなく保育士とか会計年度任用職員の協力とか指定は、そういう状況はどう

なんか、ちょっとお聞かせください。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 保育士さんに関しましては、充てさせていただいております。だけど、会計年度任用職員さんに

関しましては、まだそこまで、指定まではやっていないです。 

○木下順一委員長 世古副委員長。 

○世古雅人委員 これは強制とかそんなもんじゃないと思うんです。やはり市の職員に携わっている方に、協力

してもらえる部分はお願いするというか、やっぱり体制の中に入ってもらって、全て対応はできないときもあ

りますし、災害というのは、やっぱり規模とかそのときに起こった内容によって、やっぱり実際に先ほどの話

もあるけれども、いけるというか、配置場所にいけるというようなことは限っていないので、そういったとこ

ろをしっかりと対応を、これはお願いというか、そういう取組はしてもらったほうが実際の有事の際に生かせ

るのかなと思うので、意見として言わせてもらいましたので、よろしくお願いします。 

  すみません、考え方としてどうですかね。 

○木下順一委員長 寺田副参事。 

○寺田副参事 委員ご指摘の考え方もあろうかと思うんですけれども、現状は地区のくくりを大きくして複数の

人数を充てて、その中で回りやすいような体制を取るということに重きを置いております。 

  平日の場合と休日の場合を分けるという考え方はあると思うんですけれども、幾つもパターンがあると分か

りにくいという議論もあって、現状の状態になっていると思っていますので、地区指定員の話も聞きながら検

討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○木下順一委員長 世古副委員長。 

○世古雅人委員 これ以上話しても、まあ言うたらなかなか結論には至らんのかな。考え方もいろいろあると思

うんですけれども、私的には有事の際を考えるとかそういったところと、やはりそういう、私が言いたいのは、

その人にがんじがらめでやるんじゃないと思うんです。 
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  その１番は、やはり職員数の減、そこに問題があって、今は各地域に複数の人がなかなか難しいところから

そういう考えもあると思うんやけれども、勤務時間のときにはこういった体制は取っといてくださいねという

のはがんじがらめじゃなしに、そういう考え方というのは、私は必要かなというので言わせてもうとるんです。 

  やはり職員としてなかなか言われたことに対応が全くそのとおりにしなくてはいけないというのでなかなか

答弁というのは難しいと思うんか分からないですけれども、その辺をちょっとしっかり対応を考えてもらいた

いと思いますので、これ強制ではないですし、私の考えが正しいとは決して思っていないので、あまり長くな

ると何ですので、これ以上で。すみません。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「違うところええんかいな、まだ」の声あり） 

○木下順一委員長 防災と違うところ。 

（「防災、防災」の声あり） 

○木下順一委員長 はい、どうぞ。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ８０ページ、自主防災会の支援、これ石鏡と大里だけ何で値段が違う、同じ炊き出し。人数、

人数ではないの。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 事業費に対して３分の２、３万円上限になりますので、大里と石鏡は事業費がほかのものに比べ

てちょっと少なかった。それに対しての３分の２の補助金という形になりますので、その差です。 

○尾﨑 幹委員 ありがとうございます。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 続けて、８１ページ、啓発、この遺体安置所、鳥羽市はどこになっとるんですか。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 いまだどこというところに関しましては、いろいろ場所は検討しておるんですけれども、ここで

す、ここが遺体安置所ですというところはまだ定めていない状況です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 鳥羽で大災害が起こっていないよって、亡くなられた方、大事故があったときは武道館やった

んですね。自衛隊が２機突っ込んだとき、運んだ覚えがあるもんで覚えとるんやけれども、４５年前か４６年

前やと思います。 

  できるもんならちゃんと指定しとかないかんと思うんやけれども、そういう部分はせんでいいんかいな、指

定は。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 この遺体安置所の指定の場所の考え方なんですけれども、いろいろ考え方がありまして、大事な

施設ではあるんですけれども、やはり印象的なものもありますので、どこもここですという公表というのはな

かなか難しい状況というのは各市町にあります。 

  ですが、候補地というのは平時からたくさん頭の中に入れておったり、計画の中に位置づけておくというこ



－85－ 

とは重要やというふうには考えております。 

○尾﨑 幹委員 ありがとうございます。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ８２ページのほうの防災啓発活動推進事業なんですけれども、すみません、これ前にもこ

ういう場じゃないときじゃないかもしれないけれども、言ったことがあるんですけれども、緊急地震速報行動

訓練で、防災行政無線で今日本語だけなんですけれども、やはり英語が欲しいなというのがあって、以前言っ

たときは、やっぱり英語だと聞き取りづらくて、伝わるかどうかというところに不安があるからやらないとい

うふうに伺っていたんですけれども、何かそれではやっぱりやってみるとか、別の方法をするとかというのも

やはり国際観光都市としてやっていて、実際に観光客の方もたくさんいらっしゃる中で、津波というのは聞き

取れるんですよ。英語圏の方でも、別の言葉をしゃべる方でも。それがすごく恐ろしく感じられるという中で、

これが訓練だというのを分かるようにしてもらわないと、ちょっと観光客を受け入れていく中で難しいんじゃ

ないかなというのがありまして、そこら辺どうでしょうか。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 この訓練に関しましても、国が主導の訓練の場合ですと、決まった定まった音声で入ってくるの

で、必ずしもこちらがコントロールできない部分というのもあるのは確かです。 

  でも、こちらが主導でする場合というのは、例えば鳥羽市、「訓練です、訓練です」と言う前に、「Ｉｔ’

ｓ Ｔｒａｉｎｉｎｇ」とかそういったのを入れてみようかとか、そういったことは考えてはおるところです。 

  ですが、我々がそうしたところで、全てのおいて国が全部対応できるのかというところはそうではないと思

っていますので、今は携帯で翻訳アプリというのがあります、海外用のアプリ、そういったのがあります。そ

ういったところを皆さんに周知して、どこへ行っても、外国の方も無事になるように、そういったアプリも推

奨しながらも、市としてはそういった呼びかけというのも検討している状況です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 すみません。避難所の宿泊体験、安楽島小学校と加茂中学校でしたということなんですけ

れども、これちょっと参加者の人数と、あと、できたら何か感想とかあったら教えてもらいたいです。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 この訓練なんですけれども、実はその前段階で安楽島小学校であったら講演会をして、その後に

宿泊訓練、加茂中学校の場合も学校行事として避難所運営訓練をしてから泊まりの訓練に入ったというところ

なんですけれども、泊まりの訓練だけの人数でいかせてもらいますと、安楽島小学校は２０名、大人も子供も

含めて２０名、加茂中学校での体育館の訓練の場合は、見学者１２名の、実際に宿泊された方９名の２１名で

す。 

  感想なんですけれども、口頭ベースで話をしている中では、やっぱりやってみないと分からないことが多々

あったとか、そういったところは聞いています。物音であったりとか、雨の音であったりとか、そういったと

ころで、やっぱりやってみてよかったという声は聞いております。 
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○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ありがとうございます。 

  やっぱりやってみないと分からないから、やってみてよかったという声があったんだろうなと思ったので、

ぜひ続けてもらいたいです。ありがとうございます。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ８１ページの防災情報提供推進事業の中で、防災行政無線を新しくしていただいて、保守点検

や修繕等やってもらっとると思うんですけれども、いまだにちょっと防災無線が聞き取りにくいとか、チャイ

ムは鳴ったんですけれども、音声がＡＩか何か分からんですけれども、ちょっと言葉が聞き取りにくいとか、

何を言うとるか分からんというような、地域によっては、いう声があるんですけれども、そんな声は届いてい

るかどうか教えてください。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 ごくまれにといいますか、先ほどの音は何やったのかという問合せはあります。やはり音は波、

音波なので、風の向きであったりとか、そういったところとか、あとは室内の状況であったりとかで聞こえる、

聞こえないというところはあります。 

  もしそういった場所があったら、機械が故障していないかとか、そういったところに関しては、即座には確

認するようにはしておるのと、あと、防災無線がデジタル化したことによって、メールで飛ばして文字で目で

見られるようにしたりとか、電話で聞き取りはできるようにしたりとか、そのようなこともしましたので、そ

ういった案内も併せてさせてもらうようにしています。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  また、そういう町単位とか、自治会単位でまたそういう話があれば、ちょっと耳傾けて、また現場も見なが

ら対応したっていただきたいなと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「すみません、時間もあれですけれども」の声あり） 

○木下順一委員長 世古副委員長。 

○世古雅人委員 その下の下段の市の防災訓練ですけれども、避難訓練は毎年されていますけれども、令和６年

全体の避難者数と参加町内会数をちょっとどれだけあったか。 

○木下順一委員長 澤田副室長。 

○澤田副室長 避難訓練の参加人数は２,３２０人で、参加した町内会さんなんですけれども、全て同日ではな

いんですけれども、４６の町内会、自治会さん全てが参加していただいております。 

○木下順一委員長 世古副委員長。 

○世古雅人委員 全町内会が、自治会が避難訓練は実施してあるということで。 

  私も何度も言わせてもらっていますけれども、東日本大震災のとき、そこをきっかけに始まった訓練。その

当時はもう本当にすごく意識が高かったので、参加者も多かったんですけれども、それが低くなってきて、現
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状としては２,３００、この辺がなかなかこちらというか、市側が一生懸命なっても実施するのは町内会です

ので、この辺しっかりと粘り強くというか、意識をしっかり持ってもらうように取り組んでいただきたいと思

います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 防災の部分ありませんか、もう。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 それでは、ご質疑もないようですので、次に、８３ページ中段の地域情報化推進事業から

８６ページ中段、弁護士報償経費までの範囲でご質疑はございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 庁内情報化推進事業で全部で１億円、今使われています。ただ、いろいろ経費の中身とか見と

ると、市役所に１人エンジニア置くほうがすごく経済的にもよかってと思っとるんやけれども、エンジニアは

おらないわけですよね、今。 

○木下順一委員長 答弁するなら手を挙げてくださいよ。 

  総務課長。 

○勢力総務課長 専門的な職員はいないところです。 

  以上です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 今後１人でも置くことによって、すごい無駄がなくなるんじゃないかと思っています。 

  以上です。 

○木下順一委員長 関連はありますか。 

  ほかの部分。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため、暫時休憩します。 

（午後 ３時５６分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ４時０５分 再開） 

○木下順一委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、税務課の決算成果について、担当課の説明を求めます。 

  税務課長。 

○北村税務課長 税務課、北村です。よろしくお願いいたします。 

  説明に入ります前に、１件訂正の追加をお願いいたします。 

  成果説明書９５ページをご覧ください。 

  入湯税賦課経費の表ですね、入湯税調定額推移で令和６年度の事業所数が４６となっておりますが、正しく

は４９となっておりますので、おわびして訂正いたします。大変申し訳ございませんでした。 

  それでは、税務課の決算について説明させていただきます。 
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  決算成果説明書の９０ページをお願いいたします。 

  まず、総括ですが、令和６年度におきまして、日本経済は賃金上昇や設備投資の増加により緩やかに持ち直

しましたが、物価高や世界経済の不透明感により景気回復のペースは鈍化しました。一方、東海財務局が作成

した三重県内の経済情勢報告によりますと、個人消費は持ち直している、生産活動は回復のテンポが緩やかに

なっている雇用情勢は改善の動きに足踏みが見られるとなっております。 

  このような中、主たる自主財源である市税を担う担当部署として、地方税法等関係法令に基づき、適正かつ

公正な課税と市税等の収入確保に努めました。 

  また、マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストア等で所得証明書及び課税証明書の交付が

受けられるコンビニ交付サービスを運用したほか、森林環境税（国税）の徴収開始や住民税定額減税に係る総

合住民情報システムの改修を行いました。 

  課税業務では、定額減税実施により、個人市民税が大幅に減額となる一方で、法人業績の急激な回復により

法人市民税が、軽自動車の新規登録台数の増加により軽自動車税の環境性能割が、入湯客の増加により入湯税

がそれぞれ増額となりました。 

  徴収業務では、現年度課税分の納期内納付及び納付忘れによる滞納繰越しを抑制するため、各税の納期限前

にとばメールや市公式ＬＩＮＥを活用して納期限周知を実施し、納期限後ごとの督促状送付や年２回の催告書

のほか、年間税額３０万円以上の高額課税者のうち、複数期別の未納者に対してきめ細やかに催告書を発送し

徴収強化に努めました。 

  滞納処分の取組として新たに財産調査システムを導入したほか、不動産公売２件を実施し、売却額を滞納市

税に充当しました。また、前年度に引き続き、外国籍を有する滞納者に向けた取組として、文書内容が理解で

きるよう母国語による催告書を作成し、送付することで納税につなげました。 

  徴収困難案件については、三重地方税管理回収機構へ１５件を移管し、滞納税額の縮減に努めました。市税

収納率は、前年度から０.２ポイント増加し９４.８％となりました。 

  次に、予算執行を伴わない事業ですが、確定申告及び市県民税申告受付業務では、新たに地区会場としてイ

オン鳥羽店を追加し、申告者の利便性向上を図りました。 

  それでは、税務課の事業に関する決算について説明させていただきます。 

  同ページ下段、款２総務費、項２徴税費、目１税務総務費は、予算現額１億３１４万円に対し、決算額は

１億２９万５,０００円となりました。 

  ９１ページ、税務一般管理経費につきましては、予算現額１億３０４万４,０００円に対し、決算額は１億

２７万３,０００円でした。職員１４名分と会計年度任用職員２名分の人件費を含む事務的な経費を執行した

ほか、森林環境税（国税）の創設や住民税定額減税に係る総合住民情報システムの改修を行いました。また、

コンビニ交付システムの運用を行い、税務課窓口や各連絡所での申請手続のほか、交付に要する事務の省力化

に努めました。 

  次に、同ページ下段、固定資産評価審査委員会経費につきましては、予算現額９万６,０００円に対し、決

算額は２万２,０００円でした。事業内容は前年度と同様です。 

  次に、９２ページ、項２徴税費、目２賦課徴収費につきましては、予算現額３,９７６万３,０００円に対し、
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決算額は３,４２８万８,０００円でした。 

  個人市民税賦課経費につきましては、予算現額１,１０７万３,０００円に対し、決算額は１,０２６万円で

した。ｅＬＴＡＸ（電子申告）による給与支払報告書の電子申告率は６０.２％で、前年度と比較して１.１ポ

イント上昇しました。 

  ｅＬＴＡＸを活用した個人住民税特別徴収税額通知書（納税義務者用）の電子化制度が開始され、本制度を

利用している事業所で電子受取希望の事業所が、税額決定変更通知を電子データにて受信できるようになり、

事務の効率化につながりました。 

  また、新たにイオン鳥羽店を確定申告及び市県民税申告受付の地区会場に追加し、申告者の利便性向上を図

りました。 

  次に、同ページ下段、固定資産税台帳整備事業につきましては、予算現額９６３万５,０００円に対し、決

算額は９１１万１,０００円でした。事業内容は前年度と同様です。 

  次に、９３ページ中段、法人市民税賦課経費につきましては、予算現額３５７万円に対し、決算額は

１８６万４,０００円でした。事業内容は前年度と同様ですが、課税額は前年度と比較して１,９１５万

１,０００円、内訳としまして、法人税割額１,８８４万５,０００円、均等割額３０万６,０００円の増となり

ました。主な要因は、国内外から観光客が増加し、事業所収益が増収したことによるものです。 

  次に、同ページ下段、固定資産及び都計税賦課経費につきましては、予算現額５３１万４,０００円に対し、

決算額は４４３万９,０００円でした。賦課期日１月１日における固定資産税、都市計画税の課税客体及び納

税義務者の的確な把握と適正かつ公平な負荷業務に取り組みました。 

  土地・家屋について、令和９年度評価替えに向けた標準宅地の選定、地番図・家屋図の異動修正のほか、評

価に必要な現地や図面等資料の調査を行い、土地・家屋の適正な評価に努めました。償却資産については、未

申告者等の納税者への申告及び修正申告を促し、適正な課税に努めました。 

  次に、９４ページ中段、軽自動車税賦課経費につきましては、予算現額１３６万８,０００円に対し、決算

額は１１８万５,０００円でした。事業内容は前年度と同様です。 

  次に、９５ページ、入湯税賦課経費につきましては、予算現額５万８,０００円に対し、決算額は５万

７,０００円でした。事業内容は前年度と同様です。 

  次に、同ページ中段、徴収事務経費につきましては、予算現額３４２万２,０００円に対し、決算額は

２６９万円でした。 

  納期内納付の推進や口座振替不納を未然に防止するため、各税目の納期限前にとばメールや市公式ＬＩＮＥ

を活用して納期限を周知しました。また、納期限後の督促状や年２回の定期催告、年間税額３０万円以上の高

額課税者のうち、複数期別の未納者に対してきめ細やかに催告書を発送し、徴収強化に努めました。 

  そのほかにも、口座振替の勧奨をはじめ、口座振替不能となった方への再登録依頼のほか、コンビニ納付や

スマートフォン等によるキャッシュレス決済の利用促進を行いました。 

  現年度分の市税収納率は、前年度と同率の９８.１％となりました。また、国民健康保険税の収納率につい

ては、前年度の９６.７％から０.３ポイント減の９６.４％となりました。 

  次に、９６ページ、滞納整理経費につきましては、予算現額５３２万３,０００円に対し、決算額は
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４６８万２,０００円でした。 

  新たに財産調査システムを導入し、納付意思を示さない滞納者については滞納処分を執行するなど強制徴収

を行うほか、不動産公売を実施し滞納市税に充当しました。昨年度に引き続き、外国籍を有する滞納者に対し

て母国語で作成した文書催告を実施するほか、新規滞納繰越者への一斉催告、警告書等を発送しました。 

  また、徴収困難事案として選定した滞納者を三重地方税管理回収機構へ１５件移管し、徴収額は

２,２３３万９,０００円となりました。 

  滞納繰越分の市税収納率は、固定資産税において大型滞納案件が完納となったことから、前年度の

２１.２％から９.４ポイント増の３０.６％となりました。現年・滞納繰越分を合わせた市税全体の収納率は、

前年度の９４.６％から０.２ポイント増の９４.８％となりました。 

  国民健康保険税については、滞納繰越分の収納率は前年度の３３.３％から３.２ポイント増の３６.５％と

なり、現年分を合わせた全体では前年度と同率の９１.２％となりました。 

  以上、税務課の事業に関する決算説明とさせていただきます。 

○木下順一委員長 説明は終わりました。 

  成果説明書９０ページから９７ページまでの税務課の総括及び各事業について、ご質疑はございませんか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、９０ページの予算執行を伴わない事業と、こちら９２ページの個人市民税の賦課

経費のところにも書かれてありますけれども、今回新たにイオン鳥羽店を確定申告及び市・県民税の申告の地

区会場に追加して利便性向上したとありますけれども、これ知らない人もいるかと思うんですけれども、その

周知の方法をどうやってしたのかというのと、それと、実際どれぐらいの方が見えて、来た方が実際どういう

ふうな感想があったのか、ちょっと教えていただけますか。 

○木下順一委員長 村田係長。 

○村田係長 まず、周知の仕方は、とばメールとあとは広報ですね。 

  件数に関しましては、まず申告受付件数全体で１,４８１件中、２日間行いまして１６２件で、全体でパー

セントですと１０.９％をイオン鳥羽店で受付しました。 

  反応としましては、ほとんどの方がまたやってほしいということで、好評いただいておりまして、アンケー

トもそのとき実施したんですけれども、なぜイオン鳥羽店がいいかというのもちょっと聞きたくて、やったら、

やっぱり駐車場が広いということが感想でして、いつも４階で行うときに、駐車場が狭くてぐるぐる回って、

結局すごい遠いところに止めたとかいう意見が多かったので、ちょっと今回駐車場が広いイオン鳥羽店さんに

協力いただきまして実施した結果、好評だったので、また今年度も実施しようと思っております。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 想像以上やったのでびっくりしました。１０.９％、１６２件というのは、恐らく税務課さん

が例えば想定していた範囲なのか、それから人数的にもどうやったのかという、混乱なかったんでしょうか。 

○木下順一委員長 村田係長。 

○村田係長 予約制もしておりますので、同時に。ですので、大体の来る人数は把握できておりますので、想定

内かなというところなんですけれども、ちょっと１日目がかなり混雑しまして、待っていただいていたんです
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けれども、買物もできたので、ちょうどよかったかなというところですね。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  ２日で１６２件ですごい効率よく１０.９％の。それで、市民の方もそういうふうに広い駐車場で買物もで

きてと、すごくよかったと思うんです。 

  税務課さん、いろいろなこと新しいことチャレンジされて、毎年のようにチャレンジされて、結果をすぐに

出してくるので、税務課なんで数字として直接表れてくることやと思いますので、すごいよく頑張ってみえる

なと思います。逆にありがとうございます。 

○木下順一委員長 ご意見のある方、挙手願います。 

（「ほかでもよろしいか」の声あり） 

○木下順一委員長 関連はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 それでは、瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 先ほどの歳入と概要のところで濱口委員がちょこっと触れられとるんですけれども、ページで

いくと９６ページに書かれていることと、総括の部分にも書かれている部分についてお聞きをいたします。 

  税務課さん奥ゆかしいもんで、ちょっとさらっと書いてもらっているもんで分かりにくいので、ぜひ説明し

てほしいんですけれども、新たに財産調査システムを導入したというのは、私、この滞納の１０％分ぐらい前

年度上げているのに、すごく寄与しているんじゃないのかなと思うんですけれども、大型案件もあったと書い

てありますけれども、もし説明ができるんであれば、その新しいシステムってどういったものをやられたかと

いうのはここで話できますか。 

○木下順一委員長 中村係長。 

○中村係長 今回９６ページにも少しだけという形で記載させていただきましたけれども、新たに財産調査シス

テムを令和６年度当初で導入をさせていただきました。 

  経緯からいきますと、令和５年度中にそのシステムを管理している事業者さんのほうが、売り込みではない

んですけれども、鳥羽市へ来たときに、飛び込みのよくある営業スタイルで来られて、ちょっとこれは業務し

ている中ですぐに活用できるのではないかという形で、デモンストレーションとか実際機能とか、あと費用面

なんかをちょっと事細かく聞いた上で、これであれば業務効率も改善できるしすぐに、比較的安価に導入する

ことができましたので、そういったところでは非常に効果があったのかなと考えておりますし、機能としては、

本当に全国の金融機関のシステムにいろんな条件をかけて調査をして、その結果が即時に返ってくるという形

にしております。 

  また、これ預金とかそういったものではなくて、現在生命保険なんかも調査対象という形で活用できており

ますので、すぐに調査をかけて納付意思がないとみなした場合であれば、滞納処分へ即時に執行していくとい

う形になると。 

  その結果、歳入のところでもあったように、冒頭の１０ページにもありましたように、前年度比で

１,６００万円ほどの前年度対比での収入の増加ができたのかなというところです。 
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  以上です。 

○木下順一委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 ぜひそこはもっとアピールしてほしいところやったなと思うんです。やっていただいてよかっ

たことやと思いますし、費用対効果という部分でいったら、すごく安くできたシステムと違うんかなと思うん

で、やれていることというのは結構、今まで喉から手が出るほど欲しかったことをやられとる、すごくいいこ

とを発見できたということで、実はほかの課にもそういう財産を調査せないかん部分というのは出てくるかな

と思うんで、各課、ほかの課にもそういう情報共有をしていただいて、全庁的にもできてくるようになってく

ると、少しまた業務の改善につながっていくかなと思うんで、私、ここ導入できたということは大いに評価を

したいなと思って、今回質問いたしました。ありがとうございます。頑張ってください。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 ９６ページの三重県地方税管理回収機構移管実績のところなんですけれども、徴収額は書

いてあるんですけれども、そもそも移管したときの額が幾らだったのかというのを教えてください。 

○木下順一委員長 中村係長。 

○中村係長 令和６年度につきましては１５件移管しておりますけれども、固定資産税を中心に２,６３９万

６,０００円を移管しております。 

  以上です。 

○五十嵐ちひろ委員 大丈夫です。 

○木下順一委員長 よろしいですか。 

○五十嵐ちひろ委員 はい。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため、暫時休憩します。 

（午後 ４時２５分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ４時２９分 再開） 

○木下順一委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  次に、市民課の決算成果について、審査を行います。 

  なお、市民課所管の二つの特別会計の審査については、後日、別日程で行いますので、ご承知おき願います。 

  それでは、担当課の説明を求めます。 

  市民課長。 

○小島市民課長 市民課、小島です。よろしくお願いいたします。 

  令和６年度の一般会計における市民課分の決算についてご説明をさせていただきます。 

  決算成果説明書の１０５ページをご覧ください。 

  まず、総括でございます。 

  市民課は、西庁舎の窓口及び市内８か所の連絡所を通じ、市民対応の機会が多いことからも、職員一人一人
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が市役所の顔として自覚を持ち、市民にとって親切で分かりやすい接遇を心がけるとともに、来庁者の負担を

少しでも軽減できるようワンストップサービスに努め、行政サービスの向上を図りました。 

  国際交流事業では、姉妹都市であるカリフォルニア州サンタバーバラ市との中学生派遣招致事業のほか、

５年ぶりとなる親善使節団が来庁されるなど交友を深めました。 

  自治会連合会補助事業では、市内４６の単位町内会・自治会との相互連携を継続するほか、三重県自治会連

合会の事務局として県内団体と課題の共有や意見交換等を実施いたしました。 

  マイナンバーカード関係では、休日の窓口開所や連絡所での出張申請等を行い、普及促進に取り組み、国民

年金制度についても、広報とば、ホームページ等での周知のほか、窓口での丁寧な手続案内に努めました。 

  また、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計につきましては、繰出金の支出等で両事業の安

定的な運営を図りました。 

  人権問題啓発事業では、鳥羽小学校で花育活動を行い、男女共同参画推進事業では、鳥羽市第４期男女共同

参画基本計画の策定をはじめ、様々な取組で意識の高揚に努めたところでございます。 

  新たに実施した事業といたしましては、三重県男女共同参画センターとの連携講座として「私も地域ももっ

とよくなる」と題し、マインドチェンジ、やってみたい、私ができることについて話し合う機会を通じ、実際

に未来を変える第一歩を踏み出した女性も現れたことは、携わった市民課職員にとっても大きな励みとなった

ところでございます。 

  それでは、事業の説明に入らせていただきます。 

  １０５ページの下段をご覧ください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、予算現額５４４万８,０００円に対し、決算額は

４７９万３,０００円でございます。 

  めくっていただき、１０６ページの中段をご覧ください。 

  中事業、国際交流事業としましては、予算現額３９５万９,０００円に対し、決算額３６１万２,０００円で

ございます。 

  昨年度比で決算額が１３８万４,０００円の増加となった主な要因は、旅費の高騰のほか、サンタバーバラ

市より５年ぶりに親善使節団が来庁され、鳥羽市制７０周年記念式典への出席や市内観光施設の体験及び歓迎

会開催等に要した費用でございます。また、２０２４年１１月１日をサンタバーバラ市における鳥羽の日とし

て制定をいただきました。そのほか、中学生派遣招致事業や日本語教室、ＫＯＫＵＳＡＩ ＫＩＤＳ ＣＬＵ

Ｂ活動を例年どおり実施し、市民の国際意識の高揚に取り組みました。 

  なお、財源としましては、全てふるさと創生基金繰入金を活用しております。 

  続きまして、同ページ下段から１０７ページ中段部分でございます。 

  ７目連絡所費は、予算現額３,７４４万２,０００円に対し、決算額は３,６３４万６,０００円でございます。 

  連絡所業務の主な経費は、会計年度任用職員１０名分の給料等で、通常の連絡所業務並びに各課からの受付

等の依頼業務を行い、サービスの充実を図っております。業務の内容に特に変更はありませんが、昨年度比で

決算額が３７８万８,０００円の増加となっている主な要因は、会計年度任用職員の人件費及び修繕料の増加

によるものです。 
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  なお、連絡所における市税及び手数料等の取扱いにつきましては、１０７ページの表に記載しておりますの

で、ご覧おきください。 

  また、ここには記載をしておりませんが、令和６年度に苦心した点をお伝えさせていただきます。 

  決算に関する説明書では、連絡所費として１０９万６,０００円の不用額について記載がされておりますが、

これは昨年７月末に連絡所勤務の会計年度任用職員の急な退職があったことによるものでございます。８か所

の連絡所は１０名の会計年度任用職員体制で業務を行っておりますが、特に長岡や答志については業務量が多

く、職員１名ではなかなか対応が困難な状況でございます。 

  １名が退職された後につきましては、ふだんは西庁舎で事務補助も行っている会計年度任用職員をはじめ、

正規職員全員が一致団結しながら交代要員として、正規職員については６０日を超える勤務に就いたほか、既

に引退したかつての会計年度任用職員さんにお願いをいたしまして、週３日のパートタイム会計年度任用職員

としてフォローをいただきながら、何とか４月に１名の新規会計年度任用職員を確保することができました。 

  従前は出張所として位置づけられ、職員体制には一定の弾力性が保たれていましたが、現在は実質的にはワ

ンオペに近い中で、なるべく閉所とならないように職員一同が職責を意識しながら尽力しているところではあ

りますが、今後の連絡所機能の持続性についても協議、検討を続けていきたいと考えております。 

  続きまして、１０７ページ下段をご覧ください。 

  ９目交通安全対策費は、予算現額１１３万５,０００円に対し、決算額は１０１万円でございます。事業内

容等に変更はございません。 

  １０８ページ下段をご覧ください。 

  １１目神島開発総合センター運営経費は、予算現額４１９万８,０００円に対し、決算額は３８４万

１,０００円でございます。こちらも事業内容は例年と変わりませんが、工事請負費としてセンターの屋根防

水層等の工事を実施た部分で決算額が昨年度比で上昇したものであります。 

  続きまして、１０９ページ下段、１３目地域振興費は、予算現額、決算額ともに５９０万円でございます。

一般コミュニティ事業では、一般財団法人自治総合センターの助成事業の採択を受けた３町内会に対し、コミ

ュニティ活動を推進していくための備品購入費等を補助金として交付いたしました。前年度決算額との差額に

つきましては、採択された町内会が前年度より１町内会少なかったことから減少したものでございます。財源

は、全てコミュニティ事業助成金を活用しております。 

  次に、１１０ページ上段をご覧ください。 

  １６目コミュニティセンター費は、予算現額１７５万３,０００円に対し、決算額は１６４万９,０００円で

ございます。前年度決算額との差額につきましては、船津コミュニティセンター雨水タンク取替え修繕部分が

増額となっておりますが、事業内容については例年と同様でございます。 

  次に、同ページ下段から１１１ページまでをご覧ください。 

  １７目諸費は、予算現額９６万９,０００円に対し、決算額は９２万４,０００円でございます。鳥羽市自治

会連合会補助事業から１１１ページの自衛官募集事務事業、臨時運行許可業務につきましては、事業の内容は

前年度と同様でございます。前年度対比で決算額３７万４,０００円が増加した要因は、自治会への放送施設

整備と掲示板設置事業の件数等の増加によるものでございます。 
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  続きまして、１１２ページ上段から１１３ページ上段をご覧ください。 

  ３項戸籍住民登録費、１目戸籍費は、全体で予算現額５,７２１万６,０００円に対し、決算額は

５,５１０万９,０００円でございます。 

  戸籍事務の主な経費といたしましては、例年同様に職員４名分の人件費や戸籍総合システムの保守業務の委

託料に加え、システムの賃借料、利用料でございます。 

  なお、戸籍事務では繰越明許費も含め、全体の決算額が前年度比で２,０００万円程度増加しておりますが、

戸籍及び戸籍の附票への振り仮名記載に係るシステム改修費が要因でございます。これらは国の制度改正に伴

うものであるため、事業の主な財源につきましては、合算で１,５６０万５,０００円が国庫支出金として記載

をされております。 

  次に、１１３ページ中段から１１４ページ中段までをご覧ください。 

  ２目住民基本台帳費は、予算現額１,７８２万１,０００円に対し、決算額１,７４９万７,０００円でござい

ます。 

  繰越明許費を含めた決算額の前年度対比で５００万円程度が増加している主な要因は、先ほど戸籍費でも触

れさせていただきました振り仮名記載について、住民票やマイナンバーカードも同様に進めるためのシステム

改修費でございます。 

  住民基本台帳事務では、住民基本台帳関係の事務を適正に管理し、マイナンバーカードの普及促進にも取り

組んでおります。 

  また、戸籍事務、住民基本台帳事務につきましては、将来的な住民の利便性向上を目指した制度改正が進め

られている過渡期に当たりまして、職員への業務負担は増加をしておりますが、今後も効率化を図りながら適

正に業務を進めてまいります。 

  総務費の説明は以上となります。 

  続きまして、３款民生費です。 

  １１４ページ下段から１１５ページ中段をご覧ください。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、予算現額６億３,７１３万４,０００円に対し、決算

額５億６,６５１万６,０００円でございます。 

  福祉医療費助成事業につきましては、予算現額５５０万４,０００円に対し、決算額５１２万３,０００円で、

主に人件費及び手数料であり、事業の内容等、前年度と大きく変わるものはございません。 

  次に、１１５ページの２段目をご覧ください。 

  国民健康保険事業特別会計繰出金は、予算額２億４,７９５万円に対し、決算額は２億１,７３７万

８,０００円でございます。国民健康保険事業特別会計の基礎的経費及び財政基盤の安定を図るために繰出し

を行い、特別会計の健全な運営に努めました。詳細につきましては特別会計の際に説明をさせていただきます。 

  続きまして、中段の後期高齢者医療特別会計繰出金では、予算現額３億８,３６８万円に対し、決算額は

３億４,４０１万５,０００円でございます。後期高齢者医療特別会計の基礎的な経費及び財政基盤の安定を図

るために繰出しを行い、特別会計の健全な運営に努めました。これも詳細は特別会計の際に説明をさせていた

だきます。 
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  次に、同ページ下段、２目国民年金費は、予算現額１,２９３万円に対し、決算額１,２６２万４,０００円

でございます。国民年金事務は国民年金法による法定受託事務を行うもので、ほぼ人件費であり、事業内容に

変更はございません。 

  続きまして、１１６ページ下段から１１７ページ中段をご覧ください。 

  ５目障害者福祉費では、予算現額６,６５３万７,０００円に対し、決算額６,０００万７,０００円としてお

ります。 

  障害者医療費公費負担事業では、障がい者の方々が医療機関等を受診した際に支払った医療費を県や市が補

助することで、対象者の経済的負担を軽減しております。事業内容に特段の変更はございません。 

  次に、１１７ページ下段から１１８ページ中段でございます。 

  ６目子ども医療助成費は、予算現額４,４１４万７,０００円に対し、決算額は３,９０２万７,０００円でご

ざいます。 

  子ども医療費公費負担事業は、義務教育終了までの子供の医療費を県や市が補助することで、保護者の経済

的負担の軽減を図っているものであり、事業内容に変更はございません。 

  続きまして、１１８ページ中段から１１９ページ中段をご覧ください。 

  ２項児童福祉費、４目母子福祉費は、予算現額１,０６５万１,０００円に対し、決算額は８９１万

１,０００円でございます。 

  一人親家庭等医療費助成事業は、一人親家庭や父母のいない児童を養育している家庭等の医療費を県や市が

補助することで、対象者の経済的負担の軽減を図っており、事業内容に変更はございません。 

  次に、１１９ページ下段から１２０ページ上段をご覧ください。 

  ５項人権生活費、１目人権生活総務費は、予算現額２,６４０万円に対し、決算額は２,５８９万円でござい

ます。事業内容に変更はございません。 

  続きまして、１２０ページ下段から１２１ページ上段をご覧ください。 

  ２目人権啓発費は、予算現額１９５万円に対し、決算額は１２５万２,０００円でございます。事業内容に

大きな変更はございませんが、昨年度の委員会でもご質問いただきました広域隣保活動につきましては、相談

員不在であることから、事業は休止中でございます。 

  次に、１２１ページ中段から１２２ページをご覧ください。 

  ５項人権生活費、３目生活女性費は、予算現額４１０万６,０００円に対し、決算額は３８４万４,０００円

です。 

  中事業、男女共同参画推進事業では、予算現額３９４万３,０００円に対し、決算額は３６８万３,０００円

となりました。対前年度比で決算額が増加となった要因は、鳥羽市第４期男女共同参画基本計画（ほほえみプ

ラン）作成に係る委託料でございます。本計画の策定に当たっては、産業分野、福祉分野、教育分野をはじめ、

市民の代表として有志の団体や公募委員さんからも多くの意見をいただきながら、時代に即した考え方を方針

へ取り入れることができました。 

  事業全体といたしましては、例年同様に男女共同参画映画祭や図書館での特設展示等を実施し、市民の男女

共同参画意識の高揚に努めました。また、令和５年度から施行していた専門の相談員によるＬＧＢＴ相談を継
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続事業としております。 

  以上、市民課分の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○木下順一委員長 説明は終わりました。 

  市民課の事業について、１０５ページ総括から、１１３ページ、１１４ページの住民基本台帳事務までの範

囲でご質疑はございませんか。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 １点、１１３ページの下段の住民基本台帳、このマイナンバーカードなんですけれども、交付

率９０％とおっしゃっていただきました。令和６年度から比べて１０％上がったんですけれども、去年も言う

とったと思うんですけれども、８０％ぐらいまで来てから、残っている人たちというのはなかなか難しいんじ

ゃないかなというところで、この１０％上がった残りですね、あと残りの人たちというのは、実際どういう

方々が多いのか、高齢者が多いのか、何かあるんでしょうか。 

○木下順一委員長 大西係長。 

○大西係長 市民課戸籍係の大西と申します。 

  まだ保有されていない方については、やはり高齢者等、手続が難しい方が多いと思われます。あとは、カー

ドを所持することにちょっと不安を持っている方とか、そういったことも多少なりともいるかなとは考えてお

ります。 

  以上です。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 この１年間で１０％上げていただきましたけれども、去年も話が出とったかと思うんですけれ

ども、ここから上げていくというのは非常に難しいと思うんです。休日とかいろんなことやっていただいて、

出張やっていただいたりとかそういうことをしていただいた中で、１０％上げてもらったというのはすごい評

価したいと思うんですけれども、ここから先も含めて、今までと同じように開設していても、なかなか来にく

いとかというプロセスあると思うんですけれども、今後、次につなげていくということも含めて難しいかと思

うんですけれども、その辺のところ何か工夫されているところはありますでしょうか。 

○木下順一委員長 大西係長。 

○大西係長 先ほど申し上げたように、実際市役所の窓口に来て手続するのが難しい高齢者の方とか、施設に入

所されている方について、令和５年度、６年度と福祉施設に実際に出張行かせていただいておりましてサポー

トをさせていただいております。今後も引き続き市内の福祉施設であったりとか、入所されている方について

そういったサポートをさせていただいて、本人さんの手続の負担が少なく済むような対応を考えていきたいと

思います。 

  あと、他市の事例等も参考にしながら、引き続き取組のほうを考えていきたいと思っておるところでござい

ます。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  ここから先は非常に苦しくて、効率がすごく悪くなると思うんです、同じようにやっていても。そこがすご
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く大変やと思いますので、課長みえますけれども、本当に無理なく職員の働く中で、休日も含めて、無理なく

やっていただきたいなと。なかなかここから先というのは本当に、絶対に要らんねやそんなという人もたくさ

ん出てくると思いますので、その辺のところはしっかりと無理なくやっていただきたいなと思います。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 １０６ページの連絡所業務のことでお伺いします。 

  先ほど課長も大変だった点で結構しっかりと説明していただいたんですけれども、市内８か所の連絡所で働

いていらっしゃる方は、その地域に住んでいらっしゃる方と地域外の方と、その割合はどんな感じなんでしょ

うか。 

○木下順一委員長 野村課長補佐。 

○野村課長補佐 市民課の野村です。よろしくお願いします。 

  ほとんどの方が地域に住んでいる方なんですけれども、坂手連絡所とかはやはり住民がいませんので、こち

らのほうから、本土のほうから行っている職員が勤務しておりますけれども、あとは大体地域内のところで、

あと鏡浦のほうもちょっとそちらのほうの地区ではないんで、加茂地区のほうから勤務しております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 やっぱり通うことを考えても、地元の人が働いてくれるのが一番かなと思うんですけれど

も、先ほどもおっしゃっていたように、やっぱり答志とか長岡とかすごく業務量が多くて、結構、私の想像で

すけれども、恐らく本当だったら休みの時間とか、家にいるような時間にも携帯に電話がかかってきて何か聞

かれたりとかするというようなこともきっとあるんじゃないかなと思っていて、やはりちょっとその負担の軽

減なんかをしていただいて、今後も継続的にその地元の人が働いてくれるように工夫していっていただければ

なと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

（「ちょっと１点だけいいですか」の声あり） 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 １０８ページの神島開発センター費、これずっと毎年補修補修できていますけれども、これ耐

震診断はもう終わっとるわけですよね。 

○木下順一委員長 市民課長。 

○小島市民課長 耐震診断では大丈夫ということで、以前に調査をして終わっております。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 課長から見てというか、ここへ行って中に入っていろいろなことされたらよく分かると思うん

ですけれども、医療施設もあって、これが今後本当にこういう補修費だけで大丈夫なんですか。外を見とるだ

けで、もういつコンクリート落ちてきても、危険な状況、本当やったらもう建て替え考えやないかん時期やと

思っていますんやけれども、そこまで議論されていますか。 
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○木下順一委員長 市民課長。 

○小島市民課長 尾﨑委員おっしゃるとおり壁が剥がれてきて危ないであったり、修繕修繕というところじゃも

うないでしょうということなんですけれども、今現在市民課のほうでも議論はされていまして、あそこは連絡

所と町民のための集会所と医療と、診療所ですね、入っていますもんで、神島に絶対なくてはならない施設や

というふうに考えています。 

  あれを細かい修繕だけというにはそろそろ潮風でというところもありまして、今後どういった機能をまとめ

て、同じ場所に建てるのはちょっとタイムラグがあると思うんで、ただ建てるところもないというようなとこ

ろも探してみたりはしているんですけれども、今後どのような規模を持たせるかという点につきましては、市

民課だけではなくほかのセクションとも検討していきたいと思っています。 

  以上です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ありがとうございます。 

  やっぱり詳しいのは山本議員やで、山本議員にしっかり聞いてもうたら、住民の要望はほっといても分かる

と思います。 

  それと、やっぱり１番は建て替えて新たなものに、やっぱり安全・安心を確保したることが一番やと思って

いますので、早急に山本議員に相談をかけてもうたら中身全部分かりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○木下順一委員長 山本委員、この件に関して、よろしい。 

  山本委員。 

○山本欽久委員 ありがとうございます。尾﨑委員、ありがとうございます、本当に。 

  島民にとっては本当になくてはならないものという感覚でおります。あと、そこで職員の方も本当に上から

何かあったら、その人がまず駆けつけて、飛んで行って修繕しに行ってというような形、また町内会の人たち

も周りのごみ掃除から始まって、せっかくあるもんですからしっかり自分たちで守らなきゃいけないという意

識の下でやっておりますんで、その辺のことも含めて島民の。 

（「新築」の声あり） 

○山本欽久委員 新築も含めて島民の方々に寄り添ってあげていただきたいなというふうに思います。 

  以上、要望としておきます。 

○木下順一委員長 しっかり受け止めてあげてください。 

  他にございませんか。１１４まででありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、続いて、１１４ページ下段、福祉医療費助成事業から１２２ペ

ージ中段、人権相談及び行政相談事業までの範囲でご質疑はございませんか。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 １２１ページの男女共同参画推進事業で、ほほえみプランをつくっていただいたとき、私
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も審議委員で参加させてもらっていたんですけれども、課長がおっしゃっていたようにすごく闊達な議論がさ

れて、いい会議体だったんですね。いいものができたと思いますし、ああいうふうによい議論ができるような

会議体をつくる人を選定したりだとか、運営したりだとかというノウハウを市民課さんもっていらっしゃるの

で、ぜひほかの審議会とかつくるときに、ほかの課の人たちにもアドバイスしていただけたらいいなと思って

います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 ご要望ですね。 

（「もし」の声あり） 

○木下順一委員長 はい、それじゃ、市民課長。 

○小島市民課長 私は４月から来ていますけれども、昨年度は闊達な議論が行えたし、全部が全部盛ることはで

きないけれども、要望に応えることができた。やはりふだんからの顔の見える付き合いの中で、関係団体から

も呼ばせていただいていますし、積極的に公募委員さんからも立っていただいて意見をいただけたということ

で、当時の担当のノウハウと人望といったところについてはしっかりと評価をしておきたいと思います。 

  また、これが継続されるようにノウハウ、うちらの進め方について継続されるように、職員については１人

の仕事ではなくて全員で見ながら、誰でもできるようなものを目指していきたいと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 よろしいですか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 令和４年に厚生労働省が、男女共同参画の中で女性の飛躍ということで「えるぼし」という取

組をやっています、厚生労働省。これは何かというと、今もこれちょっと見とるんやけれども、やっぱり基準

メリットというものを設定して、それがほほえみプランにうたわれるとるかという中身じゃなしに、やっぱり

行政として３００人以上の企業はこれを絶対研究しとるんですね。うちは模範にならないかんという立場にな

っとって、「えるぼし」という取組は考えたときありますか。 

  これ厚生労働省としては、もう行政としては当たり前やと。だから、民間もせいという、令和元年にスター

トしとるんですね、議論が。令和４年に認定されて、３００人以上の企業はこれを徹底せないかん義務になっ

ています。その中身すらも結構厳しいものなんですけれども、これは議論か何かされて覚えありますか。 

○木下順一委員長 市民課長。 

○小島市民課長 先ほど尾﨑委員が言われた言葉そのもの自体はほほえみプランには入ってございませんけれど

も、女性の活躍であったり、目標率というのは定めております。 

  ただ、現実的には市役所の係長以上の職員の割合といったものも届いておりませんし、ほかの審議会であっ

たり委員会についてこういう目標があるのでご協力をとは呼びかけてはおりますけれども、その団体自体が現

在のところ結構な男子で構成されているもんですから、実際には届いていないというところで、概念自体は当

然持っております。 

  以上です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 
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○尾﨑 幹委員 やっぱり女性と男性が平等でなかったらいかんというのが基本中の基本になっていますので、

女性の働き方、それと男性の働き方が一緒がいいのかというと、また違うわけですから、その社会情勢の中で、

しっかりこのほほえみプランに本当は入れていただいて、民間ではこうですよ、行政ではこうですよと。 

  早い話、僕が言いたいのは、行政が民間より上に行っとらないかん。これ三つの星がつくんですよね。第

１段階、第２段階、第３段階、やっぱり最低でも一つはクリアした中で、プラチナを取るのが企業の業績と社

会的地位を保障する制度やもんで、これはやっぱり本来はうちが持っとって当たり前かなと思ったもんで聞か

せてもうたんですけれども、なるべく民間のやっている給料格差から、全部やっぱり見ていただいて、新たな

女性の働く場所に市役所がなれば、やっぱり採用も増えるんじゃないかと思っていますので、こういう取組が

あるのと同時に、ほかにも「くるみん」、「もにす」、「ユースエール」、その三つがあるんですよね。そう

いう中身もちょっと危惧しながらこのほほえみプランに採用されるような取組をしていただきたかったもんで、

ちょっと質問させてもうてます。 

  やっぱり国が定めて認定しています。それで、これを実施させています、民間に対しては。３００人以上の

企業の会社に対しては。うちは３００人以上職員がおりますので、それはもう認定までは言いませんけれども、

この基準を達しておらないかんという、模範になっている団体というか自治体ですので、そこをやっぱり強く

言うとかな。 

  やっぱり民間は頑張っとるのに行政は何やと言われたら、それでは困るかなと思っていますので、そこら辺

どうですか。 

○木下順一委員長 市民課長。 

○小島市民課長 今、委員のおっしゃられたことも当然理解はしておりますが、性差にとらわれることなく頑張

った職員というのが理想ですし、今、鳥羽市役所自体で鳥羽市役所以外にも中堅職員の抜けがあったりという

問題も抱えながら、ただ、目指す方向については見失わないように目指していきたいというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○木下順一委員長 尾﨑委員、まだありますか。 

○尾﨑 幹委員 できるだけやっぱり女性の立場、また、女性の飛躍、今あるよりはやっぱり上がってもらわな

いかんという政策なんです、国の。ですから、それに合ったように一つでも上げていっていただいて、認識し

てもらうような、市役所はこんなんやと認識してもらうことが鳥羽市の男女共同参画の企業に対しての一つの

メッセージじゃないかと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 他にございませんか。 

  倉田委員。 

○倉田正義委員 一つお聞きします。１２０ページ、人権問題啓発事業についてお伺いします。 

  人権の花運動、鳥羽小学校で実施されたということですけれども、これは６年度単発によるものなのかどう

なのか。また、鳥羽小が市内小学校のうち選ばれたという経緯等について教えてください。 

○木下順一委員長 野村課長補佐。 
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○野村課長補佐 鳥羽小学校なんですけれども、この人権の花運動、伊勢地域の人権擁護委員のほうの中から

３市４町、そちらのほうで順番に１校ずつ認定されますので、平成２９年度も鳥羽小学校のほうで実施されて

おりますので、順番に回ってくる形で、今年度は志摩市の神明小学校ですかね、そちらのほうで事業を行って

おります。 

○木下順一委員長 順番制やな。 

  倉田委員。 

○倉田正義委員 ありがとうございます。 

  そうすると、また鳥羽に回ってくる可能性があるということで、そのときには、また鳥羽市内の小学校とか

が選定されるという見込みでよろしいんでしょうか。 

○木下順一委員長 野村課長補佐。 

○野村課長補佐 そうですね、今のところ、伊勢の人権擁護委員協議会内のほうで回っていますので、順番にま

た選定されるかなとは思っております。 

○木下順一委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 一つ教えてください。 

  一番下の行に、近隣施設等関係者というふうに７００名、随分大きな数字が出ておるんですが、このあたり

内訳とか関係者というのはどういったものなのか、お願いします。 

○木下順一委員長 野村課長補佐。 

○野村課長補佐 こちら児童であるとか、先生や地域の住民たち、そういったこと全て含めて全部で７００人と

いうことになっております。延べ数ですね。 

○木下順一委員長 倉田委員。 

○倉田正義委員 住民というのは特にどこかの施設とかそういったものが大きく関わっとるとかそういったこと

はないわけでしょうか。 

○木下順一委員長 野村課長補佐。 

○野村課長補佐 やはり地域の、地区ですね、鳥羽小学校近辺の地区の方とか父兄とか、そういった方が携わっ

ております。あと、こちらのほうの、先ほど言わせてもうた人権啓発ですので、こちらのほうの人権擁護委員

であるとか、そんな方が携わっております。 

○倉田正義委員 分かりました。ありがとうございます。 

○木下順一委員長 ほかよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 ご質疑もないようですので、引き続き本日の振り返りを行いますので、執行部の皆さんは退

席をお願いします。お疲れさまでした。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ５時０９分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ５時１４分 再開） 
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○木下順一委員長 休憩前に引き続き、本日審査した範囲の振り返りを行います。 

  委員の皆さんで取り上げたい事業等はごさいませんか。 

  まず、概要と歳入の部分についてお願いをいたします。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 歳入と概要で触れるべきなのか、先ほど私が質問したように歳出で触れるべきなのかが分から

ないんですが、税務課のほうのシステムを入れたことというのは結構効果が大きかったことなので褒めていき

たいなと思うんですが。 

○木下順一委員長 税務課のところでまたお願いします。 

  概要と歳入の部分よろしいですか。 

  また、後ほど浮かびましたら言っていただいたら結構ですので。 

  次に、議会事務局についていかがですか。 

（「質問なかったので、ここ」の声あり） 

○木下順一委員長 ここは質問なかったのでよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 会計課についてはいかがですか。 

（「なし」の声あり） 

○木下順一委員長 選挙管理委員についていかがでしょうか。 

○南川則之委員 選挙管理委員のところで質問させてもらったんですけれども、率を上げる施策、やっぱり鳥羽

市も積極的にやらないかんということで、他市の状況を見ると、すごくいろんな手法を取って、離島のそうい

う車を出したりとか、船を借りたりとか、あるいは、書記長が言うていたように、離島の関係のターミナルで

やるとか、大型施設を検討するとか、早期にそういった形で、大きなことを言うわけじゃないですけれども、

日本一投票率が高いとか、そんなキャッチフレーズで、やっぱり議会からもしっかりとやらせるというか、検

討したりして、すぐにやってもらったりしたほうがいいと思います。その辺ちょっとよろしくお願いしたいと

思います。 

○木下順一委員長 ありがとうございます。 

  これまでも広子議員さんも商業施設を使って投票率を上げたりとか、これから高齢化ですので、ますます言

われていたような車で行ったりとか、離島住民の方にも利便性を高めるとかいうことは大変重要なことである

と思っています。 

  皆さん、いかがですか、この件に関して。 

  世古安秀委員。 

○世古安秀委員 これはもうみんながこれまでもいろいろな形で提案したり何かしてきとるんですが、なかなか

姿勢というのが、やろうかという姿勢がなかったんで、今日はちょっと総務課長も言っていましたけれども、

ショッピングセンターをね、人が集まる場所でやっぱりやるというふうな、今回税務課のほうでもハローでそ

ういう申告の受付をしたということで、非常に成果があったということですので、そういうことも含めて、期

日前投票をあそこでやるというふうなところも含めて検討していただきたいと。これはぜひ入れていただきた
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いなと思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 委員長報告にするか、提言にするか、またそれは最終４日目のときに決めていただければと

思いますので。 

  続きましては、監査委員事務局についてはこれもなかったかな。 

（「あります」の声あり） 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 監査委員の視察というか、それがなかったのにはちょっとびっくりしたんやけれども、新しい

取組をちょっと学びに行くとか、何遍も言いますけれども、やっぱり区別をしていくような監査をしていかな。

先進事例は山ほどあります。そやで、そういう形で。やっぱり無駄をなくす目的と違うかなと僕は思っとるも

んで、そこら辺皆さんの考えの下で、もうちょっと監査委員は外の状況とか把握するべき違うかなとか。 

○木下順一委員長 昨年、私、監査委員させていただいとったんで、研修会というのはあったりするし、事務局

職員も去年は秋田のほうまでも行ったりとか、毎年場所を変えてやられてはおりますね。私個人的にも何かマ

ニ研のほうで監査委員の研修があるとリモートで聞いたりもさせていただいとったりするし、そういう研修的

なものは。 

○尾﨑 幹委員 職員は行っとるのさ。 

○木下順一委員長 個人的にも１回、２回はありますね。三重県内であったりとか、変わってすぐ何かこの近隣

でやったりとかもあります。 

○尾﨑 幹委員 ほんだら大丈夫です。 

○木下順一委員長 続いて、定期船課のバス事業。 

（「もうこれは絶対改善や。どうしたらええか、本当に真剣にやっていかな働く人おらへ

んで」の声あり） 

○木下順一委員長 これも多く意見が出とったところであったように思いますが。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 これ全体的にバス事業だけじゃなくて、公共交通会議の在り方をしっかりと見直していただい

て、きちんとしたデータに基づく次の計画をつくっていただきたいなと思います。アンケートだけではニーズ

調査にはならないと思うので、本当に今人流データも含めてちょっと検討していただきたいと思います。 

○木下順一委員長 ありがとうございます。 

  バスに関してよろしいですか。 

（「同感」の声あり） 

○木下順一委員長 同感ですね。 

（「減便のないようにということですよね。人がおらへんだら走らせんよって。基本中の

基本があります」の声あり） 

（「バス」の声あり） 

（「バスにしても」の声あり） 
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（「公共交通会議には定期船も含まれる」の声あり） 

（「定期船の船に合わせてバス走らせとるわけですから」の声あり） 

（「委員長と副委員長にそこは一任します」の声あり） 

○木下順一委員長 了解しました。 

  続きまして、企画財政課について。企画の中から。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 鳥羽への移住・定住応援事業というので３５０万円不用額を出しているのは、もうこれは答え

が出ている気がするので、抜本的な変革が必要と違うかなとは思うんですけれども、答弁は国のつくった形な

ので、そこをなかなか触りにいけないという言い方をしている段階で、力を入れる気がないんかなと思ってし

まって、ちょっと心が折れてしまうところもあったので、であれば、市独自でやるというぐらいの根性ないの

というぐらい思ってしまったんですが、ちょっと効果が薄いなと思うんで、できれば改善をしていける方向性

を何とか見つけ出していけるように、議会も働きかけるべきかなとは思うので。 

○木下順一委員長 せっかく補助でお金が出るんやでね。それだけでも新婚さんとかそういうカップルにお金が

行って、当初の設備投資がどれだけでも楽になればいいなと思うので、その辺また改善要望というようなこと

で。 

○世古雅人委員 委員長、同じです。 

  同じように意見言わせてもらいましたけれども、今のこのことは、本当に評価どうなんやと言わせてもうた

けれども、やっぱり新たなところの定住策的なことを考えてもらいたいというようなこちらからの、委員長報

告に入れるか、要望にするかというのは、また後でやるんですけれども、お願いします。 

○木下順一委員長 企画の中。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ふるさと納税、自分のところで、鳥羽内で加工品等返礼品の選定がやっぱり落ちとるというこ

とは、去年皆さんと泉佐野に行きましたよね。やっぱり職員の取組というか意識がちょっと薄い、観光協会に

渡したらそれでいいんやというような、観光協会さんが頑張っとるもんでここまで来たと言うても過言じゃな

いと思うんです。 

  もうちょっとうちの加工品を磨くとか、お歳暮になるとサワラのパックが足りんようになるとかいろいろ聞

いていますんやけれども、そういう売れる物を加工品としてしっかりと作り上げていくということは、全部丸

投げしとるのでこういう形になるのかなと思っています。 

○木下順一委員長 返礼品の開発みたいなことですね。 

○尾﨑 幹委員 そのためにお金がついとるんやでね、そこら中に。 

○木下順一委員長 ふるさと納税といえば旅先納税とかいろいろなこともやって、ほかの部分では伸ばしてもい

ただいていますし、あとこういうことが、返礼品のことがもう少し充実していけば、まだまだ伸ばせるんかな

という。 

○尾﨑 幹委員 旅行商品が売れるということは、旅館さんはもうかりますよね。真珠製品は真珠屋さんもうか

ります。ただ、ほかの小売業の方々と、それがあまりにも下がってしもうとるというのが、数と、ここら辺は
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やっぱりもうちょっと強化するべきかなと思っています。 

  職員さんらが食べて、自分らでも欲しいなという物をやっぱり返礼品にしてもらう基本中の基本がなってい

ないんじゃないかなと思っていますので、それが言えるならばお願いします。 

（「委員長いいですか」の声あり） 

○木下順一委員長 いや、ちょっと待って。 

  世古安秀委員。 

○世古安秀委員 ふるさと納税はやっぱり１１.４億円、企業版も入れると１２億円のふるさと納税があった。

これはもう頑張ってやってもらったというの、それは評価はきちんとすべきだと思うし、あとプラス、先ほど

尾﨑委員から言われたように、新しい魅力のある商品を開発してもらうことに力を入れてもらうということと、

委員長がさっきちらっと言いました、やっぱり着地型の、鳥羽へ来て納税ができるというのを、これをもっと

やっぱり伸ばしてほしいなと、力を入れてほしいなというふうに思います。 

  以上です。 

○世古雅人委員 同じです。ちょっとその伸びた部分を褒めるというのは、よう頑張ったというのは、やっぱり、

でないとせっかく上げとるのに、あれもせい、これもせいではというのが言いたかった。 

  安秀委員が言われたのと同じですので、そこはいいところはちゃんと褒めてあげて、ここを頑張ってという

ような内容でいったら。 

  以上です。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 このふるさと納税、尾﨑委員が言われたように、泉佐野に行ったときに、担当者が、行政側が

一生懸命やっとるというところがあって、その担当者も受けた観光協会は一生懸命やっとるけれども、やはり

行政側が片手間というか、いろんな事業をやりながらやっとるのはいかんで、しっかりとこのふるさと納税に

関わる職員も配置して、行政もしっかりやってほしいというような意見もあったと思いますので、その辺がや

れれば、さらにこういう寄附額も増えるような対策も取れるかなと思いますので、そういった体制づくりとい

うのもちょっと、行政側の体制づくりですね、しっかりしてほしいなと思います。 

○木下順一委員長 企画、ふるさと納税以外でよろしいですか。 

  五十嵐委員。 

○五十嵐ちひろ委員 地域づくり推進事業についてはちょっと入れてもらったほうがいいのかなと思うんですけ

れども、どういうふうに言うかというのはちょっと相談させてください。 

○木下順一委員長 地域づくり。 

  山本委員。 

○山本欽久委員 結構みんなから意見出とるので、もうあえて申し上げませんでしたけれども、この委託先の企

業に１,６００万円は多過ぎます。この説明だけでは。 

  過去からもこの先も入れ続けているわけですから、この結果でこの金額というのはちょっとおかしいとは僕

も思います。 

○木下順一委員長 これは令和６年の当初予算のときにも、ここの部分には大分指摘は受けとったように思いま



－107－ 

すので。 

  この件に関して。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 そもそもの目指すべきところで、ここ肝煎りで始まったときのところというのは、すごく大事

な部分やと思うんですよ、目的のところというのは、目指すべきところ。 

  そこの方向性、やると言ったときにはそこは間違いなかったと思うんですけれども、実際これを具体的にや

るときに案がないままにやってしまったというのと、今、所管事務調査にも関わってくるような地域の中でそ

ういうふうなつながりをどういうふうにしていったらいいのかと、弱体化の中の地域共生を叫んでいたと思う

んです。 

  そこにある今まで頑張っていた団体もリンクしてということはあったんですけれども、今数字は達成してい

ると思うんですけれども、本来の目的のところまでちゃんと見直したほうが僕はいいと思うので、これはすご

く大事なところやと思うんですよ。 

  この事業を根本から本当にどういうふうにあるべきかということを、今のやっている成果を含めてね。ただ、

活動がどんどん広がってくると、ある一定の人たちがまた頑張らないかんというような構図ができてしまうと、

多分どんどんしまいにはしんどくなってきて、その団体も高齢化してきた中で本当は新しく広げていくという

ところがあったと思うんですけれども、本当にこの事業のところをいま一度立ち返って、しっかりと見直して

いただけないか。 

○木下順一委員長 極端なこと言うたら、３年やったけれども、成果が出ていない。 

○濱口正久委員 いやいや、今年３年目ですよ、まだ。 

  ある程度広がりとか人数とか数字的なものというのはあると思うんですけれども、それをどう生かしていく

かということが、ちょっと今後のことも含めてターゲット層も含めて、本当に地域共生というところを多くの

つながりの中で、地域の在り方のところにきちんと支え合いのところに行けるかどうかというところが、何か

行っていないような気がするので、そこのところをきちんと、これがいいのか、これを踏まえてどう生かして

いくのかというところ。 

  もともと議長も知っていた、最初は、これ始まる前は、ＬＩＮＥのグループのところが有料化されていて、

地域の中でそこにお金を出してほしいというところから別のところに入ってしまったというところがあって、

本来もともと自分らが地域のところを、中だけじゃなくて、特に石鏡は分かりやすいんですけれども、ＬＩＮ

Ｅグループの中に入っているところに、その外側にいる家族とか親戚の人もグループの中に入っていて、何か

あると、災害があっても、本人は分からんでも、それがキャッチして言ってくれる。逃げろと言うてるよ、こ

こが今こうやって変更になっているよときちんと全体的に、人口が少なくなっても外からでもアプローチをし

ていくということを関わり代のところに目的があったと思うんです、支援のところ。 

  そういうところを本来戻していかないと、何か違うイベントとかで人を増やす。増やす目的でイベントをや

っていると言うんやけれども、イベントがどんどん目立ってしまうと、本来の目的のところは違うと思うんで

すよ。きちんとどうやったらそこに住み続けられるか、どうやったら小さい自治会でもいろんなところもカバ

ーできるかとか、そこのところの関わりができるかというところを書いてあるんですよね。 
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  誰もが多くのつながりを持つ地域共生社会へと書いてあるんですけれども、実際それと違うところに行って

いるような、違うところに行っているのか、最後ぎゅうっと今年戻しにくるのか、ちょっとその辺のところが

分からんので、ここのところは僕らが注意深くやっぱり議論して、見守る必要があるのかなと。 

  本来行くべきところに予算はつけたほうがいいかなと思うので、今後３年間終わったら、デジ田の見直しの

中で次の事業の在り方とかあるので、本当にこれがコンパクトになったとしても、自走していくときに自走で

きるような予算で自走できるのかということが、この来年度のところにかかってくると思うので、また同じよ

うに大きな予算が要るとなってくると、これいつまでやんのやという話になってくるので、そこら辺のところ。 

○木下順一委員長 その辺は提言か何かで言わんといかんかも分からん。 

○濱口正久委員 そうですね。 

○木下順一委員長 議長には一番最後に聞こうかなと思うとったけれども、何か議長の名前も出てくるし、議長

の地域のことも何か出てきとるようなので、もし意見があるのであれば、ここでこの件に関してどうぞ。 

○河村 孝議長 質問の時間、ありがとうございます。 

  濱口委員のおっしゃるとおりだと思います。委員長おっしゃった事業を始めて３年というところで一つの目

安で、勇気ある撤退というのも執行部としてはもう検討するべきだと。当然議会としてはＢ／Ｃ（費用対効果）

が本当にあるのかどうかというところというのは確認して、無ければ撤退するべしということを主張していく

べきだなと思います。 

  高齢化率４３％を超えているこの鳥羽市のところで、無理やりＤＸをはめようと思っても、なかなか難しい

と思うんですよ。だから、やっぱりアナログとＤＸの上手な融合をさせていかんと、自己満足のＤＸではいか

んと思うんですよね。 

  だから、本当に市民が喜んでもらえる、市民の利便性が高まる、そして、市民たちがつながりを感じられる

というプラットフォームならいいけれども、今のところ、濱口委員から紹介があったように既存のプラットフ

ォーム、ＬＩＮＥ等々を利用してつながっているほうがよっぽどつながっていて、予算も格安で済んでいる中

で、そこで新しいプラットフォームがもう現実的に難しいということであれば、撤退をすることも決断するべ

きではないのかなというふうに考えます。 

  以上です。 

○木下順一委員長 ありがとうございます。 

  ３年よう我慢したというか、本当にこれ最初の年から何かいろいろあったのでね。 

  ほかに。 

  企画なければ総務へいきますが。 

（「総務いこう」の声あり） 

○木下順一委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ６３ページの、どなたか委員さん言っていただいていた有給休暇というのを聞いて、これが現

状なんだなということで、やはり働きやすい環境というのをこの役所内でつくっていくという、本当に大事な

ことではないかと思います。やっぱりみんな本当に大切な方ですので、有給休暇きちんと。 

  それと、副市長替わられたので、そういうメンタルの部分とか健康管理の部分で、グループウェアもあると
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言っていたので、本当に相談、こういうふうなことで体を今悪くしているんだというような方がいらっしゃる

とうことを、やっぱり本当に認識していただいて、一人一人を大切にしてもらう職場であってもらいたいなと、

私は心から願っておりますので、そこのところをちょっと委員長、副委員長、お願いしたいと思います。 

○木下順一委員長 何年か前にも、これ提言にも上げてやっとるところやったかな。 

○坂倉広子委員 そうですね。 

  南川委員長のときに、このメンタルのことを言われていたんじゃないかと私は記憶しているんですけれども。 

○南川則之委員 今度の副市長には質問させてもらいましたけれども、しっかりやってくれそうな答弁をいただ

きましたので、ちょっとグループウェアの活用をしながら職員にも周知したいということ。 

○木下順一委員長 見守りながら期待を込めて、ちょっと今年は見守ってあげるとか。 

○南川則之委員 提言か委員長報告で。 

○木下順一委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 本当に健康診断したら９割が再検査以上ですよ。これ再検査の診断もうて、何で行ってへんか

というと、休み取ってへんねやもん。普通の休みやったら土日だけでしょう。そこを考えたら、全然職員さん

行きたくても行けへん状態が裏にはあるというんがもう見えてきますやん、これ。再検査より精密検査、治療

中というのが９０％ですよ、職員の。こんなもん民間やったら叩かれていますって、労働基準に。 

  ただ、行政やでというところで、これ有給休暇も取らへんだらペナルティーになるんですよ、民間は。それ

を３０％、１.５ポイント上がったよってと。本当やったらどちかったろかいなと思ったぐらいやのに。 

  これはやっぱり１００％取って当たり前なんですから。そういう時代にもう入っとるんやで、そこをやっぱ

りちゃんとしっかりとこちらから言うてあげやな動こうとしいひんわけやで。これずっと続いとる話ですよ。 

  民間で６５％やったら叩かれるんですよ。 

○木下順一委員長 促せるような何か文言考えて。 

○尾﨑 幹委員 いや、もうそうせな。職員みんな辞めていきます、ここは。ちょっと強く何か入れといてくだ

さいよ。職員あっての市役所やで。言わせてもうときます。 

○木下順一委員長 ほかの部分よろしいですか、総務課。 

  安秀委員。 

○世古安秀委員 先ほどの話で、職員のほうやっぱり定数管理もちょっと、やっぱり一番こういう職員に負担が

かかっとるいうのは、職員の定数自体をもう一度やっぱり考え直してもらわんと、これいかんの違うか、待遇

改善も含めて、給料とかも含めて、それを考えてもらわんといかんのかなというふうに思います。 

  以上です。 

○木下順一委員長 総務課よろしいですか。 

○坂倉広子委員 委員長、一つ総務課なんですけれども。 

○木下順一委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 モチベーション係をつくりましたですよね。これからの期待というのはここで持てるわけなん

ですけれども、総務課は防災もあるわけですので、本当に少ない人数でこれだけもよくたくさんの事業をやっ

てもらっているなということを、本当に総務課だけれども、総合的なところを見てもらっているというのを私
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はちょっと思いますので、それこそ防災をもっと予算かけてやれと言うんならば、やっぱり人も増やしてあげ

てもらいたいなというのは、私もすごく思いますので、委員長、副委員長、そこのところまたよろしくお願い

します。 

○木下順一委員長 税務課のほうへいってよろしいですか。税務課。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 指摘をさせていただいたいわゆる調査するようなシステム、あれ何か本当にすごく安いらしい

んです。安いお金をかけて、効果がすごく大きくて、１回選定をかけると結構深いところまで預金の情報が出

せて、預金の中で動きを取っている、ここで出金しているな、ここで生命保険払っているなみたいなのも全部

見られるんで、そこで財産調査というのが結構大きくかけられて、本人も忘れとったようなお金というのがそ

こで発見されて、それを換価して税金の滞納に充てるみたいなこともできてくる方向性らしくて、本人何もあ

まり大きく言わなかったんですけれども、そういうのを見つけられたということと、採用した、それを活用し

たということは、これからの職員さんのやる気につなげていっていただけるような、そういうことを一生懸命

やったら褒めてもらえるんやというような方向性に持っていけるような、何か指摘の仕方をしていっていただ

けると、いいことにつながらないかなと。 

○木下順一委員長 さらにやる気が出るような文言を考えます。 

○瀬﨑伸一委員 よろしくお願いいたします。 

○木下順一委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 税務課のところ、あわせて、イオンの取組もすごくいいということでしたので、そういうふう

に。 

○木下順一委員長 出張の何か。 

○濱口正久委員 申告です。結構ね、新しいことを毎年のように、その前も外国人のことも、そもそもが通知が

来ても分からへんのじゃないかというところから、そういう優しい目線もあったりとか、行動が早いので、こ

の取組についても評価してあげてほしいなと思います。イオンのところはすごくいいなと思うんで、その抱き

合わせで。 

○木下順一委員長 ２年連続クリーンヒットやもんね。 

○濱口正久委員 早いんですよね。スマホでやったりとか、コンビニ収納であったり、ＰａｙＰａｙであったり

とか。いち早くやっているので、あそこは数字に出すような、結果に出すところが早いので、チャレンジやっ

ていると思いますので。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 私のときもそうだったんですけれども、職員のことを褒めるんじゃなくて、やって当たり前の

ところがありますので、先ほど言われたように、濱口委員が言われたように、新しいことに常にチャレンジし

とるというのがいろんなところで結果に結びついとるということですので、そういった課を挙げて対応しとる

というところのニュアンスで何か。 

○木下順一委員長 肝に銘じておきます。 

○南川則之委員 考えていただけたらいいかなと思います。 
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○木下順一委員長 個人を特定するようなことやなしに、課をということですね。 

  税務はよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○木下順一委員長 続いて、市民課のほうで何か。 

○尾﨑 幹委員 ちょっと、選挙管理委員会でも一緒のことなんですね、税務は。税務のあれと。 

  投票場所を増やしたらええだけで、不在者投票、よそはもうやっていますよってね。もう全然やっています。 

○木下順一委員長 さっきそれ出とったね。 

○尾﨑 幹委員 税務とそれはもう本当にイオンは全部やっていますよってね。 

○木下順一委員長 市民。 

○尾﨑 幹委員 神島はしっかり入れといて。笑うとるけれども、神島は災害になったらもう復旧も復興も一番

最後になってくると思うとるんさ。そのためにもやっぱり基地みたいなんが絶対必要で、そこには何もかも整

っとらないかんと。 

  やっぱりよその２０キロ離れた島言うてくると、何もかもそろっとるわけですから。そやけど、沖縄や長崎

のほうは浅いよって、みんな橋が架かり始めて、助け合いできるようになっています。神島だけは特別なんで

す。 

  それで、補助金も沖縄より高いわけですよ。国の定めとる位置づけは日本の離島の中で一番かわいそうなん

神島みたいになっていますよって、ちょっとそこをね。やっぱり防災基地、しっかりと造り上げて、それがい

ろいろな形で使えるような総合ビルを建てたっていただきたい。そう思っています。防災センターを兼ねた。

よろしくお願いします。 

○木下順一委員長 南川委員。 

○南川則之委員 今の尾﨑委員の将来的なこともいろいろ考えたらいいんですが、決算ということで、これ神島

開発総合センターの運営経費の部分の話で、内容的には適正な管理に努めるために修繕等を行ったと、完了し

ておるということを現状はうたっていますので、決算としてはこれでいいかなと思いますので、あと将来的な

話はまた別にして、どうかなと思うんですけどね。どこかで議論するというとこで。 

○木下順一委員長 市民課よろしいですか。 

  また、最終の４日目にも思いついたら言っていただきたいと思います。 

  最後、議長、何かあったらでよろしいですが、なければもうあれですが。あればで構いません。 

  議長。 

○河村 孝議長 ありがとうございます。 

  おおむね皆さんおっしゃっているようなところが私も気になったところです。 

  出ていなかった話の中で、去年も指摘させてもらったんですけれども、決算の概要の中で、市税のところで

入湯税が増えている。当然観光入り込み客数が増えて入湯税が増えるということなんですけれども、今までは

入り込み客数が増えるとたばこ税もそれに乗じて増えていたというのが常だったんですけれども、前回の決算

から入り込み客数が増えているのにたばこ税が下がったというところ、かなり市内の人たちも禁煙が進んで、

観光客に依存している部分がたばこ税というのは多いんですけれども、全国的にいよいよ非喫煙者のほうが多
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くなってきて、観光客の人たちが来てくれてもたばこ税自体がどんどん目減りしていくという状況に切り替わ

ったというところは自主財源確保という観点から、議会としてはちょっとここは注視していかないかんところ

かなというふうに感じています。 

  企画財政のふるさと納税の推進事業については、もうみなさんおっしゃるとおりで、議会としては企業版ふ

るさと納税も含めて約１２億円いったというところは、しっかり議会としては評価してあげるべきではないの

かなというふうに思います。 

  また、尾﨑委員が指摘した加工品とその他返礼品において、金額件数とも下がってしまったというところも、

これもう残念であるというところも事実でございますので、泉佐野の話出ていましたけれども、やっぱり需要

の高い返礼品をなかなかうちの地場産の物では作りにくいということであれば、泉佐野がやっているような需

要度の高い加工品の工場なり企業なりごとやっぱり鳥羽市へ誘致してくるというぐらいの目線を持たないと、

なかなかこれからのふるさと納税は厳しいのかなと。 

  現地決済型のところの伸びについては、これは話をいろいろ聞いていみると、非常に職員も観光協会と話し

ながら頑張って、自分たちでホテルへ出向いて一生懸命説明をして、導入を決めてもらったという経緯がある

んですね。企画のほうはちょっと小崎君なんかは遠慮をしていましたけれども、自分たちで本当にホテルに行

って、その件数を増やしてきたと。それがこの１２億円につながっているということは、議会としては褒めて

あげるべきではないのかなというふうに思います。 

  あと、五十嵐委員が途中で触れた７１ページの普通財産の売払いのところも、旧消防署が売れたというとこ

ろが一番金額的には大きいんですけれども、一応財産収入全体でも１,２８０万円増というふうになっていま

すんで、議会が求めた以上、それに応えたというところで、今回は評価するべきではないのかなというふうに

感じています。 

  あと、南川副議長から言ってもらった投票率日本一を目指すというところは議会としては積極的に言ってい

ってもいいのかなと思うので、またその辺は委員長の判断にお任せしたいと思います。 

  以上でございます。 

○木下順一委員長 ありがとうございます。 

  あとよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○木下順一委員長 また、最終日にも議論していただく場を持ちたいと思いますので。 

  ないようですので、以上で本日の振り返りを終わり、本日の委員会を終了いたします。 

  明日９月１０日も午前９時から予算決算常任委員会を再開しますので、定刻までにご参集願います。 

  本日はこれをもちまして散会いたします。 

（午後 ５時５１分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 
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